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条　　　　　例

　福岡市議会議員及び福岡市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改

正する条例をここに公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第 3号

議案第47号

1

議案第47号

　　　�福岡市議会議員及び福岡市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部

を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 ８年 ２月２4日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、公職選挙法施行令の一部改正に鑑み、選挙運動用ビラ及び選

挙運動用ポスターの作成に係る公費負担の限度額を引き上げる必要があるによる。

　　　�福岡市議会議員及び福岡市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部

を改正する条例

　福岡市議会議員及び福岡市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例（平成 ６年

福岡市条例第 ２号）の一部を次のように改正する。

　第 ８条第 1号中「 7円73銭」を「 ８円3８銭」に改め、同条第 ２号中「 ５円1８銭」を「 ５円

６２銭」に、「3８６,５00円」を「419,000円」に改める。

　第11条第 1号中「５41円31銭」を「５８６円８８銭」に改め、同条第 ２号中「２８円3５銭」を「30

円73銭」に、「５８６,90５円」を「６09,６90円」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

1　この条例は、令和 ８年 4月 1日から施行する。

　（適用区分）

２ �　この条例による改正後の福岡市議会議員及び福岡市長の選挙における選挙運動の公費負

担に関する条例第 ８条及び第11条の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告

示された選挙については、なお従前の例による。
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　福岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく

個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第 4号

議案第48号

1

議案第48号

　　　�福岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 8年 ２月２4日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する

者との間における迅速な情報の授受を行うため、本市の個人番号の利用範囲を拡大する等の

必要があるによる。

　　　�福岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例

　福岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく

個人番号の利用に関する条例（平成２7年福岡市条例第71号）の一部を次のように改正する。

　第 ２条中「法」の次に「及び法に基づく命令」を加える。

　第 4条第 1項中第1２号を削り、第13号を第1２号とし、同号の次に次の 1号を加える。

　⒀�　法別表の各項の下欄に掲げる事務（準法定事務を含む。）のうち、迅速に特定個人情

報を利用することによって効率化を図るべきものとして規則で定める事務

　第 4条第 1項第14号を削り、同条第 3項中「その他これに準じるものとして規則で定め

る」を「及び第 1項第13号に掲げる」に改める。

　別表 1の項中「、戸籍関係情報」を削り、「生活に困窮する外国人に対する生活保護法に

よる保護の実施又は就労自立給付金の支給に準じる措置に関する情報（以下「外国人生活保

護関係情報」という。）」を「外国人生活保護関係情報」に改め、同表 7の項中「又は住民

票関係情報」を「、住民票関係情報又は障害者関係情報」に改め、同表11の項を削り、同表

1２の項中「健康増進事業関係情報」を「健康増進法（平成14年法律第103号）による健康増

進事業の実施に関する情報」に改め、同項を同表11の項とし、同表13の項を同表1２の項とす
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議案第48号

２

る。

　　　附　則

　この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。

　⑴�　第 ２条の改正規定及び別表 1の項の改正規定（「、戸籍関係情報」を削る部分に限

る。）　公布の日

　⑵�　第 4条の改正規定、別表 1の項の改正規定（「、戸籍関係情報」を削る部分を除

く。）、同表11の項を削る改正規定並びに同表1２の項の改正規定及び同項を同表11の項

とし、同表13の項を同表1２の項とする改正規定　令和 8年 4月 1日
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　福岡市職員定数条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第 5号

議案第49号

1

議案第49号

　　　福岡市職員定数条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 ８年 ２月２4日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、学級数の増加等に伴う教職員の増員及び子育て支援の充実、

地下鉄ダイヤ改正等に係る体制強化等に伴う増員並びに国勢調査の終了、事務事業の見直し

等に伴う減員のため、職員の定数を改める必要があるによる。

　　　福岡市職員定数条例の一部を改正する条例

　福岡市職員定数条例（昭和２7年福岡市条例第10号）の一部を次のように改正する。

　第 ２条第 1項第 1号中「6,401人」を「6,4２5人」に、「694人」を「696人」に改め、同

項第 ２号中「9,８70人」を「10,007人」に、「８,８5２人」を「８,991人」に改め、同項第 4号

中「２6人」を「２7人」に改め、同項第 7号中「477人」を「476人」に改め、同項第 ８号中

「5８0人」を「599人」に改め、同項第 9号中「1,151人」を「1,170人」に改め、同項中「合

計　　1８,564人」を「合計　　1８,763人」に改める。

　　　附　則

　この条例は、令和 ８年 4月 1日から施行する。
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　福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第 6号

議案第50号

1

議案第50号

　　　福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 ８年 ２月２4日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、人事委員会の勧告等に鑑み、一般職職員について、給料月額

等の改定、配偶者に係る扶養手当の廃止及び子に係る扶養手当の増額並びに定年前再任用短

時間勤務職員等への住居手当の支給を行う等の必要があるによる。

　　　福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

　（福岡市職員の給与に関する条例の一部改正）

第�1 条　福岡市職員の給与に関する条例（昭和２6年福岡市条例第1８号）の一部を次のように

改正する。

　�　第 ９条第 1項ただし書中「次項第 1号及び第 ３号から第 ７号まで」を「次項第 ２号から

第 6号まで」に、「以下「扶養親族たる配偶者、父母等」を「第 ３項において「扶養親族

たる父母等」に改め、「（次条において「行政職給料表 ８級職員等」という。）」を削り、

同条第 ２項中第 1号を削り、第 ２号を第 1号とし、第 ３号から第 ７号までを 1号ずつ繰り

上げ、同条第 ３項中「扶養親族たる配偶者、父母等」を「前項第 1号に該当する扶養親族

（次項において「扶養親族たる子」という。）については 1人につき1３,000円、扶養親族

たる父母等」に改め、「（次条において「行政職給料表 ７級職員等」という。）」及び「、

前項第 ２号に該当する扶養親族（次条において「扶養親族たる子」という。）について

は 1人につき11,500円」を削り、同条第 4項中「（以下「特定期間」という。）」を削り、

「特定期間に」を「当該期間に」に改め、同条に次の 1項を加える。

　 5 �　前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手

当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

　　第10条を次のように改める。
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議案第50号

２

　第10条　削除

　�　第10条の ３第 1項第 ２号中「配偶者」の次に「（届出をしないが事実上婚姻関係と同様

の事情にある者を含む。同条において同じ。）」を加える。

　�　第11条第 ３項第 ３号中「７,100円（規則で定める公署に勤務する職員で規則で定める

ところにより通勤が不便であると認められるもの（以下この項において「通勤不便者」

という。）にあつては７,８00円）」を「７,３00円」に改め、同項第 4号中「10,000円（通勤

不便者にあつては11,２00円）」を「10,400円」に改め、同項第 5号中「1２,９00円（通勤不

便者にあつては14,500円）」を「1３,500円」に改め、同項第 6号中「15,８00円（通勤不便

者にあつては1７,８00円）」を「16,600円」に改め、同項第 ７号中「1８,７00円（通勤不便者

にあつては２1,100円）」を「1９,７00円」に改め、同項第 ８号中「２1,600円（通勤不便者に

あつては２4,400円）」を「２２,８00円」に改め、同項第 ９号中「２4,400円（通勤不便者にあ

つては２７,７00円）」を「２5,９00円」に改め、同項第10号中「２6,２00円（通勤不便者にあつ

ては２９,７00円）」を「２９,100円」に改め、同項第11号中「２８,000円（通勤不便者にあつて

は３1,７00円）」を「３２,３00円」に改め、同項第1２号中「２９,８00円（通勤不便者にあつては

３３,７00円）」を「３5,500円」に改め、同項第1３号中「３1,600円（通勤不便者にあつては

３5,７00円）」を「３８,７00円」に改める。

　�　第２1条の ３中「から第10条まで及び第10条の ３」を「及び第 ９条」に改める。

　　第２1条の 4及び第２1条の 5中「から第10条まで」を「、第 ９条」に改める。

　　別表第 1から別表第 ３までを次のように改める。
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議案第50号

３

　別表第 1

 　　行 政 職 給 料 表

職員の
区分

職務の級 1 　　級 ２　　級 ３　　級 4　　級 5　　級 6　　級 ７　　級 ８　　級

号　��給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円　 円　 円　 円　 円　 円　 円　 円　
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

1 1９1,８00� ２06,３00� ２51,100� ３11,000� ３44,600� 414,２00� 4７２,２00� 51３,８00�
２ 1９２,９00� ２0７,７00� ２5２,400� ３1２,400� ３46,２00� 416,３00� 4７３,８00� 515,７00�
３ 1９4,000� ２0９,100� ２5３,７00� ３1３,８00� ３4７,８00� 41８,400� 4７5,400� 51７,600�
4 1９5,100� ２10,500� ２55,000� ３15,２00� ３4９,400� 4２0,500� 4７７,000� 51９,500�

� � � � � � � �
5 1９6,000� ２1２,000� ２56,400� ３16,600� ３51,000� 4２２,500� 4７８,７00� 5２1,２00�
6 1９７,２00� ２1３,９00� ２5７,８00� ３1７,９00� ３5２,600� 4２4,600� 4８0,100� 5２２,９00�
７ 1９８,400� ２15,８00� ２5９,２00� ３1９,２00� ３54,２00� 4２6,７00� 4８1,500� 5２4,600�
８ 1９９,600� ２1７,７00� ２60,600� ３２0,500� ３55,８00� 4２８,８00� 4８２,９00� 5２6,３00�

� � � � � � � �
９ ２00,600� ２1９,500� ２61,８00� ３２1,８00� ３5７,３00� 4３0,７00� 4８4,100� 5２７,９00�
10 ２01,600� ２２1,400� ２6３,400� ３２３,000� ３5８,９00� 4３２,500� 4８5,400� 5２９,２00�
11 ２0２,600� ２２３,３00� ２65,000� ３２4,２00� ３60,500� 4３4,３00� 4８6,７00� 5３0,500�
1２ ２0３,600� ２２5,２00� ２66,600� ３２5,400� ３6２,100� 4３6,100� 4８８,000� 5３1,８00�

� � � � � � � �
1３ ２04,500� ２２７,000� ２6８,３00� ３２6,７00� ３6３,600� 4３７,８00� 4８９,400� 5３２,９00�
14 ２05,500� ２２８,400� ２6９,７00� ３２７,９00� ３65,２00� 4３９,100� 4９0,600� 5３4,100�
15 ２06,500� ２２９,８00� ２７1,100� ３２９,100� ３66,８00� 440,400� 4９1,８00� 5３5,３00�
16 ２0７,500� ２３1,２00� ２７２,500� ３３0,３00� ３6８,400� 441,７00� 4９３,000� 5３6,500�

� � � � � � � �
1７ ２0８,400� ２３２,400� ２７３,９00� ３３1,500� ３6９,８00� 44２,８00� 4９4,000� 5３７,７00�
1８ ２0９,400� ２３３,600� ２７5,３00� ３３２,500� ３７1,３00� 444,000� 4９5,100� 5３８,８00�
1９ ２10,400� ２３4,８00� ２７6,７00� ３３３,500� ３７２,８00� 445,２00� 4９6,２00� 5３９,９00�
２0 ２11,400� ２３6,000� ２７８,100� ３３4,500� ３７4,３00� 446,400� 4９７,３00� 541,000�

� � � � � � � �
２1 ２1２,２00� ２３７,100� ２７９,400� ３３5,400� ３７5,７00� 44７,400� 4９８,500� 54２,100�
２２ ２1３,２00� ２３８,２00� ２８0,８00� ３３6,400� ３７７,100� 44８,600� 4９９,500� 54３,２00�
２３ ２14,２00� ２３９,３00� ２８２,２00� ３３７,400� ３７８,500� 44９,８00� 500,500� 544,３00�
２4 ２15,２00� ２40,400� ２８３,600� ３３８,400� ３７９,９00� 451,000� 501,500� 545,400�

� � � � � � � �
２5 ２16,000� ２41,600� ２８4,８00� ３３９,３00� ３８1,400� 45２,000� 50２,600� 546,400�
２6 ２1７,000� ２4２,600� ２８6,２00� ３40,３00� ３８２,８00� 45３,２00� 50３,500� 54７,500�
２７ ２1８,000� ２4３,600� ２８７,600� ３41,３00� ３８4,２00� 454,400� 504,400� 54８,600�
２８ ２1９,000� ２44,600� ２８９,000� ３4２,３00� ３８5,600� 455,600� 505,３00� 54９,７00�

� � � � � � � �
２９ ２1９,８00� ２45,600� ２９0,２00� ３4３,２00� ３８6,８00� 456,600� 506,100� 550,600�
３0 ２２0,７00� ２46,600� ２９1,600� ３44,２00� ３８８,100� 45７,７00� 506,９00� 551,600�
３1 ２２1,600� ２4７,600� ２９３,000� ３45,２00� ３８９,400� 45８,８00� 50７,７00� 55２,600�
３２ ２２２,500� ２4８,600� ２９4,400� ３46,２00� ３９0,７00� 45９,９00� 50８,500� 55３,600�

� � � � � � � �
３３ ２２３,３00� ２4９,400� ２９5,600� ３4７,000� ３９1,８00� 460,９00� 50９,３00� 554,500�
３4 ２２4,２00� ２50,400� ２９6,９00� ３4８,000� ３９２,９00� 461,９00� 510,100� 554,７00�
３5 ２２5,100� ２51,400� ２９８,２00� ３4９,000� ３９4,000� 46２,９00� 510,９00� 554,９00�
３6 ２２6,000� ２5２,400� ２９９,500� ３50,000� ３９5,100� 46３,９00� 511,７00� 555,100�

� � � � � � � �
３７ ２２6,８00� ２5３,２00� ３00,９00� ３50,８00� ３９6,000� 464,９00� 51２,３00� 555,３00�
３８ ２２７,600� ２54,２00� ３0２,２00� ３51,８00� ３９７,100� 465,９00� 51２,８00� �
３９ ２２８,400� ２55,２00� ３0３,500� ３5２,８00� ３９８,２00� 466,９00� 51３,３00� �
40 ２２９,２00� ２56,２00� ３04,８00� ３5３,８00� ３９９,３00� 46７,９00� 51３,８00� �

� � � � � � � �
41 ２２９,８00� ２5７,000� ３06,２00� ３54,600� 400,２00� 46８,８00� 514,３00� �
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4２ ２３0,400� ２5７,９00� ３0７,500� ３55,500� 401,２00� 46９,600� � �
4３ ２３1,000� ２5８,８00� ３0８,８00� ３56,400� 40２,２00� 4７0,400� � �
44 ２３1,600� ２5９,７00� ３10,100� ３5７,３00� 40３,２00� 4７1,２00� � �

� � � � � � � �
45 ２３２,２00� ２60,500� ３11,400� ３5８,100� 404,100� 4７1,９00� � �
46 ２３２,８00� ２61,400� ３1２,７00� ３5９,000� 405,100� 4７２,600� � �
4７ ２３３,400� ２6２,３00� ３14,000� ３5９,９00� 406,100� 4７３,３00� � �
4８ ２３4,000� ２6３,２00� ３15,３00� ３60,８00� 40７,100� 4７4,000� � �

� � � � � � � �
4９ ２３4,500� ２64,000� ３16,400� ３61,600� 40８,000� 4７4,８00� � �
50 ２３5,100� ２64,９00� ３1７,600� ３6２,500� 40８,９00� 4７5,３00� � �
51 ２３5,７00� ２65,８00� ３1８,８00� ３6３,400� 40９,８00� 4７5,８00� � �
5２ ２３6,３00� ２66,７00� ３２0,000� ３64,３00� 410,７00� 4７6,３00� � �

� � � � � � � �
5３ ２３6,８00� ２6７,400� ３２1,２00� ３65,000� 411,500� 4７6,８00� � �
54 ２３７,400� ２6８,３00� ３２２,400� ３65,９00� 41２,400� 4７７,３00� � �
55 ２３８,000� ２6９,２00� ３２３,600� ３66,８00� 41３,３00� 4７７,８00� � �
56 ２３８,600� ２７0,100� ３２4,８00� ３6７,７00� 414,２00� 4７８,３00� � �

� � � � � � � �
5７ ２３９,100� ２７0,８00� ３２6,000� ３6８,400� 414,９00� 4７８,８00� � �
5８ ２３９,７00� ２７1,７00� ３２７,000� ３6９,000� 415,600� � � �
5９ ２40,３00� ２７２,600� ３２８,000� ３6９,600� 416,３00� � � �
60 ２40,９00� ２７３,500� ３２９,000� ３７0,２00� 41７,000� � � �

� � � � � � � �
61 ２41,３00� ２７4,２00� ３２９,９00� ３７0,８00� 41７,500� � � �
6２ ２41,９00� ２７5,000� ３３0,９00� ３７1,400� 41８,100� � � �
6３ ２4２,500� ２７5,８00� ３３1,９00� ３７２,000� 41８,７00� � � �
64 ２4３,100� ２７6,600� ３３２,９00� ３７２,600� 41９,３00� � � �

� � � � � � � �
65 ２4３,500� ２７７,500� ３３３,７00� ３７３,100� 4２0,000� � � �
66 ２44,100� ２７８,３00� ３３4,600� ３７３,７00� 4２0,600� � � �
6７ ２44,７00� ２７９,100� ３３5,500� ３７4,３00� 4２1,２00� � � �
6８ ２45,３00� ２７９,９00� ３３6,400� ３７4,９00� 4２1,８00� � � �

� � � � � � � �
6９ ２45,７00� ２８0,８00� ３３７,２00� ３７5,400� 4２２,500� � � �
７0 ２46,000� ２８1,600� ３３８,100� ３７6,000� 4２３,100� � � �
７1 ２46,３00� ２８２,400� ３３９,000� ３７6,600� 4２３,７00� � � �
７２ ２46,600� ２８３,２00� ３３９,９00� ３７７,２00� 4２4,３00� � � �

� � � � � � � �
７３ ２4７,000� ２８4,100� ３40,７00� ３７７,７00� 4２4,９00� � � �
７4 � ２８4,９00� ３41,600� ３７８,３00� 4２5,500� � � �
７5 � ２８5,７00� ３4２,500� ３７８,９00� 4２6,100� � � �
７6 � ２８6,500� ３4３,400� ３７９,500� 4２6,７00� � � �

� � � � � � � �
７７ � ２８７,100� ３44,100� ３８0,000� 4２７,２00� � � �
７８ � ２８７,８00� ３45,000� ３８0,600� 4２７,８00� � � �
７９ � ２８８,500� ３45,９00� ３８1,２00� 4２８,400� � � �
８0 � ２８９,２00� ３46,８00� ３８1,８00� 4２９,000� � � �

� � � � � � � �
８1 � ２９0,000� ３4７,500� ３８２,２00� 4２９,400� � � �
８２ � ２９0,７00� ３4８,３00� ３８２,８00� 4２９,９00� � � �
８３ � ２９1,400� ３4９,100� ３８３,400� 4３0,400� � � �
８4 � ２９２,100� ３4９,９00� ３８4,000� 4３0,９00� � � �

� � � � � � � �
８5 � ２９２,600� ３50,600� ３８4,400� 4３1,400� � � �
８6 � ２９３,000� ３51,400� ３８5,000� 4３1,９00� � � �
８７ � ２９３,400� ３5２,２00� ３８5,600� 4３２,400� � � �
８８ � ２９３,８00� ３5３,000� ３８6,２00� 4３２,９00� � � �

� � � � � � � �
８９ � ２９4,２00� ３5３,７00� ３８6,600� 4３３,400� � � �
９0 � � ３54,３00� ３８７,100� 4３３,９00� � � �
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９1 � � ３54,９00� ３８７,600� 4３4,400� � � �
９２ � � ３55,500� ３８８,100� 4３4,９00� � � �

� � � � � � � �
９３ � � ３55,９00� ３８８,７00� 4３5,３00� � � �
９4 � � ３56,500� ３８９,２00� � � � �
９5 � � ３5７,100� ３８９,７00� � � � �
９6 � � ３5７,７00� ３９0,２00� � � � �

� � � � � � � �
９７ � � ３5８,100� ３９0,７00� � � � �
９８ � � ３5８,７00� � � � � �
９９ � � ３5９,３00� � � � � �
100 � � ３5９,９00� � � � � �

� � � � � � � �
101 � � ３60,３00� � � � � �
10２ � � ３60,８00� � � � � �
10３ � � ３61,３00� � � � � �
104 � � ３61,８00� � � � � �

� � � � � � � �
105 � � ３6２,２00� � � � � �

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員　

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円
15８,９00�

円
1９８,３00
�

円
２46,600
�

円
２７３,400
�

円
２９２,000�

円
３２９,500
�

円
３７９,000
�

円
4３９,８00

　備考　この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

　別表第 ２

　　医 療 職 給 料 表

　　ア　医療職給料表⑴

職員の
区分　

職務の級 1　　級 ２　　級 ３　　級 4　　級 5　　級

号　　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円　 円　 円　 円　 円　
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

1 ２54,100� ３4７,７00� 416,９00� 4７８,600� 5２２,500�
２ ２55,600� ３4９,７00� 41９,３00� 4８0,600� 5２4,600�
３ ２5７,100� ３51,７00� 4２1,７00� 4８２,600� 5２6,７00�
4 ２5８,600� ３5３,７00� 4２4,100� 4８4,600� 5２８,８00�

� � � � �
5 ２60,100� ３55,７00� 4２6,３00� 4８6,７00� 5３1,000�
6 ２61,８00� ３5７,９00� 4２８,600� 4８８,７00� 5３３,２00�
７ ２6３,500� ３60,100� 4３0,９00� 4９0,７00� 5３5,400�
８ ２65,２00� ３6２,３00� 4３３,２00� 4９２,７00� 5３７,600�

� � � � �
９ ２66,９00� ３64,３00� 4３5,400� 4９4,７00� 5３９,600�
10 ２6８,600� ３66,500� 4３７,７00� 4９6,７00� 541,８00�
11 ２７0,３00� ３6８,７00� 440,000� 4９８,７00� 544,000�
1２ ２７２,000� ３７0,９00� 44２,３00� 500,７00� 546,２00�

� � � � �
1３ ２７３,７00� ３７３,100� 444,500� 50２,７00� 54８,400�
14 ２７5,400� ３７5,２00� 446,７00� 504,600� 550,400�
15 ２７７,100� ３７７,３00� 44８,９00� 506,500� 55２,400�
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16 ２７８,８00� ３７９,400� 451,100� 50８,400� 554,400�
� � � � �

1７ ２８0,500� ３８1,500� 45３,100� 510,100� 556,３00�
1８ ２８２,３00� ３８３,600� 455,２00� 511,７00� 55７,500�
1９ ２８4,100� ３８5,７00� 45７,３00� 51３,３00� 55８,７00�
２0 ２８5,９00� ３８７,８00� 45９,400� 514,９00� 55９,９00�

� � � � �
２1 ２８７,500� ３８９,９00� 461,500� 516,400� 561,100�
２２ ２８９,３00� ３９２,000� 46３,400� 51８,500� 56２,９00�
２３ ２９1,100� ３９4,100� 465,３00� 5２0,600� 564,７00�
２4 ２９２,９00� ３９6,２00� 46７,２00� 5２２,７00� 566,500�

� � � � �
２5 ２９4,500� ３９８,２00� 46９,000� 5２4,600� 56８,２00�
２6 ２９6,３00� 400,３00� 4７0,８00� 5２6,400� 5７0,000�
２７ ２９８,100� 40２,400� 4７２,600� 5２８,２00� 5７1,８00�
２８ ２９９,９00� 404,500� 4７4,400� 5３0,000� 5７３,600�

� � � � �
２９ ３01,500� 406,500� 4７6,000� 5３1,９00� 5７5,３00�
３0 ３0３,500� 40８,400� 4７７,600� 5３３,７00� 5７７,100�
３1 ３05,500� 410,３00� 4７９,２00� 5３5,500� 5７８,９00�
３２ ３0７,500� 41２,２00� 4８0,８00� 5３７,３00� 5８0,７00�

� � � � �
３３ ３0９,３00� 414,２00� 4８２,２00� 5３９,000� 5８２,400�
３4 ３11,２00� 415,７00� 4８4,２00� 540,７00� 5８4,000�
３5 ３1３,100� 41７,２00� 4８6,２00� 54２,400� 5８5,600�
３6 ３15,000� 41８,７00� 4８８,２00� 544,100� 5８７,２00�

� � � � �
３７ ３16,８00� 4２0,２00� 4９0,２00� 545,600� 5８８,８00�
３８ ３1８,600� 4２1,７00� 4９２,100� 54７,２00� 5９0,400�
３９ ３２0,400� 4２３,２00� 4９4,000� 54８,８00� 5９２,000�
40 ３２２,２00� 4２4,７00� 4９5,９00� 550,400� 5９３,600�

� � � � �
41 ３２4,100� 4２6,100� 4９７,600� 551,９00� 5９5,２00�
4２ ３２5,８00� 4２７,600� 4９９,２00� 55３,400� 5９6,８00�
4３ ３２７,500� 4２９,100� 500,８00� 554,９00� 5９８,400�
44 ３２９,２00� 4３0,600� 50２,400� 556,400� 600,000�

� � � � �
45 ３３0,９00� 4３1,９00� 504,000� 55８,000� 601,400�
46 ３３２,600� 4３３,400� 505,600� 55９,500� 60３,000�
4７ ３３4,３00� 4３4,９00� 50７,２00� 561,000� 604,600�
4８ ３３6,000� 4３6,400� 50８,８00� 56２,500� 606,２00�

� � � � �
4９ ３３７,７00� 4３７,７00� 510,３00� 564,100� 60７,600�
50 ３３９,400� 4３９,100� 511,８00� 565,600� 60９,100�
51 ３41,100� 440,500� 51３,３00� 56７,100� 610,600�
5２ ３4２,８00� 441,９00� 514,８00� 56８,600� 61２,100�

� � � � �
5３ ３44,500� 44３,100� 516,２00� 5７0,000� 61３,500�
54 ３46,２00� 444,500� 51７,７00� 5７1,500� 615,000�
55 ３4７,９00� 445,９00� 51９,２00� 5７３,000� 616,500�
56 ３4９,600� 44７,３00� 5２0,７00� 5７4,500� 61８,000�

� � � � �
5７ ３51,２00� 44８,８00� 5２２,100� 5７5,９00� 61９,３00�
5８ ３5２,９00� 450,000� 5２３,500� 5７７,３00� �
5９ ３54,600� 451,２00� 5２4,９00� 5７８,７00� �
60 ３56,３00� 45２,400� 5２6,３00� 5８0,100� �

� � � � �
61 ３5７,９00� 45３,600� 5２７,７00� 5８1,400� �
6２ ３5９,500� 454,７00� 5２９,100� � �
6３ ３61,100� 455,８00� 5３0,500� � �
64 ３6２,７00� 456,９00� 5３1,９00� � �
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� � � � �
65 ３64,３00� 45７,９00� 5３３,２00� � �
66 ３65,９00� 45８,９00� 5３4,500� � �
6７ ３6７,500� 45９,９00� 5３5,８00� � �
6８ ３6９,100� 460,９00� 5３７,100� � �

� � � � �
6９ ３７0,７00� 461,８00� 5３８,３00� � �
７0 ３７２,000� 46２,600� 5３９,600� � �
７1 ３７３,３00� 46３,400� 540,９00� � �
７２ ３７4,600� 464,２00� 54２,２00� � �

� � � � �
７３ ３７5,７00� 465,100� 54３,400� � �
７4 � � 544,７00� � �
７5 � � 546,000� � �
７6 � � 54７,３00� � �

� � � � �
７７ � � 54８,400� � �
７８ � � 54９,500� � �
７９ � � 550,600� � �
８0 � � 551,７00� � �

� � � � �
８1 � � 55２,９00� � �

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員　

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円
３0９,000�

円
３44,000�

円
40３,100�

円
4７８,400�

円
5８0,７00�

　備考�　この表は、保健所又は保健センターに勤務する医師及び歯科医師並び

に人事委員会規則で定める職員に適用する。

　　イ　医療職給料表⑵

職員の
区分　

職務の級 1　　級 ２　　級 ３　　級 4　　級 5　　級 6　　級

号　　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円　 円　 円　 円　 円　 円　
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職

1 1９1,８00� ２06,３00� ２51,100� ３11,000� ３44,600� 414,２00�
２ 1９２,９00� ２0７,７00� ２5２,400� ３1２,400� ３46,２00� 416,３00�
３ 1９4,000� ２0９,100� ２5３,７00� ３1３,８00� ３4７,８00� 41８,400�
4 1９5,100� ２10,500� ２55,000� ３15,２00� ３4９,400� 4２0,500�

� � � � � �
5 1９6,000� ２1２,000� ２56,400� ３16,600� ３51,000� 4２２,500�
6 1９７,２00� ２1３,９00� ２5７,８00� ３1７,９00� ３5２,600� 4２4,600�
７ 1９８,400� ２15,８00� ２5９,２00� ３1９,２00� ３54,２00� 4２6,７00�
８ 1９９,600� ２1７,７00� ２60,600� ３２0,500� ３55,８00� 4２８,８00�

� � � � � �
９ ２00,600� ２1９,500� ２61,８00� ３２1,８00� ３5７,３00� 4３0,７00�
10 ２01,600� ２２1,400� ２6３,400� ３２３,000� ３5８,９00� 4３２,500�
11 ２0２,600� ２２３,３00� ２65,000� ３２4,２00� ３60,500� 4３4,３00�
1２ ２0３,600� ２２5,２00� ２66,600� ３２5,400� ３6２,100� 4３6,100�

� � � � � �
1３ ２04,500� ２２７,000� ２6８,３00� ３２6,７00� ３6３,600� 4３７,８00�
14 ２05,500� ２２８,400� ２6９,７00� ３２７,９00� ３65,２00� 4３９,100�
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員 15 ２06,500� ２２９,８00� ２７1,100� ３２９,100� ３66,８00� 440,400�
16 ２0７,500� ２３1,２00� ２７２,500� ３３0,３00� ３6８,400� 441,７00�

� � � � � �
1７ ２0８,400� ２３２,400� ２７３,９00� ３３1,500� ３6９,８00� 44２,８00�
1８ ２0９,400� ２３３,600� ２７5,３00� ３３２,500� ３７1,３00� 444,000�
1９ ２10,400� ２３4,８00� ２７6,７00� ３３３,500� ３７２,８00� 445,２00�
２0 ２11,400� ２３6,000� ２７８,100� ３３4,500� ３７4,３00� 446,400�

� � � � � �
２1 ２1２,２00� ２３７,100� ２７９,400� ３３5,400� ３７5,７00� 44７,400�
２２ ２1３,２00� ２３８,２00� ２８0,８00� ３３6,400� ３７７,100� 44８,600�
２３ ２14,２00� ２３９,３00� ２８２,２00� ３３７,400� ３７８,500� 44９,８00�
２4 ２15,２00� ２40,400� ２８３,600� ３３８,400� ３７９,９00� 451,000�

� � � � � �
２5 ２16,000� ２41,600� ２８4,８00� ３３９,３00� ３８1,400� 45２,000�
２6 ２1７,000� ２4２,600� ２８6,２00� ３40,３00� ３８２,８00� 45３,２00�
２７ ２1８,000� ２4３,600� ２８７,600� ３41,３00� ３８4,２00� 454,400�
２８ ２1９,000� ２44,600� ２８９,000� ３4２,３00� ３８5,600� 455,600�

� � � � � �
２９ ２1９,８00� ２45,600� ２９0,２00� ３4３,２00� ３８6,８00� 456,600�
３0 ２２0,７00� ２46,600� ２９1,600� ３44,２00� ３８８,100� 45７,７00�
３1 ２２1,600� ２4７,600� ２９３,000� ３45,２00� ３８９,400� 45８,８00�
３２ ２２２,500� ２4８,600� ２９4,400� ３46,２00� ３９0,７00� 45９,９00�

� � � � � �
３３ ２２３,３00� ２4９,400� ２９5,600� ３4７,000� ３９1,８00� 460,９00�
３4 ２２4,２00� ２50,400� ２９6,９00� ３4８,000� ３９２,９00� 461,９00�
３5 ２２5,100� ２51,400� ２９８,２00� ３4９,000� ３９4,000� 46２,９00�
３6 ２２6,000� ２5２,400� ２９９,500� ３50,000� ３９5,100� 46３,９00�

� � � � � �
３７ ２２6,８00� ２5３,２00� ３00,９00� ３50,８00� ３９6,000� 464,９00�
３８ ２２７,600� ２54,２00� ３0２,２00� ３51,８00� ３９７,100� 465,９00�
３９ ２２８,400� ２55,２00� ３0３,500� ３5２,８00� ３９８,２00� 466,９00�
40 ２２９,２00� ２56,２00� ３04,８00� ３5３,８00� ３９９,３00� 46７,９00�

� � � � � �
41 ２２９,８00� ２5７,000� ３06,２00� ３54,600� 400,２00� 46８,８00�
4２ ２３0,400� ２5７,９00� ３0７,500� ３55,500� 401,２00� 46９,600�
4３ ２３1,000� ２5８,８00� ３0８,８00� ３56,400� 40２,２00� 4７0,400�
44 ２３1,600� ２5９,７00� ３10,100� ３5７,３00� 40３,２00� 4７1,２00�

� � � � � �
45 ２３２,２00� ２60,500� ３11,400� ３5８,100� 404,100� 4７1,９00�
46 ２３２,８00� ２61,400� ３1２,７00� ３5９,000� 405,100� 4７２,600�
4７ ２３３,400� ２6２,３00� ３14,000� ３5９,９00� 406,100� 4７３,３00�
4８ ２３4,000� ２6３,２00� ３15,３00� ３60,８00� 40７,100� 4７4,000�

� � � � � �
4９ ２３4,500� ２64,000� ３16,400� ３61,600� 40８,000� 4７4,８00�
50 ２３5,100� ２64,９00� ３1７,600� ３6２,500� 40８,９00� 4７5,３00�
51 ２３5,７00� ２65,８00� ３1８,８00� ３6３,400� 40９,８00� 4７5,８00�
5２ ２３6,３00� ２66,７00� ３２0,000� ３64,３00� 410,７00� 4７6,３00�

� � � � � �
5３ ２３6,８00� ２6７,400� ３２1,２00� ３65,000� 411,500� 4７6,８00�
54 ２３７,400� ２6８,３00� ３２２,400� ３65,９00� 41２,400� 4７７,３00�
55 ２３８,000� ２6９,２00� ３２３,600� ３66,８00� 41３,３00� 4７７,８00�
56 ２３８,600� ２７0,100� ３２4,８00� ３6７,７00� 414,２00� 4７８,３00�

� � � � � �
5７ ２３９,100� ２７0,８00� ３２6,000� ３6８,400� 414,９00� 4７８,８00�
5８ ２３９,７00� ２７1,７00� ３２７,000� ３6９,000� 415,600� �
5９ ２40,３00� ２７２,600� ３２８,000� ３6９,600� 416,３00� �
60 ２40,９00� ２７３,500� ３２９,000� ３７0,２00� 41７,000� �

� � � � � �
61 ２41,３00� ２７4,２00� ３２９,９00� ３７0,８00� 41７,500� �
6２ ２41,９00� ２７5,000� ３３0,９00� ３７1,400� 41８,100� �
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6３ ２4２,500� ２７5,８00� ３３1,９00� ３７２,000� 41８,７00� �
64 ２4３,100� ２７6,600� ３３２,９00� ３７２,600� 41９,３00� �

� � � � � �
65 ２4３,500� ２７７,500� ３３３,７00� ３７３,100� 4２0,000� �
66 ２44,100� ２７８,３00� ３３4,600� ３７３,７00� 4２0,600� �
6７ ２44,７00� ２７９,100� ３３5,500� ３７4,３00� 4２1,２00� �
6８ ２45,３00� ２７９,９00� ３３6,400� ３７4,９00� 4２1,８00� �

� � � � � �
6９ ２45,７00� ２８0,８00� ３３７,２00� ３７5,400� 4２２,500� �
７0 ２46,000� ２８1,600� ３３８,100� ３７6,000� 4２３,100� �
７1 ２46,３00� ２８２,400� ３３９,000� ３７6,600� 4２３,７00� �
７２ ２46,600� ２８３,２00� ３３９,９00� ３７７,２00� 4２4,３00� �

� � � � � �
７３ ２4７,000� ２８4,100� ３40,７00� ３７７,７00� 4２4,９00� �
７4 � ２８4,９00� ３41,600� ３７８,３00� 4２5,500� �
７5 � ２８5,７00� ３4２,500� ３７８,９00� 4２6,100� �
７6 � ２８6,500� ３4３,400� ３７９,500� 4２6,７00� �

� � � � � �
７７ � ２８７,100� ３44,100� ３８0,000� 4２７,２00� �
７８ � ２８７,８00� ３45,000� ３８0,600� 4２７,８00� �
７９ � ２８８,500� ３45,９00� ３８1,２00� 4２８,400� �
８0 � ２８９,２00� ３46,８00� ３８1,８00� 4２９,000� �

� � � � � �
８1 � ２９0,000� ３4７,500� ３８２,２00� 4２９,400� �
８２ � ２９0,７00� ３4８,３00� ３８２,８00� 4２９,９00� �
８３ � ２９1,400� ３4９,100� ３８３,400� 4３0,400� �
８4 � ２９２,100� ３4９,９00� ３８4,000� 4３0,９00� �

� � � � � �
８5 � ２９２,600� ３50,600� ３８4,400� 4３1,400� �
８6 � ２９３,000� ３51,400� ３８5,000� 4３1,９00� �
８７ � ２９３,400� ３5２,２00� ３８5,600� 4３２,400� �
８８ � ２９３,８00� ３5３,000� ３８6,２00� 4３２,９00� �

� � � � � �
８９ � ２９4,２00� ３5３,７00� ３８6,600� 4３３,400� �
９0 � � ３54,３00� ３８７,100� 4３３,９00� �
９1 � � ３54,９00� ３８７,600� 4３4,400� �
９２ � � ３55,500� ３８８,100� 4３4,９00� �

� � � � � �
９３ � � ３55,９00� ３８８,７00� 4３5,３00� �
９4 � � ３56,500� ３８９,２00� � �
９5 � � ３5７,100� ３８９,７00� � �
９6 � � ３5７,７00� ３９0,２00� � �

� � � � � �
９７ � � ３5８,100� ３９0,７00� � �
９８ � � ３5８,７00� � � �
９９ � � ３5９,３00� � � �
100 � � ３5９,９00� � � �

� � � � � �
101 � � ３60,３00� � � �
10２ � � ３60,８00� � � �
10３ � � ３61,３00� � � �
104 � � ３61,８00� � � �

� � � � � �
105 � � ３6２,２00� � � �
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定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員　

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円
15８,９00�

円
1９８,３00�

円
２46,600�

円
２７３,400
�

円
２９２,000�

円
３２９,500�

　　　備考�　この表は、保健所又は保健センターに勤務する保健師、助産師、看護師及び准

看護師並びに人事委員会規則で定める職員に適用する。

　別表第 ３

　　消 防 職 給 料 表

職員の
区分

職務の級 1 　　級 ２　　級 ３　　級 4　　級 5　　級 6　　級 ７　　級

号　　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円　 円　 円　 円　 円　 円　 円　
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

1 ２06,３00� ２51,100� ３11,000� ３44,600� 414,２00� 4７２,２00� 51３,８00�
２ ２0７,７00� ２5２,400� ３1２,400� ３46,２00� 416,３00� 4７３,８00� 515,７00�
３ ２0９,100� ２5３,７00� ３1３,８00� ３4７,８00� 41８,400� 4７5,400� 51７,600�
4 ２10,500� ２55,000� ３15,２00� ３4９,400� 4２0,500� 4７７,000� 51９,500�

� � � � � � �
5 ２1２,000� ２56,400� ３16,600� ３51,000� 4２２,500� 4７８,７00� 5２1,２00�
6 ２1３,９00� ２5７,８00� ３1７,９00� ３5２,600� 4２4,600� 4８0,100� 5２２,９00�
７ ２15,８00� ２5９,２00� ３1９,２00� ３54,２00� 4２6,７00� 4８1,500� 5２4,600�
８ ２1７,７00� ２60,600� ３２0,500� ３55,８00� 4２８,８00� 4８２,９00� 5２6,３00�

� � � � � � �
９ ２1９,500� ２61,８00� ３２1,８00� ３5７,３00� 4３0,７00� 4８4,100� 5２７,９00�
10 ２２1,400� ２6３,400� ３２３,000� ３5８,９00� 4３２,500� 4８5,400� 5２９,２00�
11 ２２３,３00� ２65,000� ３２4,２00� ３60,500� 4３4,３00� 4８6,７00� 5３0,500�
1２ ２２5,２00� ２66,600� ３２5,400� ３6２,100� 4３6,100� 4８８,000� 5３1,８00�

� � � � � � �
1３ ２２７,000� ２6８,３00� ３２6,７00� ３6３,600� 4３７,８00� 4８９,400� 5３２,９00�
14 ２２８,400� ２6９,７00� ３２７,９00� ３65,２00� 4３９,100� 4９0,600� 5３4,100�
15 ２２９,８00� ２７1,100� ３２９,100� ３66,８00� 440,400� 4９1,８00� 5３5,３00�
16 ２３1,２00� ２７２,500� ３３0,３00� ３6８,400� 441,７00� 4９３,000� 5３6,500�

� � � � � � �
1７ ２３２,400� ２７３,９00� ３３1,500� ３6９,８00� 44２,８00� 4９4,000� 5３７,７00�
1８ ２３３,600� ２７5,３00� ３３２,500� ３７1,３00� 444,000� 4９5,100� 5３８,８00�
1９ ２３4,８00� ２７6,７00� ３３３,500� ３７２,８00� 445,２00� 4９6,２00� 5３９,９00�
２0 ２３6,000� ２７８,100� ３３4,500� ３７4,３00� 446,400� 4９７,３00� 541,000�

� � � � � � �
２1 ２３７,100� ２７９,400� ３３5,400� ３７5,７00� 44７,400� 4９８,500� 54２,100�
２２ ２３８,２00� ２８0,８00� ３３6,400� ３７７,100� 44８,600� 4９９,500� 54３,２00�
２３ ２３９,３00� ２８２,２00� ３３７,400� ３７８,500� 44９,８00� 500,500� 544,３00�
２4 ２40,400� ２８３,600� ３３８,400� ３７９,９00� 451,000� 501,500� 545,400�

� � � � � � �
２5 ２41,600� ２８4,８00� ３３９,３00� ３８1,400� 45２,000� 50２,600� 546,400�
２6 ２4２,600� ２８6,２00� ３40,３00� ３８２,８00� 45３,２00� 50３,500� 54７,500�
２７ ２4３,600� ２８７,600� ３41,３00� ３８4,２00� 454,400� 504,400� 54８,600�
２８ ２44,600� ２８９,000� ３4２,３00� ３８5,600� 455,600� 505,３00� 54９,７00�

� � � � � � �
２９ ２45,600� ２９0,２00� ３4３,２00� ３８6,８00� 456,600� 506,100� 550,600�
３0 ２46,600� ２９1,600� ３44,２00� ３８８,100� 45７,７00� 506,９00� 551,600�
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３1 ２4７,600� ２９３,000� ３45,２00� ３８９,400� 45８,８00� 50７,７00� 55２,600�
３２ ２4８,600� ２９4,400� ３46,２00� ３９0,７00� 45９,９00� 50８,500� 55３,600�

� � � � � � �
３３ ２4９,400� ２９5,600� ３4７,000� ３９1,８00� 460,９00� 50９,３00� 554,500�
３4 ２50,400� ２９6,９00� ３4８,000� ３９２,９00� 461,９00� 510,100� 554,７00�
３5 ２51,400� ２９８,２00� ３4９,000� ３９4,000� 46２,９00� 510,９00� 554,９00�
３6 ２5２,400� ２９９,500� ３50,000� ３９5,100� 46３,９00� 511,７00� 555,100�

� � � � � � �
３７ ２5３,２00� ３00,９00� ３50,８00� ３９6,000� 464,９00� 51２,３00� 555,３00�
３８ ２54,２00� ３0２,２00� ３51,８00� ３９７,100� 465,９00� 51２,８00� �
３９ ２55,２00� ３0３,500� ３5２,８00� ３９８,２00� 466,９00� 51３,３00� �
40 ２56,２00� ３04,８00� ３5３,８00� ３９９,３00� 46７,９00� 51３,８00� �

� � � � � � �
41 ２5７,000� ３06,２00� ３54,600� 400,２00� 46８,８00� 514,３00� �
4２ ２5７,９00� ３0７,500� ３55,500� 401,２00� 46９,600� � �
4３ ２5８,８00� ３0８,８00� ３56,400� 40２,２00� 4７0,400� � �
44 ２5９,７00� ３10,100� ３5７,３00� 40３,２00� 4７1,２00� � �

� � � � � � �
45 ２60,500� ３11,400� ３5８,100� 404,100� 4７1,９00� � �
46 ２61,400� ３1２,７00� ３5９,000� 405,100� 4７２,600� � �
4７ ２6２,３00� ３14,000� ３5９,９00� 406,100� 4７３,３00� � �
4８ ２6３,２00� ３15,３00� ３60,８00� 40７,100� 4７4,000� � �

� � � � � � �
4９ ２64,000� ３16,400� ３61,600� 40８,000� 4７4,８00� � �
50 ２64,９00� ３1７,600� ３6２,500� 40８,９00� 4７5,３00� � �
51 ２65,８00� ３1８,８00� ３6３,400� 40９,８00� 4７5,８00� � �
5２ ２66,７00� ３２0,000� ３64,３00� 410,７00� 4７6,３00� � �

� � � � � � �
5３ ２6７,400� ３２1,２00� ３65,000� 411,500� 4７6,８00� � �
54 ２6８,３00� ３２２,400� ３65,９00� 41２,400� 4７７,３00� � �
55 ２6９,２00� ３２３,600� ３66,８00� 41３,３00� 4７７,８00� � �
56 ２７0,100� ３２4,８00� ３6７,７00� 414,２00� 4７８,３00� � �

� � � � � � �
5７ ２７0,８00� ３２6,000� ３6８,400� 414,９00� 4７８,８00� � �
5８ ２７1,７00� ３２７,000� ３6９,000� 415,７00� � � �
5９ ２７２,600� ３２８,000� ３6９,600� 416,500� � � �
60 ２７３,500� ３２９,000� ３７0,２00� 41７,３00� � � �

� � � � � � �
61 ２７4,２00� ３２９,９00� ３７0,８00� 41８,000� � � �
6２ ２７5,000� ３３0,９00� ３７1,400� 41８,８00� � � �
6３ ２７5,８00� ３３1,９00� ３７２,000� 41９,600� � � �
64 ２７6,600� ３３２,９00� ３７２,600� 4２0,400� � � �

� � � � � � �
65 ２７７,500� ３３３,７00� ３７３,100� 4２1,100� � � �
66 ２７８,３00� ３３4,600� ３７３,７00� 4２1,９00� � � �
6７ ２７９,100� ３３5,500� ３７4,３00� 4２２,７00� � � �
6８ ２７９,９00� ３３6,400� ３７4,９00� 4２３,500� � � �

� � � � � � �
6９ ２８0,８00� ３３７,２00� ３７5,400� 4２4,100� � � �
７0 ２８1,600� ３３８,100� ３７6,000� 4２4,９00� � � �
７1 ２８２,400� ３３９,000� ３７6,600� 4２5,７00� � � �
７２ ２８３,２00� ３３９,９00� ３７７,２00� 4２6,500� � � �

� � � � � � �
７３ ２８4,100� ３40,７00� ３７７,７00� 4２７,100� � � �
７4 ２８4,９00� ３41,600� ３７８,３00� 4２７,８00� � � �
７5 ２８5,７00� ３4２,500� ３７８,９00� 4２８,500� � � �
７6 ２８6,500� ３4３,400� ３７９,500� 4２９,２00� � � �

� � � � � � �
７７ ２８７,100� ３44,100� ３８0,000� 4３0,000� � � �
７８ ２８７,８00� ３45,000� ３８0,600� 4３0,７00� � � �
７９ ２８８,500� ３45,９00� ３８1,２00� 4３1,400� � � �
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８0 ２８９,２00� ３46,８00� ３８1,８00� 4３２,100� � � �
� � � � � � �

８1 ２９0,000� ３4７,500� ３８２,２00� 4３２,９00� � � �
８２ ２９0,７00� ３4８,３00� ３８２,８00� 4３３,600� � � �
８３ ２９1,400� ３4９,100� ３８３,400� 4３4,３00� � � �
８4 ２９２,100� ３4９,９00� ３８4,000� 4３5,000� � � �

� � � � � � �
８5 ２９２,600� ３50,600� ３８4,400� 4３5,７00� � � �
８6 ２９３,000� ３51,400� ３８5,000� 4３6,400� � � �
８７ ２９３,400� ３5２,２00� ３８5,600� 4３７,100� � � �
８８ ２９３,８00� ３5３,000� ３８6,２00� 4３７,８00� � � �

� � � � � � �
８９ ２９4,２00� ３5３,７00� ３８6,600� 4３８,500� � � �
９0 � ３54,３00� ３８７,100� 4３９,２00� � � �
９1 � ３54,９00� ３８７,600� 4３９,９00� � � �
９２ � ３55,500� ３８８,100� 440,600� � � �

� � � � � � �
９３ � ３55,９00� ３８８,７00� 441,２00� � � �
９4 � ３56,500� ３８９,２00� 441,600� � � �
９5 � ３5７,100� ３８９,７00� 44２,000� � � �
９6 � ３5７,７00� ３９0,２00� 44２,400� � � �

� � � � � � �
９７ � ３5８,100� ３９0,７00� 44２,600� � � �
９８ � ３5８,７00� ３９1,100� � � � �
９９ � ３5９,３00� ３９1,500� � � � �
100 � ３5９,９00� ３９1,９00� � � � �

� � � � � � �
101 � ３60,３00� ３９２,２00� � � � �
10２ � ３60,８00� � � � � �
10３ � ３61,３00� � � � � �
104 � ３61,８00� � � � � �

� � � � � � �
105 � ３6２,２00� � � � � �

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員　

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円
1９８,３00�

円
２46,600�

円
２７３,400�

円
２９２,000�

円
３２９,500�

円
３７９,000�

円
4３９,８00�

　備考　この表は、消防吏員に適用する。

　（単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正）

第�２ 条　単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和３２年福岡市

条例第4８号）の一部を次のように改正する。

　�　第 4条第 ２項中第 1号を削り、第 ２号を第 1号とし、第 ３号から第 ７号までを 1号ずつ

繰り上げる。

　�　第 4条の ３第 ２号中「配偶者」の次に「（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含む。同条において同じ。）」を加える。

　　第15条中「、第 4条の ３」を削る。
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　（地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正）

第�３ 条　地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例（令和 4年福岡市条

例第３３号）の一部を次のように改正する。

　　附則第1３条第 ３項中「から第10条まで及び第10条の ３」を「及び第 ９条」に改める。

　　附則第14条中「、第 4条の ３」を削る。

　　　附　則

　（施行期日）

1 �　この条例は、令和 ８年 4月 1日から施行する。ただし、第 ２条中単純な労務に雇用され

る職員の給与の種類及び基準を定める条例第 4条第 ２項及び第 4条の ３第 ２号の改正規定

は、令和 ９年 4月 1日から施行する。

　（号給の切替え）

２ �　令和 ８年 4月 1日（以下「切替日」という。）の前日において第 1条の規定による改正

前の福岡市職員の給与に関する条例別表第 1から別表第 ３までの給料表の適用を受けてい

た職員の切替日における号給（以下「新号給」という。）は、切替日の前日においてその

者が受けていた号給（以下「旧号給」という。）に応じて附則別表に定める号給とする。

　（切替日前の異動者の号給の調整）

３ �　切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の新号

給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合

との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行

うことができる。

　（令和 ９年 ３月３1日までの間における扶養手当に関する経過措置）

4 �　切替日から令和 ９年 ３月３1日までの間における第 1条の規定による改正後の福岡市職員

の給与に関する条例第 ９条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第 ９条第 1項ただし書 、支給しない 支給せず、次項第 ７号に該当す
る扶養親族に係る扶養手当は、
行政職給料表 ７級以上、医療職
給料表⑴ 4級以上及び消防職給
料表 6級以上の職務の級にある
職員に対しては支給しない
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第 ９ 条第 ２項 ⑹�　民法（明治２９年法律第８９
号）第８７７条第 ２項の規定に
より家庭裁判所の決定を受け
た者（２２歳に達した日以後の
最初の ３月３1日を超え60歳未
満の者であつて重度心身障が
い者でないものを除く。）

⑹�　民法（明治２９年法律第８９
号）第８７７条第 ２項の規定に
より家庭裁判所の決定を受け
た者（２２歳に達した日以後の
最初の ３月３1日を超え60歳未
満の者であつて重度心身障が
い者でないものを除く。）
⑺�　配偶者（届出をしないが事
実上婚姻関係と同様の事情に
ある者を含む。）

第 ９条第 ３項 1３,000円 1２,３00円

とする 、前項第 ７号に該当する扶養親
族については３,000円とする

附則別表

　号給の切替表

　ア　行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給 新号給

３級から ８級まで
（共通）

３級 4級 5級 6級 ７級 ８級

1 1 1 1 1 1 1

２ 1 1 1 1 1 1

３ 1 1 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1 1

6 ２ 1 1 1 1 1

７ ３ 1 1 1 1 1

８ 4 1 1 1 1 1

９ 5 1 1 1 1 1

10 6 1 1 1 1 1

11 ７ 1 1 1 1 1

1２ ８ 1 1 1 1 1
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1３ ９ 1 1 1 1 1

14 10 1 1 1 1 1

15 11 1 1 1 1 1

16 1２ 1 1 1 1 1

1７ 1３ 1 1 1 1 1

1８ 14 1 1 1 1 1

1９ 15 1 1 1 1 1

２0 16 1 1 1 1 1

２1 1７ 1 1 1 1 1

２２ 1８ 1 1 1 1 ２

２３ 1９ 1 1 1 1 ３

２4 ２0 1 1 1 1 4

２5 ２1 1 1 1 1 5

２6 ２２ 1 1 1 1 6

２７ ２３ 1 1 1 1 ７

２８ ２4 1 1 1 1 ８

２９ ２5 1 1 1 1 ９

３0 ２6 ２ 1 1 ２ 10

３1 ２７ ３ 1 1 ３ 11

３２ ２８ 4 1 1 4 1２

３３ ２９ 5 1 1 5 1３

３4 ３0 6 ２ 1 6 14

３5 ３1 ７ ３ 1 ７ 15

３6 ３２ ８ 4 1 ８ 16

３７ ３３ ９ 5 1 ９ 1７

３８ ３4 10 6 ２ 10 1８

３９ ３5 11 ７ ３ 11 1９

40 ３6 1２ ８ 4 1２ ２0

41 ３７ 1３ ９ 5 1３ ２1
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4２ ３８ 14 10 6 14 ２２

4３ ３９ 15 11 ７ 15 ２３

44 40 16 1２ ８ 16 ２4

45 41 1７ 1３ ９ 1７ ２5

46 4２ 1８ 14 10 1８ ２6

4７ 4３ 1９ 15 11 1９ ２７

4８ 44 ２0 16 1２ ２0 ２８

4９ 45 ２1 1７ 1３ ２1 ２９

50 46 ２２ 1８ 14 ２２ ３0

51 4７ ２３ 1９ 15 ２３ ３1

5２ 4８ ２4 ２0 16 ２4 ３２

5３ 4９ ２5 ２1 1７ ２5 ３３

54 50 ２6 ２２ 1８ ２6 ３4

55 51 ２７ ２３ 1９ ２７ ３5

56 5２ ２８ ２4 ２0 ２８ ３6

5７ 5３ ２９ ２5 ２1 ２９ ３７

5８ 54 ３0 ２6 ２２ ３0

5９ 55 ３1 ２７ ２３ ３1

60 56 ３２ ２８ ２4 ３２

61 5７ ３３ ２９ ２5 ３３

6２ 5８ ３4 ３0 ２6 ３4

6３ 5９ ３5 ３1 ２７ ３5

64 60 ３6 ３２ ２８ ３6

65 61 ３７ ３３ ２９ ３７

66 6２ ３８ ３4 ３0 ３８

6７ 6３ ３９ ３5 ３1 ３９

6８ 64 40 ３6 ３２ 40

6９ 65 41 ３７ ３３ 41

７0 66 4２ ３８ ３4
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７1 6７ 4３ ３９ ３5

７２ 6８ 44 40 ３6

７３ 6９ 45 41 ３７

７4 ７0 46 4２ ３８

７5 ７1 4７ 4３ ３９

７6 ７２ 4８ 44 40

７７ ７３ 4９ 45 41

７８ ７4 50 46 4２

７９ ７5 51 4７ 4３

８0 ７6 5２ 4８ 44

８1 ７７ 5３ 4９ 45

８２ ７８ 54 50 46

８３ ７９ 55 51 4７

８4 ８0 56 5２ 4８

８5 ８1 5７ 5３ 4９

８6 ８２ 5８ 54 50

８７ ８３ 5９ 55 51

８８ ８4 60 56 5２

８９ ８5 61 5７ 5３

９0 ８6 6２ 5８ 54

９1 ８７ 6３ 5９ 55

９２ ８８ 64 60 56

９３ ８９ 65 61 5７

９4 ９0 66 6２

９5 ９1 6７ 6３

９6 ９２ 6８ 64

９７ ９３ 6９ 65

９８ ９4 ７0 66

９９ ９5 ７1 6７
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1８

100 ９6 ７２ 6８

101 ９７ ７３ 6９

10２ ９８ ７4 ７0

10３ ９９ ７5 ７1

104 100 ７6 ７２

105 101 ７７ ７３

106 10２ ７８ ７4

10７ 10３ ７９ ７5

10８ 104 ８0 ７6

10９ 105 ８1 ７７

110 ８２ ７８

111 ８３ ７９

11２ ８4 ８0

11３ ８5 ８1

114 ８6 ８２

115 ８７ ８３

116 ８８ ８4

11７ ８９ ８5

11８ ９0 ８6

11９ ９1 ８７

1２0 ９２ ８８

1２1 ９３ ８９

1２２ ９4 ９0

1２３ ９5 ９1

1２4 ９6 ９２

1２5 ９７ ９３

　イ　医療職給料表⑴の適用を受ける職員の新号給

旧号給 新号給
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２ 級から 4級まで
（共通）

２級 ３級 4級

1 1 1 1

２ 1 1 1

３ 1 1 1

4 1 1 1

5 1 1 1

6 1 1 1

７ 1 1 1

８ 1 1 1

９ 1 1 1

10 1 1 1

11 1 1 1

1２ 1 1 1

1３ 1 1 1

14 1 1 1

15 1 1 1

16 1 1 1

1７ 1 1 1

1８ ２ ２ ２

1９ ３ ３ ３

２0 4 4 4

２1 5 5 5

２２ 6 6 6

２３ ７ ７ ７

２4 ８ ８ ８

２5 ９ ９ ９

２6 10 10 10

２７ 11 11 11
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２0

２８ 1２ 1２ 1２

２９ 1３ 1３ 1３

３0 14 14 14

３1 15 15 15

３２ 16 16 16

３３ 1７ 1７ 1７

３4 1８ 1８ 1８

３5 1９ 1９ 1９

３6 ２0 ２0 ２0

３７ ２1 ２1 ２1

３８ ２２ ２２ ２２

３９ ２３ ２３ ２３

40 ２4 ２4 ２4

41 ２5 ２5 ２5

4２ ２6 ２6 ２6

4３ ２７ ２７ ２７

44 ２８ ２８ ２８

45 ２９ ２９ ２９

46 ３0 ３0 ３0

4７ ３1 ３1 ３1

4８ ３２ ３２ ３２

4９ ３３ ３３ ３３

50 ３4 ３4 ３4

51 ３5 ３5 ３5

5２ ３6 ３6 ３6

5３ ３７ ３７ ３７

54 ３８ ３８ ３８

55 ３９ ３９ ３９

56 40 40 40
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２1

5７ 41 41 41

5８ 4２ 4２ 4２

5９ 4３ 4３ 4３

60 44 44 44

61 45 45 45

6２ 46 46 46

6３ 4７ 4７ 4７

64 4８ 4８ 4８

65 4９ 4９ 4９

66 50 50 50

6７ 51 51 51

6８ 5２ 5２ 5２

6９ 5３ 5３ 5３

７0 54 54 54

７1 55 55 55

７２ 56 56 56

７３ 5７ 5７ 5７

７4 5８ 5８ 5８

７5 5９ 5９ 5９

７6 60 60 60

７７ 61 61 61

７８ 6２ 6２

７９ 6３ 6３

８0 64 64

８1 65 65

８２ 66 66

８３ 6７ 6７

８4 6８ 6８

８5 6９ 6９
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２２

８6 ７0 ７0

８７ ７1 ７1

８８ ７２ ７２

８９ ７３ ７３

９0 ７4

９1 ７5

９２ ７6

９３ ７７

９4 ７８

９5 ７９

９6 ８0

９７ ８1

　ウ　医療職給料表⑵の適用を受ける職員の新号給

旧号給 新号給

4級から 6級まで
（共通）

4級 5級 6級

1 1 1 1

２ 1 1 1

３ 1 1 1

4 1 1 1

5 1 1 1

6 1 1 1

７ 1 1 1

８ 1 1 1

９ 1 1 1

10 1 1 1

11 1 1 1

1２ 1 1 1

福岡市公報 第7223号

－ 28 －

令和８年３月30日



議案第50号

２３

1３ 1 1 1

14 1 1 1

15 1 1 1

16 1 1 1

1７ 1 1 1

1８ 1 1 1

1９ 1 1 1

２0 1 1 1

２1 1 1 1

２２ 1 1 1

２３ 1 1 1

２4 1 1 1

２5 1 1 1

２6 ２ 1 1

２７ ３ 1 1

２８ 4 1 1

２９ 5 1 1

３0 6 ２ 1

３1 ７ ３ 1

３２ ８ 4 1

３３ ９ 5 1

３4 10 6 1

３5 11 ７ 1

３6 1２ ８ 1

３７ 1３ ９ 1

３８ 14 10 ２

３９ 15 11 ３

40 16 1２ 4

41 1７ 1３ 5
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２4

4２ 1８ 14 6

4３ 1９ 15 ７

44 ２0 16 ８

45 ２1 1７ ９

46 ２２ 1８ 10

4７ ２３ 1９ 11

4８ ２4 ２0 1２

4９ ２5 ２1 1３

50 ２6 ２２ 14

51 ２７ ２３ 15

5２ ２８ ２4 16

5３ ２９ ２5 1７

54 ３0 ２6 1８

55 ３1 ２７ 1９

56 ３２ ２８ ２0

5７ ３３ ２９ ２1

5８ ３4 ３0 ２２

5９ ３5 ３1 ２３

60 ３6 ３２ ２4

61 ３７ ３３ ２5

6２ ３８ ３4 ２6

6３ ３９ ３5 ２７

64 40 ３6 ２８

65 41 ３７ ２９

66 4２ ３８ ３0

6７ 4３ ３９ ３1

6８ 44 40 ３２

6９ 45 41 ３３

７0 46 4２ ３4
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２5

７1 4７ 4３ ３5

７２ 4８ 44 ３6

７３ 4９ 45 ３７

７4 50 46 ３８

７5 51 4７ ３９

７6 5２ 4８ 40

７７ 5３ 4９ 41

７８ 54 50 4２

７９ 55 51 4３

８0 56 5２ 44

８1 5７ 5３ 45

８２ 5８ 54 46

８３ 5９ 55 4７

８4 60 56 4８

８5 61 5７ 4９

８6 6２ 5８ 50

８７ 6３ 5９ 51

８８ 64 60 5２

８９ 65 61 5３

９0 66 6２ 54

９1 6７ 6３ 55

９２ 6８ 64 56

９３ 6９ 65 5７

９4 ７0 66

９5 ７1 6７

９6 ７２ 6８

９７ ７３ 6９

９８ ７4 ７0

９９ ７5 ７1
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２6

100 ７6 ７２

101 ７７ ７３

10２ ７８ ７4

10３ ７９ ７5

104 ８0 ７6

105 ８1 ７７

106 ８２ ７８

10７ ８３ ７９

10８ ８4 ８0

10９ ８5 ８1

110 ８6 ８２

111 ８７ ８３

11２ ８８ ８4

11３ ８９ ８5

114 ９0 ８6

115 ９1 ８７

116 ９２ ８８

11７ ９３ ８９

11８ ９4 ９0

11９ ９5 ９1

1２0 ９6 ９２

1２1 ９７ ９３

　エ　消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給 新号給

３級から ７級まで
（共通）

３級 4級 5級 6級 ７級

1 1 1 1 1 1

２ 1 1 1 1 1
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２７

３ 1 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1

6 1 1 1 1 1

７ 1 1 1 1 1

８ 1 1 1 1 1

９ 1 1 1 1 1

10 1 1 1 1 1

11 1 1 1 1 1

1２ 1 1 1 1 1

1３ 1 1 1 1 1

14 1 1 1 1 1

15 1 1 1 1 1

16 1 1 1 1 1

1７ 1 1 1 1 1

1８ 1 1 1 1 1

1９ 1 1 1 1 1

２0 1 1 1 1 1

２1 1 1 1 1 1

２２ 1 1 1 1 ２

２３ 1 1 1 1 ３

２4 1 1 1 1 4

２5 1 1 1 1 5

２6 ２ 1 1 1 6

２７ ３ 1 1 1 ７

２８ 4 1 1 1 ８

２９ 5 1 1 1 ９

３0 6 ２ 1 ２ 10

３1 ７ ３ 1 ３ 11
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２８

３２ ８ 4 1 4 1２

３３ ９ 5 1 5 1３

３4 10 6 1 6 14

３5 11 ７ 1 ７ 15

３6 1２ ８ 1 ８ 16

３７ 1３ ９ 1 ９ 1７

３８ 14 10 ２ 10 1８

３９ 15 11 ３ 11 1９

40 16 1２ 4 1２ ２0

41 1７ 1３ 5 1３ ２1

4２ 1８ 14 6 14 ２２

4３ 1９ 15 ７ 15 ２３

44 ２0 16 ８ 16 ２4

45 ２1 1７ ９ 1７ ２5

46 ２２ 1８ 10 1８ ２6

4７ ２３ 1９ 11 1９ ２７

4８ ２4 ２0 1２ ２0 ２８

4９ ２5 ２1 1３ ２1 ２９

50 ２6 ２２ 14 ２２ ３0

51 ２７ ２３ 15 ２３ ３1

5２ ２８ ２4 16 ２4 ３２

5３ ２９ ２5 1７ ２5 ３３

54 ３0 ２6 1８ ２6 ３4

55 ３1 ２７ 1９ ２７ ３5

56 ３２ ２８ ２0 ２８ ３6

5７ ３３ ２９ ２1 ２９ ３７

5８ ３4 ３0 ２２ ３0

5９ ３5 ３1 ２３ ３1

60 ３6 ３２ ２4 ３２
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２９

61 ３７ ３３ ２5 ３３

6２ ３８ ３4 ２6 ３4

6３ ３９ ３5 ２７ ３5

64 40 ３6 ２８ ３6

65 41 ３７ ２９ ３７

66 4２ ３８ ３0 ３８

6７ 4３ ３９ ３1 ３９

6８ 44 40 ３２ 40

6９ 45 41 ３３ 41

７0 46 4２ ３4

７1 4７ 4３ ３5

７２ 4８ 44 ３6

７３ 4９ 45 ３７

７4 50 46 ３８

７5 51 4７ ３９

７6 5２ 4８ 40

７７ 5３ 4９ 41

７８ 54 50 4２

７９ 55 51 4３

８0 56 5２ 44

８1 5７ 5３ 45

８２ 5８ 54 46

８３ 5９ 55 4７

８4 60 56 4８

８5 61 5７ 4９

８6 6２ 5８ 50

８７ 6３ 5９ 51

８８ 64 60 5２

８９ 65 61 5３
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３0

９0 66 6２ 54

９1 6７ 6３ 55

９２ 6８ 64 56

９３ 6９ 65 5７

９4 ７0 66

９5 ７1 6７

９6 ７２ 6８

９７ ７３ 6９

９８ ７4 ７0

９９ ７5 ７1

100 ７6 ７２

101 ７７ ７３

10２ ７８ ７4

10３ ７９ ７5

104 ８0 ７6

105 ８1 ７７

106 ８２ ７８

10７ ８３ ７９

10８ ８4 ８0

10９ ８5 ８1

110 ８6 ８２

111 ８７ ８３

11２ ８８ ８4

11３ ８９ ８5

114 ９0 ８6

115 ９1 ８７

116 ９２ ８８

11７ ９３ ８９

11８ ９4 ９0
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３1

11９ ９5 ９1

1２0 ９6 ９２

1２1 ９７ ９３

1２２ ９８ ９4

1２３ ９９ ９5

1２4 100 ９6

1２5 101 ９７
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　福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第 7号

議案第51号

1

議案第51号

　　　福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 ８年 ２月２4日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、特殊勤務手当の制度の趣旨並びに国及び他の地方公共団体の

状況等に鑑み、看護手当を廃止する必要があるによる。

　　　福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

　福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成 5年福岡市条例第10号）の一部を次のよう

に改正する。

　第 3条中第 3号を削り、第 4号を第 3号とし、第 5号を第 4号とする。

　第 ６条及び第 ７条を次のように改める。

第 ６条及び第 ７条　削除

　　　附　則

　（施行期日）

1　この条例は、令和 ８年 4月 1日から施行する。

　（経過措置）

２ �　この条例の施行の日前において、この条例による改正前の福岡市職員の特殊勤務手当に

関する条例第 3条第 3号及び第 ７条の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給に

ついては、なお従前の例による。
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　福岡市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第 8号

議案第52号

1

議案第52号

　　　福岡市市税条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 ８年 2月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、地方税法の一部改正に伴い、公示送達の方法を改める必要が

あるによる。

　　　福岡市市税条例の一部を改正する条例

　福岡市市税条例（昭和36年福岡市条例第53号）の一部を次のように改正する。

　第 ８条中「市役所」を「公示事項（同条第 2項に規定する公示事項をいう。以下この条

において同じ。）を地方税法施行規則（昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」とい

う。）第 1条の ８第 1項に規定する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態

に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を市役所」に、「掲示して行う」を

「掲示し、又は公示事項を市役所又は所轄区役所に設置した電子計算機の映像面に表示した

ものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつてする」に改める。

　第 9条中「地方税法施行規則（昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。）」

を「施行規則」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

1　この条例は、規則で定める日から施行する。

　（公示送達に関する適用区分）

2 �　この条例による改正後の福岡市市税条例第 ８条の規定は、この条例の施行の日以後にす

る公示送達について適用し、同日前にした公示送達については、なお従前の例による。
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　福岡市事業系ごみ資源化推進ファンド条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第 9号

議案第53号

1

議案第53号

　　　�福岡市事業系ごみ資源化推進ファンド条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 ８年 ２月２4日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、循環資源の更なる利用を促進し、もって循環型社会の形成に

資するため、条例の失効に関する規定を削除する必要があるによる。

　　　�福岡市事業系ごみ資源化推進ファンド条例の一部を改正する条例

　福岡市事業系ごみ資源化推進ファンド条例（平成２3年福岡市条例第 ６号）の一部を次のよ

うに改正する。

　附則第 ２項を削り、附則第 1項の見出し及び項番号を削る。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。
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　福岡市子ども・子育て支援法施行条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第10号

議案第54号

1

議案第54号

　　　�福岡市子ども・子育て支援法施行条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 ８年 ２月２4日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、乳児等のための支

援給付に係る調査に応じない者等に対する過料について必要な事項を定める必要があるによ

る。

　　　�福岡市子ども・子育て支援法施行条例の一部を改正する条例

　福岡市子ども・子育て支援法施行条例（平成２7年福岡市条例第1８号）の一部を次のように

改正する。

　第 ２条第 1項及び第 ２項中「第30条の 3」の次に「及び法第30条の13」を加え、同条第 3

項中「又は第２4条第 ２項」を「、法第２4条第 ２項又は法第30条の1８第 ２ 項」に改め、「支給

認定証」の次に「又は乳児等支援支給認定証」を加える。

　附則第 ２項中「第30条の 3」の次に「及び法第30条の13」を加える。

　　　附　則

　この条例は、令和 ８年 4月 1日から施行する。
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　福岡市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定

の要件を定める条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第11号

議案第55号

1

議案第55号

　　　�福岡市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の

認定の要件を定める条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 ８年 ２月２4日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律第 ３条第 ２項及び第 4項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定め

る施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に鑑み、幼稚園型認定こども園等の職員の資

格要件を改める等の必要があるによる。

　　　�福岡市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の

認定の要件を定める条例の一部を改正する条例

　福岡市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定

の要件を定める条例（平成２6年福岡市条例第6８号）の一部を次のように改正する。

　第 4条第 1項中「保育士」の次に「（福岡県の区域に係る児童福祉法（昭和２２年法律第

164号）第1８条の２9に規定する地域限定保育士を含む。以下同じ。）」を加え、同条第 ２項

中「及び次項」を「、次項、附則第 4項、附則第 5項及び附則第 9項」に改める。

　第16条の次に次の 1条を加える。

　（児童対象性暴力等の防止）

第�16条の ２　認定こども園の設置者は、法第 6条の規定に基づき、児童対象性暴力等（学校

設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関す

る法律（令和 6年法律第69号）第 ２条第 ２項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下こ

の条において同じ。）を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に子どもを適切に

保護するため、児童等対象業務従事者（子どもと接する業務に従事する者のうち、支配性、

継続性及び閉鎖性のある環境の下で当該子どもに接するものをいう。）に係る犯罪事実確
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２

認（同法第 4条第 1項に規定する犯罪事実確認をいう。）その他の必要な措置を講じなけ

ればならない。

　第19条第 1項の表第11条の部に次のように加える。

第３３条の10第 1 項各号 第３３条の10第 1 項各号（幼稚園
型認定こども園にあっては、学
校教育法（昭和２２年法律第２6
号）第２８条第 ２項において準用
する就学前の子どもに関する教
育、保育等の総合的な提供の推
進に関する法律第２7条の ２第 1
項各号）

　附則第 6項中「附則第 4項の規定により第 4条第 1項に規定する保育士の資格を有する者

を看護師等をもって代える場合においては、当該看護師等の数は」を「次の表の左欄に掲げ

る規定により同表の中欄に掲げる者について同表の右欄に掲げる者をもって代える場合にお

いては、同表の右欄に掲げる者の総数は」に改め、同項に次の表を加える。

附則第 4項 第 4条第 1項及び第 ３項第 ２号
本文の規定により置かなければ
ならない保育士の資格を有する
者

幼稚園の教員免許状又は小学校
教諭若しくは養護教諭の普通免
許状を有する者

附則第 5項 第 4条第 ２項の規定により置か
なければならない幼稚園の教員
免許状又は保育士の資格を有す
る者

小学校教諭又は養護教諭の普通
免許状を有する者

附則第 6項 第 4条第 1項、第 ２項及び第 ３
項第 ２号の規定により置かなけ
ればならない幼稚園の教員免許
状又は保育士の資格を有する者

市長が幼稚園の教員免許状又は
保育士の資格を有する者と同等
の知識及び経験を有すると認め
る者

附則第 7項 第 4条第 1項の規定により置か
なければならない保育士の資格
を有する者

看護師等

　附則第 6項を附則第 9項とし、附則第 5項を附則第 ８項とし、附則第 4項中「に規定す

る」を「の規定により置かなければならない」に改め、同項を附則第 7項とし、附則第 ３項

の次に次の ３項を加える。
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３

4 �　第 4条第 1項及び第 ３項第 ２号本文の規定により置かなければならない保育士の資格を

有する者については、当分の間、幼稚園の教員免許状又は小学校教諭若しくは養護教諭の

普通免許状を有する者（現に当該施設において主幹養護教諭及び養護教諭として従事して

いる者を除く。次項及び附則第 9項において同じ。）をもって代えることができる。

5 �　第 4条第 ２項の規定により置かなければならない幼稚園の教員免許状又は保育士の資格

を有する者については、当分の間、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者を

もって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除

き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

6 �　 1 日につき ８時間を超えて開所する認定こども園において、開所時間を通じて必要とな

る職員の総数が、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を超える場合における

第 4条第 1項、第 ２項及び第 ３項第 ２号の規定により置かなければならない幼稚園の教員

免許状又は保育士の資格を有する者については、当分の間、開所時間を通じて必要となる

職員の総数から、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を差し引いて得た数の

範囲で、市長が幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を

有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者とし

て従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

　　　附　則

　この条例は、令和 ８年 4月 1日から施行する。ただし、第16条の次に 1条を加える改正規

定は、同年1２月２5日から施行する。
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　福岡市幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例

をここに公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第12号

議案第56号

1

議案第56号

　　　�福岡市幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する

条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 ８年 ２月２4日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営

に関する基準の一部改正に伴い、幼保連携型認定こども園の職員配置の基準を改める等の必

要があるによる。

　　　�福岡市幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する

条例

　福岡市幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準を定める条例（平成２6年福岡市条例

第5８号）の一部を次のように改正する。

　第 ３条の次に次の ２条を加える。

　（虐待等の禁止）

第�３ 条の ２　職員は、園児に対し、法第２7条の ２第 1項各号に掲げる行為その他園児の心身

に有害な影響を与える行為をしてはならない。

　（児童対象性暴力等の防止）

第�３ 条の ３　幼保連携型認定こども園の設置者は、法第1３条第 6項において準用する法第 6

条の規定に基づき、児童対象性暴力等（学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児

童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和 6年法律第69号）第 ２条第 ２項

に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この条において同じ。）を防止し、及び児童対

象性暴力等が行われた場合に園児を適切に保護するため、児童等対象業務従事者（園児と

接する業務に従事する者のうち、支配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下で当該園児に

接するものをいう。）に係る犯罪事実確認（同法第 4条第 1項に規定する犯罪事実確認を

福岡市公報

－ 45 －

第7223号令和８年３月30日



議案第56号

２

いう。）その他の必要な措置を講じなければならない。

　第 5条第 ３項の表備考第 1項中「。以下この頃」の次に「及び附則第 9項」を加え、「第

1８条の1８第 1 項の登録」を「第1８条の1８第 ３ 項に規定する保育士登録又は福岡県の区域に係

る同法第1８条の２８第 ２ 項に規定する地域限定保育士登録」に改める。

　第1３条第 1項中「、第11条」を削り、同項の表第11条の項を削る。

　附則第11項中「附則第 9項」の次に「から附則第11項まで」を加え、「を看護師等」を

「を小学校教諭等免許状所持者、市長が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者

又は看護師等」に、「看護師等の数」を「小学校教諭等免許状所持者、市長が保育教諭と同

等の知識及び経験を有すると認める者並びに看護師等の総数」に改め、同項を附則第1３項と

し、附則第10項を附則第1２項とし、附則第 9項を附則第11項とし、附則第 ８項の次に次の ２

項を加える。

9 �　第 5条第 ３項の表備考第 1項に定める者については、当分の間、小学校教諭又は養護教

諭の普通免許状を有する者（現に当該施設において主幹養護教諭及び養護教諭として従事

している者を除く。以下「小学校教諭等免許状所持者」という。）をもって代えることが

できる。この場合において、当該小学校教諭等免許状所持者は補助者として従事する場合

を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

10�　 1 日につき ８時間を超えて開所する幼保連携型認定こども園において、開所時間を通じ

て必要となる職員の総数が、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を超える場

合における第 5条第 ３項の表備考第 1項に定める者については、当分の間、開所時間を通

じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を差し

引いて得た数の範囲で、市長が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者をもっ

て代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、

教育課程に基づく教育に従事してはならない。

　　　附　則

　この条例は、令和 ８年 4月 1日から施行する。ただし、第 ３条の次に ２条を加える改正規

定（第 ３条の ３に係る部分に限る。）は、同年1２月２5日から施行する。
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　福岡市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第13号

議案第57号

1

議案第57号

　　　福岡市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 ８年 ２月２4日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に

伴い、家庭的保育事業所等の職員配置の基準を改める等の必要があるによる。

　　　福岡市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例

　福岡市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める条例（平成２6年福岡市条例第59

号）の一部を次のように改正する。

　第1２条中「第33条の10各号」を「第33条の10第 1 項各号」に改める。

　第13条を次のように改める。

　（児童対象性暴力等の防止）

第�13条　家庭的保育事業者等は、法第34条の16第 4 項において準用する法第２1条の 5の1８第

4 項の規定に基づき、児童対象性暴力等（学校設置者等及び民間教育保育等事業者による

児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和 6年法律第69号）第 ２条第 ２

項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この条において同じ。）を防止し、及び児童

対象性暴力等が行われた場合に利用乳幼児を適切に保護するため、児童等対象業務従事者

（利用乳幼児と接する業務に従事する者のうち、支配性、継続性及び閉鎖性のある環境の

下で当該利用乳幼児に接するものをいう。）に係る犯罪事実確認（同法第 4条第 1項に規

定する犯罪事実確認をいう。）その他の必要な措置を講じなければならない。

　第17条第 ２項中「児童相談所等における乳児又は幼児（以下「乳幼児」という。）の利用

開始前の健康診断」を「次の表の左欄に掲げる健康診断又は健康診査（母子保健法（昭和40

年法律第141号）第1２条又は第13条に規定する健康診査をいう。同表において同じ。）（以

下この項において「健康診断等」という。）」に、「健康診断が利用乳幼児に対する利用開
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始時の」を「健康診断等がそれぞれ同表の右欄に掲げる」に、「、利用開始時の」を「、同

欄に掲げる」に、「児童相談所等における乳幼児の利用開始前の健康診断」を「それぞれ同

表の左欄に掲げる健康診断等」に改め、同項に次の表を加える。

児童相談所等における乳児又は幼児（以下

「乳幼児」という。）の利用開始前の健康診

断

利用乳幼児に対する利用開始時の健康診断

乳幼児に対する健康診査 利用開始時の健康診断、定期の健康診断又は

臨時の健康診断

　第２4条第 ２項中「保育士」の次に「（福岡県の区域に係る法第1８条の２9に規定する地域限

定保育士を含む。以下同じ。）」を加える。

　附則第 4項の見出しを削り、同項の前に見出しとして「（小規模保育事業所Ａ型及び保育

所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例）」を付し、同項の次に次の 3項を加える。

5 �　前項の事情に鑑み、当分の間、第30条第 ２項又は第45条第 ２項に規定する保育士の数の

算定については、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状（教育職員免

許法（昭和２4年法律第147号）第 4条第 ２項に規定する普通免許状をいう。）を有する者

を、保育士とみなすことができる。

6 �　附則第 4項の事情に鑑み、当分の間、 1日につき ８時間を超えて開所する小規模保育事

業所Ａ型又は保育所型事業所内保育事業所（以下この項において「小規模保育事業所Ａ型

等」という。）において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が当該小規模保育事

業所Ａ型等に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超えるとき

は、第30条第 ２項又は第45条第 ２項に規定する保育士の数の算定については、保育士と同

等の知識及び経験を有すると市長が認める者を、開所時間を通じて必要となる保育士の総

数から利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を差し引いて得た数の範

囲で、保育士とみなすことができる。

7 �　前 ２項の規定を適用する時は、保育士（法第1８条の1８第 1 項の登録又は法第1８条の２８第

1 項の規定による福岡県知事の登録を受けた者をいい、第30条第 3項若しくは第45条第 3

項又は前 ２項の規定により保育士とみなされる者を除く。）を、保育士の数（前 ２項の規

定の適用がないとした場合の第30条第 ２項又は第45条第 ２項の規定により算定されるもの

をいう。）の 3分の ２以上、置かなければならない。
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　　　附　則

　この条例は、令和 ８年 4月 1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、同年1２月２5

日から施行する。
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　福岡市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第14号

議案第58号

1

議案第58号

　　　�福岡市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例

案

　上記の議案を提出する。

　　令和 8年 ２月２4日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の一部改正

に伴い、特例保育を行う事業所における設備及び職員の基準の特例を定める等の必要がある

による。

　　　福岡市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準を定める条例

　福岡市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準を定める条例（令和 ７年福岡市条例第 ３

号）の一部を次のように改正する。

　第 ９条の見出しを「（乳児等通園支援事業所の職員の一般的要件）」に改め、同条中「乳

児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」に改める。

　第10条の見出し及び同条第 1項中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」

に改める。

　第1３条の見出し中「防止」を「禁止」に改め、同条中「乳児等通園支援事業者」を「乳児

等通園支援事業所」に、「第３３条の10各号」を「第３３条の10第 1 項各号」に改め、同条の次

に次の 1条を加える。

　（児童対象性暴力等の防止）

第�1３条の ２　乳児等通園支援事業者は、法第３4条の16第 4 項において準用する法第２1条の 5

の18第 4 項の規定に基づき、児童対象性暴力等（学校設置者等及び民間教育保育等事業者

による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和 6年法律第6９号）第 ２

条第 ２項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この条において同じ。）を防止し、及

び児童対象性暴力等が行われた場合に利用乳幼児を適切に保護するため、児童等対象業務
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従事者（利用乳幼児と接する業務に従事する者のうち、支配性、継続性及び閉鎖性のある

環境の下で当該利用乳幼児に接するものをいう。）に係る犯罪事実確認（同法第 4条第 1

項に規定する犯罪事実確認をいう。）その他の必要な措置を講じなければならない。

　第16条第 6号中「乳児又は幼児の区分ごとの」を削り、同条第 ７号中「並びに」を「その

他の」に改める。

　第18条第 1項中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」に改める。

　第２1条第 ３項中「係る利用定員」の次に「（子ども・子育て支援法（平成２4年法律第65

号）第２７条第 1項又は第２９条第 1項の確認において定める利用定員をいう。）」を加える。

　第２３条第 1項中「保育士」の次に「、福岡県の区域に係る法第18条の２９に規定する地域限

定保育士」を加え、同条の次に次の 1条を加える。

　（設備及び職員の基準の特例）

第�２３条の ２　子ども・子育て支援法第３0条第 1項第 4号に規定する特例保育を行う事業者が、

当該特例保育を行う事業所において一般型乳児等通園支援事業を行う場合には、前 ２条の

規定は適用しない。

　第２７条後段を削る。

　第２8条中「及びその」の次に「乳児等通園支援事業所の」を加える。

　　　附　則

　この条例は、令和 8年 4月 1日から施行する。ただし、第1３条の次に 1条を加える改正規

定は、同年1２月２5日から施行する。
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　福岡市特定乳児等通園支援事業の運営の基準を定める条例をここに公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第15号

議案第59号

1

議案第59号

　　　福岡市特定乳児等通園支援事業の運営の基準を定める条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 ８年 ２月２4日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、特定乳児等通園支

援事業の運営の基準を定める必要があるによる。

　　　福岡市特定乳児等通園支援事業の運営の基準を定める条例

目次

　第 1章　総則（第 1条・第 ２条）

　第 ２章　特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準

　　第 1節　利用定員に関する基準（第 ３条）

　　第 ２節　運営に関する基準（第 4条－第３３条）

　第 ３章　雑則（第３4条）

　附則

　　　第 1章　総則

　（趣旨）

第�1 条　この条例は、子ども・子育て支援法（平成２4年法律第65号。以下「法」という。）

第54条の ３において準用する法第46条第 ２項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業

（特定乳児等通園支援（法第３0条の２0第 1 項に規定する特定乳児等通園支援をいう。以下

同じ。）を行う事業をいう。以下同じ。）の運営の基準を定めるものとする。

　（一般原則）

第�２ 条　特定乳児等通園支援事業者（法第54条の ３に規定する特定乳児等通園支援事業者を

いう。以下同じ。）は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減

について適切に配慮された内容及び水準の特定乳児等通園支援の提供を行うことにより、
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全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指さなけ

ればならない。

２ �　特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象小

学校就学前子ども（法第３0条の14に規定する支給対象小学校就学前子どもをいう。以下同

じ。）の意思及び人格を尊重して、常に当該支給対象小学校就学前子どもの立場に立って

特定乳児等通園支援を提供するように努めなければならない。

３ �　特定乳児等通園支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道

府県、市町村、特定教育・保育施設等（法第２7条第 1項に規定する特定教育・保育施設及

び法第２9条第 1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。以下同じ。）、他の特定乳児

等通園支援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者、児童福祉施設その他の保健医

療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4 �　特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象小

学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の

整備を行うとともに、特定乳児等通園支援事業者が特定乳児等通園支援事業を行う事業所

（以下「特定乳児等通園支援事業所」という。）の職員に対し、研修の実施その他の措置

を講じるよう努めなければならない。

　　　第 ２章　特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準

　　　　第 1節　利用定員に関する基準

第�３ 条　特定乳児等通園支援事業者は、 1時間当たりの利用定員（法第54条の ２第 1項の確

認において定めるものに限る。次項において同じ。）を定めるものとする。

２ �　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子ども（法第３0条の16に規定する乳

児等支援給付認定子どもをいう。以下同じ。）が当該特定乳児等通園支援事業者が提供す

る特定乳児等通園支援を利用する時間数、特定乳児等通園支援事業所が開所する日数及び

時間その他の事情を考慮して 1月当たりの利用定員を定めるものとする。

　　　　第 ２節　運営に関する基準

　（面談）

第�4 条　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通園支

援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特定乳児等

通園支援を提供しようとするときに、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心
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身の状況並びに当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境を把握するための当該保護者

との面談（映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話を含

む。）を行わなければならない。

２ �　特定乳児等通園支援事業者は、前項の面談を行うに当たっては、あらかじめ、第19条に

規定する運営規程の概要、職員の勤務の体制、第1２条の規定により当該特定乳児等通園支

援事業者が支払を受ける費用に関する事項その他の提供する特定乳児等通園支援に関する

重要事項を記載した文書を交付しなければならない。

３ �　特定乳児等通園支援事業者は、第 1項の面談において、前項の重要事項を説明し、当該

申込みに係る特定乳児等通園支援の提供について保護者の同意を得なければならない。

　（正当な理由のない提供拒否の禁止）

第�5 条　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定保護者（法第３0条の15第 ３ 項に

規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。以下同じ。）から利用の申込みを受けたとき

は、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

　（あっせん及び要請に対する協力）

第�6 条　特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援の利用について法

第54条の ３において準用する法第54条第 1項の規定により本市が行うあっせん及び要請に

対し、できる限り協力しなければならない。

　（乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認）

第�7 条　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通園支

援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特定乳児等

通園支援を提供するに際し、乳児等支援給付認定保護者から法第３0条の15第 ３ 項に規定す

る乳児等支援支給認定証の提示を受けたときは、子ども・子育て支援法施行規則（平成２6

年内閣府令第44号）第２８条の２4各号に掲げる事項を確認するものとする。

　（乳児等支援給付認定の申請に係る援助）

第�８ 条　特定乳児等通園支援事業者は、法第３0条の15第 1 項の認定（以下この条において

「乳児等支援給付認定」という。）を受けていない保護者から利用の申込みがあった場合

は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに乳児等支援給付認定の申請が行われるよう必要

な援助を行わなければならない。

　（心身の状況等の把握）
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第�9 条　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の提供に当たっては、乳児等支

援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況、当該乳児等支援給付認定子どもの養育環

境、他の特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援の利用状況その他の教

育・保育等（法第56条第 1項に規定する教育・保育等をいう。）の利用の状況の把握に努

めなければならない。

　（特定教育・保育施設等との連携）

第�10条　特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等において継続的に提供される

法第２7条第 1項に規定する特定教育・保育及び法第２9条第 1項に規定する特定地域型保育

との円滑な接続に資するよう、乳児等支援給付認定子どもに係る情報の提供その他特定教

育・保育施設等との密接な連携に努めなければならない。

　（特定乳児等通園支援の提供の記録）

第�11条　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を提供した際は、提供した日時、

時間、内容その他必要な事項を記録しなければならない。

　（支払）

第�1２条　特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領（法第３0条の２0第 5 項（法第３0条の２1

第 ３ 項において準用する場合を含む。）の規定により本市が支払う特定乳児等通園支援に

要した費用の額の一部を、乳児等支援給付認定保護者に代わり特定乳児等通園支援事業者

が受領することをいう。次条において同じ。）を受けないときは、乳児等支援給付認定保

護者から、当該特定乳児等通園支援に係る特定乳児等通園支援費用基準額（法第３0条の２0

第 ３ 項に規定する額をいう。次項において同じ。）の支払を受けるものとする。

２ �　特定乳児等通園支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園支援の提

供に当たって、当該特定乳児等通園支援の質の確保及び向上を図る上で必要であると認め

られる対価について、当該特定乳児等通園支援に要する費用として見込まれるものの額と

特定乳児等通園支援費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を乳

児等支援給付認定保護者から受けることができる。

３ �　特定乳児等通園支援事業者は、前 ２項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園支援に

おいて提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を乳児等支援給付

認定保護者から受けることができる。

　⑴　日用品、文房具その他の特定乳児等通園支援に必要な物品の購入に要する費用
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　⑵　特定乳児等通園支援に係る行事への参加に要する費用

　⑶　食事の提供に要する費用

　⑷　特定乳児等通園支援事業所に通う際に提供される便宜に要する費用

　⑸�　前各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援において提供される便宜に要する費

用のうち、特定乳児等通園支援の利用において通常必要とされるものに係る費用であっ

て、乳児等支援給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの

4 �　特定乳児等通園支援事業者は、前 ３項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用の額

を支払った乳児等支援給付認定保護者に対し、当該費用に係る領収証を交付しなければな

らない。

5 �　特定乳児等通園支援事業者は、第 ２項及び第 ３項の金銭の支払を求める際は、あらかじ

め、当該金銭の使途及び額並びに乳児等支援給付認定保護者に金銭の支払を求める理由に

ついて書面によって明らかにするとともに、乳児等支援給付認定保護者に対して説明を行

い、文書による同意を得なければならない。ただし、同項の規定による金銭の支払に係る

同意については、文書によることを要しない。

　（乳児等支援給付費の額に係る通知等）

第�1３条　特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領により特定乳児等通園支援に係る乳児

等支援給付費の支給を受けた場合は、乳児等支援給付認定保護者に対し、当該乳児等支援

給付認定保護者に係る乳児等支援給付費の額を通知しなければならない。

２ �　特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領を行わない特定乳児等通園支援に係る費用

の額の支払を受けた場合は、その提供した特定乳児等通園支援の内容、利用時間、費用の

額その他必要と認められる事項を記載した特定乳児等通園支援提供証明書を乳児等支援給

付認定保護者に対して交付しなければならない。

　（特定乳児等通園支援の取扱方針）

第�14条　特定乳児等通園支援事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３

年厚生省令第6３号）第３5条の規定に基づき保育所における保育の内容について内閣総理大

臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業（児童福祉法（昭和２２年法律第164号）第 6

条の ３第２３項に規定する乳児等通園支援事業をいう。）の特性に留意して、支給対象小学

校就学前子ども及びその保護者の心身の状況等に応じて、特定乳児等通園支援の提供を適

切に行わなければならない。
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　（特定乳児等通園支援に関する評価等）

第�15条　特定乳児等通園支援事業者は、自らその提供する特定乳児等通園支援の質の評価を

行い、常にその改善を図らなければならない。

２ �　特定乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表

し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

　（相談及び援助）

第�16条　特定乳児等通園支援事業者は、常に乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心

身の状況並びに当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境の的確な把握に努め、当該乳児

等支援給付認定子ども及びその保護者からの相談に適切に応じるとともに、必要な助言そ

の他の援助を行わなければならない。

　（緊急時等の対応）

第�17条　特定乳児等通園支援事業所の職員は、現に特定乳児等通園支援の提供を行っている

ときに乳児等支援給付認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やか

に当該乳児等支援給付認定子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を

講じなければならない。

　（乳児等支援給付認定保護者に関する本市への通知）

第�1８条　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を受けている乳児等支援給付認

定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が偽りその他不正な行為によって乳児等支援給

付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を本市に

通知しなければならない。

　（運営規程）

第�19条　特定乳児等通園支援事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する

規程（第２２条において「運営規程」という。）を定めておかなければならない。

　⑴　特定乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針

　⑵　その提供する特定乳児等通園支援の内容

　⑶　職員の職種、員数及び職務の内容

　⑷　特定乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日

　⑸�　第1２条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の種類、支払を

求める理由及びその額
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　⑹　第 ３条第 1項の規定により定める 1時間当たりの利用定員

　⑺�　特定乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に当たって

の留意事項

　⑻　緊急時等における対応方法

　⑼　非常災害対策

　⑽　虐待の防止のための措置に関する事項

　⑾　その他特定乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項

　（勤務体制の確保等）

第�２0条　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対し、適切な特定乳児

等通園支援を提供することができるよう、特定乳児等通園支援事業所ごとに職員の勤務の

体制を定めておかなければならない。

２ �　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所ごとに、当該特定乳児等通園

支援事業所の職員によって特定乳児等通園支援を提供しなければならない。ただし、特定

乳児等通園支援の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

３ �　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員の資質の向上のために、

その研修の機会を確保しなければならない。

　（利用定員の遵守）

第�２1条　特定乳児等通園支援事業者は、第 ３条第 1項の規定により定める 1時間当たりの利

用定員を超えて特定乳児等通園支援の提供を行ってはならない。

　（掲示等）

第�２２条　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の見やすい場所に、運営

規程の概要、職員の勤務の体制、第1２条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払

を受ける費用の額その他の利用の申込みをした者の特定乳児等通園支援事業所の選択に資

すると認められる重要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送

信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を

行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により公衆の閲覧に供しな

ければならない。

　（乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則）

第�２３条　特定乳児等通園支援事業所においては、乳児等支援給付認定子どもの国籍、信条、
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社会的身分又は第1２条の規定による支払の状況によって、差別的取扱いをしてはならない。

　（虐待等の禁止）

第�２4条　特定乳児等通園支援事業所の職員は、乳児等支援給付認定子どもに対し、児童福祉

法第３３条の10第 1 項各号に掲げる行為その他当該乳児等支援給付認定子どもの心身に有害

な影響を与える行為をしてはならない。

　（秘密保持等）

第�２5条　特定乳児等通園支援事業所の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知

り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

２ �　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員であった者が、正当な

理由がなく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らす

ことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

３ �　特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等、他の特定乳児等通園支援事業者、

地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、乳児等支援給付認定子ども

に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該乳児等支援給付認定子どもに

係る乳児等支援給付認定保護者の同意を得ておかなければならない。

　（情報の提供等）

第�２6条　特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用しようとす

る乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が、その希望を踏まえて適

切に特定乳児等通園支援事業者を選択することができるように、その提供する特定乳児等

通園支援の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

２ �　特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業者について広告をする場合

において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。

　（利益供与等の禁止）

第�２7条　特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業（法第59条第 1号に規定する事業を

いう。）その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者（次項において「利用者支援事業

者等」という。）、教育・保育施設、地域型保育事業者（地域型保育を行う事業者をいう。

次項において同じ。）若しくは乳児等通園支援事業者（乳児等通園支援を行う事業者をい

う。次項において同じ。）又はその職員に対し、支給対象小学校就学前子ども又はその家

族に対して当該特定乳児等通園支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財
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産上の利益を供与してはならない。

２ �　特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業者等、教育・保育施設、地域型保育事業

者若しくは乳児等通園支援事業者又はその職員から、支給対象小学校就学前子ども又はそ

の家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

　（苦情解決）

第�２８条　特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児等支

援給付認定子ども又は乳児等支援給付認定保護者その他の当該乳児等支援給付認定子ども

の家族（以下この条において「乳児等支援給付認定子ども等」という。）からの苦情に迅

速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を

講じなければならない。

２ �　特定乳児等通園支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容その

他の事項を記録しなければならない。

３ �　特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児等支援給

付認定子ども等からの苦情に関して本市が実施する事業に協力するよう努めなければなら

ない。

4 �　特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関し、法第３0条の1３

において準用する法第14条第 1項の規定により本市が行う報告若しくは帳簿書類その他の

物件の提出若しくは提示の命令又は本市の職員からの質問若しくは特定乳児等通園支援事

業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び乳児等支援給付認定子ども

等からの苦情に関して本市が行う調査に協力するとともに、本市から指導又は助言を受け

た場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

5 �　特定乳児等通園支援事業者は、本市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を

本市に報告しなければならない。

　（地域との連携等）

第�２9条　特定乳児等通園支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な

活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

　（事故発生の防止及び発生時の対応）

第�３0条　特定乳児等通園支援事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げ

る措置を講じなければならない。
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　⑴�　事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防

止のための指針を整備すること。

　⑵�　事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報

告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備すること。

　⑶　事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。

２ �　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支援

の提供により事故が発生した場合は、速やかに本市及び当該乳児等支援給付認定子どもの

家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

３ �　特定乳児等通園支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について

記録しなければならない。

4 �　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支援

の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならな

い。

　（会計の区分）

第�３1条　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業の会計をその他の事業の会

計と区分しなければならない。

　（記録の整備等）

第�３２条　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員、設備及び会計に

関する諸記録を整備しておかなければならない。

２ �　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支援

の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から 5年間保存しなければなら

ない。

　⑴　第14条に定めるものに基づく特定乳児等通園支援の提供に当たっての計画

　⑵　第11条の規定による特定乳児等通園支援の提供の記録

　⑶　第1８条の規定による本市への通知に係る記録

　⑷　第２８条第 ２項に規定する苦情の内容等の記録

　⑸　第３0条第 ３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

　（暴力団員等の排除）

第�３３条　特定乳児等通園支援事業者及びその職員は、福岡市暴力団排除条例（平成２２年福岡
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市条例第３0号）第 ２条第 ２号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条

第 1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものであってはならない。

　　　第 ３章　雑則

　（電磁的記録等）

第�３4条　特定乳児等通園支援事業者は、記録、作成、保存その他これらに類するもののうち、

この条例の規定において書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その

他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体

物をいう。以下この条において同じ。）により行うことが規定されているものについては、

当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による

情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。）により行うことができ

る。

２ �　特定乳児等通園支援事業者は、この条例の規定による書面等の交付又は提出については、

当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等の交付又は提出に代

えて、第 4項で定めるところにより、乳児等支援給付認定保護者の承諾を得て、当該書面

等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）を電子情報処理組織

（特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と、乳児等支援給付認定保護者の使

用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条に

おいて同じ。）を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げ

るもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。こ

の場合において、当該特定乳児等通園支援事業者は、当該書面等を交付し、又は提出した

ものとみなす。

　⑴　電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの

　　ア�　特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と乳児等支援給付認定保護者の

使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係

る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

　　イ�　特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録さ

れた記載事項を電気通信回線を通じて乳児等支援給付認定保護者の閲覧に供し、乳児

等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられた当該乳児等支援給付認定
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保護者のファイルに当該記載事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨

の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定乳児等通園支援事業者の使

用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法）

　⑵�　電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもって調製するファイルに

記載事項を記録したものを交付する方法

３ �　前項各号に掲げる方法は、乳児等支援給付認定保護者がファイルへの記録を出力するこ

とにより文書を作成することができるものでなければならない。

4 �　特定乳児等通園支援事業者は、第 ２項の規定により記載事項を提供しようとするときは、

あらかじめ、当該記載事項を提供する乳児等支援給付認定保護者に対し、その用いる次に

掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければな

らない。

　⑴　第 ２項各号に規定する方法のうち特定乳児等通園支援事業者が使用するもの

　⑵　ファイルへの記録の方式

5 �　前項の規定による承諾を得た特定乳児等通園支援事業者は、当該乳児等支援給付認定保

護者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった

ときは、当該乳児等支援給付認定保護者に対し、第 ２項に規定する記載事項の提供を電磁

的方法によってしてはならない。ただし、当該乳児等支援給付認定保護者が再び前項の規

定による承諾をした場合は、この限りでない。

6 �　第 ２項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の取得について

準用する。この場合において、第 ２項中「書面等の交付又は提出」とあり、及び「書面等

に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）」とあるのは「書面等に

よる同意」と、「第 4項」とあるのは「第 6項において準用する第 4項」と、「提供す

る」とあるのは「得る」と、「書面等を交付し、又は提出した」とあるのは「書面等によ

る同意を得た」と、「記載事項を」とあるのは「同意に関する事項を」と、「提供を受け

る」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」と、「交付す

る」とあるのは「得る」と、第 ３項中「前項各号」とあるのは「第 6項において準用す

る前項各号」と、第 4項中「第 ２項」とあるのは「第 6項において準用する第 ２項」と、

「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」とあ

るのは「同意を得ようとする」と、同項第 1号中「第 ２項各号」とあるのは「第 6項にお
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いて準用する第 ２項各号」と、前項中「前項」とあるのは「次項において準用する前項」

と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「第 ２項に規定する記載事項

の提供」とあるのは「この条例の規定による書面等による同意の取得」と読み替えるもの

とする。

　　　　附　則

　　この条例は、令和 ８年 4月 1日から施行する。
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　福岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等

の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第16号

議案第60号

1

議案第60号

　　　�福岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施

設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 ８年 ２月２4日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ど

も・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、職員による虐待等の禁止の規

定について所要の改正を行う等の必要があるによる。

　　　�福岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施

設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

　福岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等

の運営に関する基準を定める条例（平成２6年福岡市条例第60号）の一部を次のように改正す

る。

　第 4条第 ２項ただし書中「第19条第 1項第 ３号」を「第19条第 ３号」に改め、同項第 1号

中「第19条第 1項各号」を「第19条各号」に改め、同項第 ２号中「第19条第 1項第 1号」

を「第19条第 1号」に改め、同項第 ３号中「第19条第 1項第 ２号」を「第19条第 ２号」に、

「同項第 ３号」を「同条第 ３号」に改める。

　第 6条第 ２項中「第19条第 1項第 1号」を「第19条第 1号」に改め、同条第 ３項中「第19

条第 1項第 ２号」を「第19条第 ２号」に、「同項第 ２号」を「同条第 ２号」に改める。

　第 ７条第 ２項中「第19条第 1項第 ２号」を「第19条第 ２号」に改める。

　第 ８条中「第19条第 1項各号」を「第19条各号」に改める。

　第1３条第 4項第 ３号アア中「第19条第 1項第 1号」を「第19条第 1号」に改め、同号アイ

中「第19条第 1項第 ２号」を「第19条第 ２号」に改め、同号イア中「第19条第 1項第 1号」

を「第19条第 1号」に改め、同号イイ中「第19条第 1項第 ２号」を「第19条第 ２号」に改め
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る。

　第15条第 1項第 4号中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

　第２0条第 4号中「第19条第 1項第 1号」を「第19条第 1号」に改める。

　第２5条中「第３３条の10各号」を「第３３条の10第 1 項各号（幼保連携型認定こども園である

特定教育・保育施設の職員にあっては認定こども園法第２７条の ２第 1項各号、幼稚園である

特定教育・保育施設の職員にあっては学校教育法第２８条第 ２項において準用する認定こども

園法第２７条の ２第 1項各号）」に改める。

　第３6条第 1項中「第19条第 1項第 1号」を「第19条第 1号」に改め、同条第 ２項中「第19

条第 1項第 1号」を「第19条第 1号」に、「同項第 ２号」を「同条第 ２号」に、「第19条第

1項第 ２号」を「第19条第 ２号」に改める。

　第３７条第 1項中「第19条第 1項第 ２号」を「第19条第 ２号」に改め、同条第 ２項中「第19

条第 1項第 ２号」を「第19条第 ２号」に、「同項第 1号」を「同条第 1号」に、「第19条第

1項第 1号」を「第19条第 1号」に改め、同条第 ３項中「第19条第 1項第 1号」を「第19条

第 1号」に、「第19条第 1項第 ２号」を「第19条第 ２号」に、「同項第 1号」を「同条第 1

号」に改める。

　第３８条第 ２項及び第40条第 ２項中「第19条第 1項第 ３号」を「第19条第 ３号」に改める。

　第45条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

　第5２条第 1項中「第19条第 1項第 1号」を「第19条第 1号」に改め、同条第 ２項中「第19

条第 1項第 1号」を「第19条第 1号」に、「第19条第 1項第 ２号」を「第19条第 ２号」に改

め、同条第 ３項中「第19条第 1項第 ３号」を「第19条第 ３号」に、「第19条第 1項第 1号」

を「第19条第 1号」に、「第19条第 1項第 ２号」を「第19条第 ２号」に改める。

　第5３条第 1項中「第19条第 1項第 ２号」を「第19条第 ２号」に改め、同条第 ２項中「第19

条第 1項第 ２号」を「第19条第 ２号」に、「同項第 ３号」を「同条第 ３号」に、「第19条第

1項第 1号」を「第19条第 1号」に改め、同条第 ３項中「第19条第 1項第 ２号」を「第19条

第 ２号」に改める。

　　　附　則

　この条例は、令和 ８年 4月 1日から施行する。ただし、第 4条第 ２項ただし書及び同項第

1号から第 ３号まで、第 6条第 ２項及び第 ３項、第 ７条第 ２項、第 ８条、第1３条第 4項第 ３

号アア及びイ並びにイア及びイ、第15条第 1項第 4号、第２0条第 4号、第３6条第 1項及び第
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２ 項、第３７条第 1項から第 ３項まで、第３８条第 ２項、第40条第 ２項、第45条、第5２条第 1項

から第 ３項まで並びに第5３条第 1項から第 ３項までの改正規定は、公布の日から施行する。

福岡市公報

－ 67 －

第7223号令和８年３月30日



　福岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例

をここに公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第17号

議案第61号

1

議案第61号

　　　�福岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する

条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 ８年 ２月２4日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部

改正に鑑み、放課後児童健全育成事業所の職員配置の基準を改める必要があるによる。

　　　�福岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する

条例

　福岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準を定める条例（平成２6年福岡市条例

第61号）の一部を次のように改正する。

　第10条第 ３項第 1号中「保育士」の次に「（福岡県の区域に係る法第1８条の２9に規定する

地域限定保育士を含む。）」を加える。

　第1２条中「第３３条の10各号」を「第３３条の10第 1 項各号」に改める。

�　　　附　則

　この条例は、令和 ８年 4月 1日から施行する。
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　福岡市一時保護施設の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例をここに公

布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第18号

議案第62号

1

議案第62号

　　　福岡市一時保護施設の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 ８年 2月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、一時保護施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、

一時保護施設の職員配置の基準を改める等の必要があるによる。

　　　福岡市一時保護施設の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例

　福岡市一時保護施設の設備及び運営の基準を定める条例（令和 ７年福岡市条例第20号）の

一部を次のように改正する。

　第11条中「第33条の10各号」を「第33条の10第 1 項各号」に改める。

　第15条第 1項中「保育士」の次に「（福岡県の区域に係る法第1８条の29に規定する地域限

定保育士を含む。次項において同じ。）」を加える。

　第1８条第 1項第 3号の次に次の 1号を加える。

　⑶�の 2 　児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令第11号）第 5条の 2の ８に規定するこど

も家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者

　第1８条第 2項中「（昭和23年厚生省令第11号）別表」を「別表第 1」に改める。

　　　附　則

　この条例は、令和 ８年 4月 1日から施行する。

福岡市公報

－ 69 －

第7223号令和８年３月30日



　福岡市指定障がい児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例の一部

を改正する条例をここに公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第19号

議案第63号

1

議案第63号

　　　�福岡市指定障がい児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例の

一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 ８年 ２月２4日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び

運営に関する基準の一部改正に伴い、指定児童発達支援事業所等の従業者配置の基準を改め

る等の必要があるによる。

　　　�福岡市指定障がい児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例の

一部を改正する条例

　福岡市指定障がい児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例（平成

２4年福岡市条例第54号）の一部を次のように改正する。

　第 6条第 1項第 1号中「）又は保育士」の次に「（福岡県の区域に係る法第1８条の２9に規

定する地域限定保育士を含む。以下同じ。）」を加える。

　第34条第 ２項中「次の表の左欄に掲げる健康診断」の次に「又は健康診査（母子保健法

（昭和40年法律第141号）第1２条又は第13条に規定する健康診査をいう。同表において同

じ。）（以下この項において「健康診断等」という。）」を加え、「当該健康診断」を「当

該健康診断等」に、「健康診断の結果」を「健康診断等の結果」に改め、同項の表に次のよ

うに加える。

乳児又は幼児に対する健康診査 通所する障がい児に対する通所開始時の健康

診断、定期の健康診断又は臨時の健康診断

　第47条を次のように改める。

　（児童対象性暴力等の防止）
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第�47条　指定児童発達支援事業者は、法第２1条の 5の1８第 4 項の規定に基づき、児童対象性

暴力等（学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のため

の措置に関する法律（令和 6年法律第69号）第 ２条第 ２項に規定する児童対象性暴力等を

いう。以下この条において同じ。）を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に障

がい児を適切に保護するため、児童等対象業務従事者（障がい児と接する業務に従事する

者のうち、支配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下で当該障がい児に接するものをい

う。）に係る犯罪事実確認（同法第 4条第 1項に規定する犯罪事実確認をいう。）その他

の必要な措置を講じなければならない。

　第56条の 9中「第34条」の次に「、第47条」を加える。

　第73条、第73条の ２、第73条の14及び第7８条中「第46条まで、第4８条から」を削る。

　　　附　則

　この条例は、令和 ８年 4月 1日から施行する。ただし、第47条、第56条の 9、第73条、第

73条の ２、第73条の14及び第7８条の改正規定は、同年1２月２5日から施行する。
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　福岡市指定障がい児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例の一部を改正

する条例をここに公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第20号

議案第64号

1

議案第64号

　　　�福岡市指定障がい児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例の一部を

改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 ８年 ２月２4日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び

運営に関する基準の一部改正に伴い、指定福祉型障がい児入所施設等の従業者配置の基準を

改める等の必要があるによる。

　　　�福岡市指定障がい児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例の一部を

改正する条例

　福岡市指定障がい児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例（平成２4年福

岡市条例第55号）の一部を次のように改正する。

　第 5条第 1項第 ３号アからウまで以外の部分中「保育士」の次に「（福岡県の区域に係る

法第1８条の２9に規定する地域限定保育士を含む。以下同じ。）」を加える。

　第 6条第 ３項第 ３号中「幼児（」の次に「第２9条第 ２項の表及び」を加える。

　第２9条第 ２項中「次の表の左欄に掲げる健康診断」の次に「又は健康診査（母子保健法

（昭和40年法律第141号）第1２条又は第1３条に規定する健康診査をいう。同表において同

じ。）（以下この項において「健康診断等」という。）」を加え、「当該健康診断」を「当

該健康診断等」に、「健康診断の結果」を「健康診断等の結果」に改め、同項の表に次のよ

うに加える。

乳幼児に対する健康診査 入所した障がい児に対する入所時の健康診

断、定期の健康診断又は臨時の健康診断

　第4３条第 1項中「第３３条の10各号」を「第３３条の10第 1 項各号」に改める。

　第44条を次のように改める。
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　（児童対象性暴力等の防止）

第�44条　指定福祉型障がい児入所施設の設置者は、法第２4条の11第 4 項において準用する第

２1条の 5の1８第 4 項の規定に基づき、児童対象性暴力等（学校設置者等及び民間教育保育

等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和 6年法律第69

号）第 ２条第 ２項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この条において同じ。）を防

止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に障がい児を適切に保護するため、児童等対

象業務従事者（障がい児と接する業務に従事する者のうち、支配性、継続性及び閉鎖性の

ある環境の下で当該障がい児に接するものをいう。）に係る犯罪事実確認（同法第 4条第

1項に規定する犯罪事実確認をいう。）その他の必要な措置を講じなければならない。

　　　附　則

　この条例は、令和 ８年 4月 1日から施行する。ただし、第44条の改正規定は、同年1２月２5

日から施行する。

�
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　福岡市児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例をここに公

布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第21号

議案第65号

1

議案第65号

　　　福岡市児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 ８年 ２月２4日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、

保育所等の職員配置の基準を改める等の必要があるによる。　　

　　　福岡市児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例

　福岡市児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例（平成２4年福岡市条例第56号）の

一部を次のように改正する。

　第11条中「第33条の10各号」を「第33条の10第 1 項各号」に改める。

　第1２条の 3の次に次の 1条を加える。

　（児童対象性暴力等の防止）

第�1２条の 4　児童福祉施設（助産施設、児童厚生施設（児童館を除く。）、児童発達支援セ

ンター、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除く。）の設置者は、法第45条第

７項において準用する法第２1条の 5の1８第 4 項の規定に基づき、児童対象性暴力等（学校

設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関す

る法律（令和 6年法律第69号）第 ２条第 ２項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下こ

の条において同じ。）を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童を適切に保

護するため、児童等対象業務従事者（児童と接する業務に従事する者のうち、支配性、継

続性及び閉鎖性のある環境の下で当該児童に接するものをいう。）に係る犯罪事実確認

（同法第 4条第 1項に規定する犯罪事実確認をいう。）その他の必要な措置を講じなけれ

ばならない。

　第15条第 ２項中「次の表の左欄に掲げる健康診断」の次に「又は健康診査（母子保健法

（昭和40年法律第141号）第1２条又は第13条に規定する健康診査をいう。同表において同
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じ。）（以下この項において「健康診断等」という。）」を加え、「当該健康診断」を「当

該健康診断等」に、「健康診断の結果」を「健康診断等の結果」に改め、同項の表に次のよ

うに加える。

乳児又は幼児（以下「乳幼児」という。）に

対する健康診査

入所した乳幼児に対する入所時の健康診断、

定期の健康診断又は臨時の健康診断

　第２5条中「乳児又は幼児（以下「乳幼児」という。）」を「乳幼児」に改める。

　第２７条第 ２項中「、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者」を削り、同条

第 6項中「保育士」の次に「（福岡県の区域に係る法第1８条の２9に規定する地域限定保育士

を含む。以下同じ。）」を加える。

　第２9条第 1項第 ２号の次に次の 1号を加える。

　⑵�の ２ 　児童福祉法施行規則（昭和２3年厚生省令第11号）第 5条の ２の ８に規定するこど

も家庭ソーシャルワーカー（以下「こども家庭ソーシャルワーカー」という。）の資格

を有する者

　第２9条第 1項第 4号中「前 3号」を「前各号」に改める。

　第3７条第 1項第 ２号の次に次の 1号を加える。

　⑵の ２　こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者

　第3７条第 1項第 4号中「前 3号」を「前各号」に改める。

　第3８条第 4号の次に次の 1号を加える。

　⑷の ２　こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者

　第56条第 ２項中「、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者」を削る。

　第5７条第 1項第 ２号の次に次の 1号を加える。

　⑵の ２　こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者

　第5７条第 1項第 4号中「前 3号」を「前各号」に改める。

　第5８条第 3号の次に次の 1号を加える。

　⑶の ２　こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者

　第90条第 4項中「、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者」を削る。

　第91条第 1項第 ２号の次に次の 1号を加える。

　⑵の ２　こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者

　第91条第 1項第 4号中「前 3号」を「前各号」に改める。
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　第9８条第 ２項中「、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者」を削る。

　第99条第 1項第 ２号の次に次の 1号を加える。

　⑵の ２　こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者

　第99条第 1項第 4号中「前 3号」を「前各号」に改める。

　第100条第 ２号の次に次の ２号を加える。

　⑵の ２　精神保健福祉士の資格を有する者

　⑵の 3　こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者

　第101条第 ２号の次に次の ２号を加える。

　⑵の ２　精神保健福祉士の資格を有する者

　⑵の 3　こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者

　第11２条第 ２項第 ２号中「（昭和２3年厚生省令第11号）」を削る。

　附則第 ７項の見出しを削り、同項の前に見出しとして「（保育所の職員配置に係る特

例）」を付し、同項の次に次の 3項を加える。

８ �　前項の事情に鑑み、当分の間、第45条第 ２項に規定する保育士の数の算定については、

幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状（教育職員免許法第 4条第 ２項

に規定する普通免許状をいう。）を有する者を、保育士とみなすことができる。

9 �　附則第 ７項の事情に鑑み、当分の間、 1日につき ８時間を超えて開所する保育所におい

て、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が、当該保育所に係る利用定員の総数に応

じて置かなければならない保育士の数を超えるときは、第45条第 ２項に規定する保育士の

数の算定については、市長が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を、開所時

間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総数に応じて置かなければならない保

育士の数を差し引いて得た数の範囲で、保育士とみなすことができる。

10�　前 ２項の規定を適用する時は、保育士（法第1８条の1８第 1 項の登録又は法第1８条の２８第

1 項の規定による福岡県知事の登録を受けた者をいい、附則第 4項又は前 ２項の規定によ

り保育士とみなされる者を除く。）を、保育士の数（前 ２項の規定の適用がないとした場

合の第45条第 ２項の規定により算定されるものをいう。）の 3分の ２以上、置かなければ

ならない。

　　　附　則

　この条例は、令和 ８年 4月 1日から施行する。ただし、第1２条の 3の次に 1条を加える改

正規定は、同年1２月２5日から施行する。
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　福岡市立集会所条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第22号

議案第66号

1

議案第66号

　　　福岡市立集会所条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 ８年 ２月２4日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、福岡市立集会所を取り巻く環境の変化に鑑み、西入部集会所

及び千里集会所を廃止する必要があるによる。

　　　福岡市立集会所条例の一部を改正する条例

　福岡市立集会所条例（昭和39年福岡市条例第64号）の一部を次のように改正する。

　別表福岡市立西入部集会所の項及び福岡市立千里集会所の項を削る。

　　　附　則

　この条例は、令和 ８年 4月 1日から施行する。
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　福岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第23号

議案第67号

1

議案第67号

　　　福岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 ８年 ２月２4日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、国民健康保険法等の一部改正に伴い子ども・子育て支援納付

金賦課額に係る保険料の賦課の方法等について必要な事項を定めるとともに、国民健康保険

法施行令の一部改正に伴い保険料の基礎賦課限度額を引き上げる必要があるによる。

　　　福岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例

　福岡市国民健康保険条例（昭和34年福岡市条例第1８号）の一部を次のように改正する。

　第10条の ２を次のように改める。

　（保険料の賦課額）

第10条の ２　保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。

　⑴�　世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額（国民健康保険法施行令

（昭和33年政令第36２号。以下「令」という。）第２9条の 7第 1項第 1号に規定する基

礎賦課額をいう。以下同じ。）

　⑵�　世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦課額（令第２9条

の 7第 1項第 ２号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。）

　⑶�　世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者（令第２9条の 7第 1項第 3号に規定す

る介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した介護納付金賦課額（同

号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。）

　⑷�　世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども・子育て支援納付金賦課額（令

第２9条の 7第 1項第 4号に規定する子ども・子育て支援納付金賦課額をいう。以下同

じ。）

　第10条の 3第 1号イ中「並びに介護保険法」を「、介護保険法」に改め、「「介護納付
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２

金」という。）」の次に「並びに子ども・子育て支援法（平成２4年法律第65号）の規定によ

る納付金（以下「子ども・子育て支援納付金」という。）」を加え、同号カ及び同条第 ２号

イ中「並びに介護納付金」を「、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金」に改める。

　第14条の 5中「66万円」を「67万円」に改める。

　第14条の 5の ２第 1号中「同じ。）」の次に「の額」を加える。

　第14条の 5の 5第 1項第 3号ア中「イ又はウに掲げる世帯」を「特定世帯又は特定継続世

帯」に改める。

　第14条の 6第 1号中「同じ。）」の次に「の額」を加える。

　第14条の10の次に次の 5条を加える。

　（子ども・子育て支援納付金賦課総額）

第�14条の11　保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額（第1８条の ２及び第1８

条の 4から第1８条の 6までの規定により子ども・子育て支援納付金賦課額を減額する場合

にあつてはその減額する額を、第２1条の規定により保険料を減免する場合にあつてはそ

の減免する額（子ども・子育て支援納付金賦課額に係るものに限る。）を含む。以下同

じ。）の総額（以下「子ども・子育て支援納付金賦課総額」という。）は、第 1号に掲げ

る額の見込額から第 ２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

　⑴　当該年度における次に掲げる額の合算額

　　ア�　当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（県国民健康保険

特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部

分に限る。次号において同じ。）の額

　　イ�　第1８条の 6に規定する基準に従い子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等

割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額

　⑵�　当該年度における次に掲げる額の合算額（第２1条の規定により保険料を減免する場合

にあつては、当該合算額からその減免する額（子ども・子育て支援納付金賦課額に係る

ものに限る。）に相当する額を控除した額とする。）

　　ア�　法附則第 7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助

金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）及び同条の

規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に

係るものに限る。）の額
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　　イ�　その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付に要する

費用に限る。）のための収入（法第7２条の 3第 1項、第7２条の 3の ２第 1項及び第7２

条の 3の 3第 1項の規定による繰入金を除く。）の額

　（子ども・子育て支援納付金賦課額）

第�14条の1２　保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額は、同一世帯に属する

被保険者につき算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額に、当

該世帯に属する1８歳以上被保険者（令第２9条の 7第 5項第 3号に規定する1８歳以上被保険

者をいう。以下同じ。）につき算定した1８歳以上被保険者均等割額の総額を加算した額と

する。

２　第11条第 ２項の規定は、前項の場合に準用する。

　（子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定）

第�14条の13　前条第 1項の所得割額は、被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条

第 1項第 1号の所得割の保険料率を乗じて算定する。

２　第1２条第 ２項及び第 3項の規定は、前項の場合に準用する。

　（子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率）

第�14条の14　子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

　⑴�　所得割　子ども・子育て支援納付金賦課総額から、第14条の11第 1 号イに掲げる額の

見込額から同号イに係る同条第 ２号に掲げる額の見込額を控除した額を控除した額（以

下「子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率の算定に係る額」という。）の100分

の50に相当する額を被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等（令第２9条の 7第 5項第

4号ただし書の規定に基づき当該基礎控除後の総所得金額等が補正された場合には、補

正後の当該基礎控除後の総所得金額等）の総額で除して得た数

　⑵�　被保険者均等割　子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率の算定に係る額の100

分の30に相当する額を被保険者の数で除して得た額

　⑶�　1８歳以上被保険者均等割　第14条の11第 1 号イに掲げる額の見込額から同号イに係る

同条第 ２号に掲げる額の見込額を控除した額を1８歳以上被保険者の数で除して得た額

　⑷�　世帯別平等割　アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアからウまでに定

めるところにより算定した額

　　ア�　特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯　子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料
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率の算定に係る額の100分の２0に相当する額を被保険者が属する世帯の数から特定世

帯の数に ２分の 1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に 4分の 1を乗じて得た数の合

計数を控除した数で除して得た額

　　イ　特定世帯　アに定めるところにより算定した額に ２分の 1を乗じて得た額

　　ウ　特定継続世帯　アに定めるところにより算定した額に 4分の 3を乗じて得た額

２　第14条第 ２項及び第 3項の規定は、前項の場合に準用する。

　（子ども・子育て支援納付金賦課限度額）

第�14条の15　第14条の1２第 1 項の子ども・子育て支援納付金賦課額が 3万円を超える場合に

おいては、当該賦課額は、 3万円とする。

　第16条第 ２項中「又は第14条の 7第 1項」を「、第14条の 7第 1項又は第14条の1２第 1

項」に改める。

　第17条第 1項中「後期高齢者支援金等賦課額」の次に「若しくは第14条の1２第 1 項の子ど

も・子育て支援納付金賦課額」を、「定める額」の次に「若しくは同条第 7項各号に定める

額」を、「第 ２項第 1号（同条第 5項」の次に「又は第 6項」を加え、「若しくは第1８条の

5第 1項各号」を「、第1８条の 5第 1項各号」に、「又は第 5項」を「から第 6項まで」に、

「額の」を「額若しくは第1８条の 6第 1項に定める額の」に改め、同条第 ２項中「若しくは

第14条の 7第 1項の介護納付金賦課額」を「、第14条の 7第 1項の介護納付金賦課額若しく

は第14条の1２第 1 項の子ども・子育て支援納付金賦課額」に改め、「定める額」の次に「若

しくは同条第 7項各号に定める額」を加え、「若しくは第1８条の 5第 1項各号」を「、第1８

条の 5第 1項各号」に、「掲げる額の」を「掲げる額若しくは第1８条の 6第 1項に定める額

の」に改める。

　第1８条の ２第 1項中「66万円」を「67万円」に改め、同項第 1号中「第 3号」の次に「並

びに第 7項」を、「（以下この項」の次に「及び第 7項」を加え、同項第 ２号中「第２9条の

7第 5項第 3号ロ」を「第２9条の 7第 6項第 3号ロ」に改め、同項第 3号中「第２9条の 7第

5項第 3号ハ」を「第２9条の 7第 6項第 3号ハ」に改め、同条第 5項及び第 6項中「66万

円」を「67万円」に改め、同条に次の ２項を加える。

7 �　次の各号のいずれかに該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち子ど

も・子育て支援納付金賦課額は、第14条の1２第 1 項の子ども・子育て支援納付金賦課額か

ら、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額（当該減額して得た額が 3万円を超
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える場合には、 3万円）とする。

　⑴�　第 1項第 1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算

される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の ２第 ２項第 1号に定める金額（世帯

主等のうち給与所得者等の数が ２以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与

所得者等の数から 1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額）を超えない世

帯に係る保険料の納付義務者　アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年

度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるもの

の数を乗じて得た額、イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子

ども・子育て支援納付金賦課額の1８歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるもの

の数を乗じて得た額及びウに掲げる額を合算した額

　　ア�　当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分

の 7を乗じて得た額

　　イ�　当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の1８歳以上被保険者均等割の保険料

率に10分の 7を乗じて得た額

　　ウ�　当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の

7を乗じて得た額

　⑵�　第 1項第 1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算

される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の ２第 ２項第 1号に定める金額（世帯

主等のうち給与所得者等の数が ２以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与

所得者等の数から 1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額）に令第２9条の

7第 6項第 3号ロの規定において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者

の数の合計数に乗じることとされる金額に当該年度の保険料賦課期日現在における当該

数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて前

号に該当する者以外のもの　アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度

分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの

数を乗じて得た額、イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ど

も・子育て支援納付金賦課額の1８歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの

数を乗じて得た額及びウに掲げる額を合算した額

　　ア�　当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分
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の 5 を乗じて得た額

　　イ�　当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の1８歳以上被保険者均等割の保険料

率に10分の 5を乗じて得た額

　　ウ�　当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の

5を乗じて得た額

　⑶�　第 1項第 1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算

される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の ２第 ２項第 1号に定める金額（世帯

主等のうち給与所得者等の数が ２以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与

所得者等の数から 1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額）に令第２9条の

7第 6項第 3号ハの規定において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者

の数の合計数に乗じることとされる金額に当該年度の保険料賦課期日現在における当該

数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて前

２号に該当する者以外のもの　アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年

度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるもの

の数を乗じて得た額、イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子

ども・子育て支援納付金賦課額の1８歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるもの

の数を乗じて得た額及びウに掲げる額を合算した額

　　ア�　当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分

の ２を乗じて得た額

　　イ�　当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の1８歳以上被保険者均等割の保険料

率に10分の ２を乗じて得た額

　　ウ�　当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の

２を乗じて得た額

８ �　第 ２項から第 4項までの規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用

する。

　第1８条の 3中「及び前条第 1項」を「、第14条の 5の 4、第14条の ８及び第14条の13並び

に前条第 1項（同条第 5項又は第 6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。）及び

同条第 7項」に改める。

　第1８条の 4に次の 1項を加える。
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6 �　第 1項から第 4項までの規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用

する。この場合において、第 1項第 1号及び第 ２項第 1号ア中「第14条第 1項第 ２号及び

第 ２項」とあるのは「第14条の14第 1 項第 ２号及び同条第 ２項において準用する第14条第

２項」と、同項中「第1８条の ２第 1項から第 3項まで」とあるのは「第1８条の ２第 7項及

び同条第 ８項において準用する同条第 ２項及び第 3項」と読み替えるものとする。

　第1８条の 5第 1項中「第２9条の 7第 5項第 ８号」を「第２9条の 7第 6項第 ８号」に、「66

万円」を「67万円」に改め、同項第 1号中「第3２条の10の ２ 各号」を「第3２条の10の 3 各

号」に改め、同条第 ２項、第 4項及び第 5項中「66万円」を「67万円」に改め、同条に次の

1項を加える。

6 �　第 1項から第 3項までの規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用

する。この場合において、第 1項及び第 ２項中「第11条第 1項」とあるのは「第14条の1２

第 1 項」と、「67万円」とあるのは「 3万円」と、「被保険者均等割額」とあるのは「被

保険者均等割額及び1８歳以上被保険者均等割額」と、同項中「第1８条の ２第 1項から第 3

項まで」とあるのは「第1８条の ２第 7項及び同条第 ８項において準用する同条第 ２項及び

第 3項」と読み替えるものとする。

　第1８条の 5の次に次の 1条を加える。

　（1８歳に達する日以後の最初の 3月31日以前である被保険者の被保険者均等割額の減額）

第�1８条の 6　当該年度において、その世帯に1８歳に達する日以後の最初の 3月31日以前であ

る被保険者（以下「1８歳未満被保険者」という。）がある場合における当該1８歳未満被保

険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額は、第14条

の14の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当する額（第1８

条の ２第 7項、第1８条の 4第 6項の規定により読み替えられた同条第 1項若しくは第 ２項

又は前条第 6項の規定により読み替えられた同条第 1項若しくは第 ２項に規定する基準に

従い当該1８歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険

者均等割の保険料率に相当する額を減額するものとした場合にあつては、当該減額後の額。

以下同じ。）から、当該保険料率に相当する額を控除して得た額とする。

２ �　第14条の14第 ２ 項において準用する第14条第 3項の規定は、前項に規定する額の決定に

ついて準用する。この場合において、第14条第 3項中「保険料率」とあるのは、「額」と

読み替えるものとする。
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　　　附　則

　（施行期日）

1　この条例は、令和 ８年 4月 1日から施行する。

　（適用区分）

２ �　この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例の規定は、令和 ８年度分の保険料から

適用し、令和 7年度分までの保険料については、なお従前の例による。
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　福岡市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第24号

議案第68号

1

議案第68号

　　　福岡市介護保険条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 8年 ２月２4日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、介護保険法施行令の一部改正に伴い、令和 8年度の保険料率

の算定に関する所得の額の算定方法の特例を定める等の必要があるによる。

　　　福岡市介護保険条例の一部を改正する条例

　福岡市介護保険条例（平成1２年福岡市条例第44号）の一部を次のように改正する。

　附則に次の 4条を加える。

　（令和 8年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例）

第�15条　第 1号被保険者（令和 8年度分の保険料の賦課期日において本市に住所を有しない

者を除き、令和 8年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において本市に住

所を有する者（同法第２94条第 ３項の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者

とみなされた者を含む。）に限る。以下この条及び次条第 1項において同じ。）のうち、

令和 ７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同年中の給与等（所得税法第２8条

第 1項に規定する給与等をいう。以下同じ。）の収入金額が55万1,000円以上65万1,000円

未満である者に限る。）の令和 8年度における保険料率の算定についての第 9条第 1項

（第 6号ア、第 ７号ア、第 8号ア、第 9号ア、第10号ア、第11号ア、第1２号ア、第1３号ア

及び第14号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第 6号ア中「地方税法

（昭和２5年法律第２２6号）第２9２条第 1項第1３号に規定する合計所得金額（以下「合計所得

金額」という。）（租税特別措置法（昭和３２年法律第２6号）第３３条の 4第 1項若しくは第

２項、第３4条第 1項、第３4条の ２第 1項、第３4条の ３第 1項、第３5条第 1項、第３5条の ２

第 1項、第３5条の ３第 1項又は第３6条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額か

ら令第２２条の ２第 ２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が
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零を下回る場合には、零とする。以下この条において同じ。）」とあるのは、「合計所得

金額（地方税法（昭和２5年法律第２２6号）第２9２条第 1項第1３号に規定する合計所得金額を

いい、当該合計所得金額に所得税法（昭和40年法律第３３号）第２8条第 1項に規定する給与

所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第 ２項の規定によっ

て計算した金額に令和 ７年中の同条第 1項に規定する給与等の収入金額から55万円を控除

して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法（昭和３２年法律第２6号）による特

別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の ２第 ２項に規定する特別

控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下

この条において同じ。）」とする。

２ �　第 1号被保険者のうち、令和 ７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同年中

の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満である者に限る。）の令和 8年度

における保険料率の算定についての第 9条第 1項（第 6号ア、第 ７号ア、第 8号ア、第 9

号ア、第10号ア、第11号ア、第1２号ア、第1３号ア及び第14号アに係る部分に限る。）の規

定の適用については、同項第 6号ア中「地方税法（昭和２5年法律第２２6号）第２9２条第 1項

第1３号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）（租税特別措置法（昭

和３２年法律第２6号）第３３条の 4第 1項若しくは第 ２項、第３4条第 1項、第３4条の ２第 1項、

第３4条の ３第 1項、第３5条第 1項、第３5条の ２第 1項、第３5条の ３第 1項又は第３6条の規

定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の ２第 ２項に規定する特別控除

額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下この

条において同じ。）」とあるのは、「合計所得金額（地方税法（昭和２5年法律第２２6号）

第２9２条第 1項第1３号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法（昭

和40年法律第３３号）第２8条第 1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与

所得の金額については、同条第 ２項の規定によって計算した金額に10万円を加えた額によ

るものとし、租税特別措置法（昭和３２年法律第２6号）による特別控除の適用がある場合に

は、当該合計所得金額から令第２２条の ２第 ２項に規定する特別控除額を控除して得た額と

し、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下この条において同じ。）」

とする。

３ �　第 1号被保険者のうち、令和 ７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同年中

の給与等の収入金額が161万9,000円以上190万円未満である者に限る。）の令和 8年度に
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おける保険料率の算定についての第 9条第 1項（第 6号ア、第 ７号ア、第 8号ア、第 9号

ア、第10号ア、第11号ア、第1２号ア、第1３号ア及び第14号アに係る部分に限る。）の規定

の適用については、同項第 6号ア中「地方税法（昭和２5年法律第２２6号）第２9２条第 1項第

1３号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）（租税特別措置法（昭和

３２年法律第２6号）第３３条の 4第 1項若しくは第 ２項、第３4条第 1項、第３4条の ２第 1項、

第３4条の ３第 1項、第３5条第 1項、第３5条の ２第 1項、第３5条の ３第 1項又は第３6条の規

定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の ２第 ２項に規定する特別控除

額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下この

条において同じ。）」とあるのは、「合計所得金額（地方税法（昭和２5年法律第２２6号）

第２9２条第 1項第1３号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法（昭

和40年法律第３３号）第２8条第 1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与

所得の金額については、同条第 ２項の規定によって計算した金額に65万円から令和 ７年給

与所得控除額（令和 ７年中の所得税法第２8条第 1項に規定する給与等の収入金額から、当

該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律（令和 ７年法律第1３号）第 1条の

規定による改正前の所得税法別表第 5の給与等の金額として、同表により当該金額に応じ

て求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額をいう。）を控除して得

た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法（昭和３２年法律第２6号）による特別控除

の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の ２第 ２項に規定する特別控除額

を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下この条

において同じ。）」とする。

　（令和 8年度の保険料率の算定に関する基準の特例）

第�16条　第 1号被保険者の令和 8年度における保険料率の算定についての第 9条第 1項の規

定の適用については、当該第 1号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうち

に、第 1号に掲げる者に該当し、かつ、第 ２号又は第 ３号に掲げる者のいずれかに該当す

る者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課

されている者とみなす。

　⑴�　令和 ７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和 8年度分の保険料の賦課

期日において本市に住所を有しない者を除く。）であって、令和 8年度分の地方税法の

規定による市町村民税の賦課期日において本市に住所を有するもの（同法第２94条第 ３
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項の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。）

　⑵�　地方税法第２95条第 1項第 ２号に掲げる者に該当し、かつ、令和 8年度分の同法の規

定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合のい

ずれかに該当するもの

　　ア�　令和 ７年中の給与等の収入金額が55万1,000円以上65万1,000円未満であり、かつ、

1３5万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額か

ら55万円を控除して得た額以下である場合

　　イ�　令和 ７年中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満であり、かつ、

1３5万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が10万円以下である場合

　　ウ�　令和 ７年中の給与等の収入金額が161万9,000円以上190万円未満であり、かつ、1３5

万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、65万円から、同年中の給与等の収

入金額から当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律（令和 ７年法

律第1３号）第 1条の規定による改正前の所得税法別表第 5（以下「別表第 5」とい

う。）の給与等の金額として、別表第 5により当該金額に応じて求めた別表第 5の給

与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合

　⑶�　地方税法第２95条第 1項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和 8年度分の同法の規

定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合のい

ずれかに該当するもの

　　ア�　令和 ７年中の給与等の収入金額が55万1,000円以上65万1,000円未満であり、かつ、

福岡市市税条例（昭和３6年福岡市条例第5３号）第14条の ２に規定する金額から同年の

合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から55万円を控除して

得た額以下である場合

　　イ�　令和 ７年中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満であり、かつ、

福岡市市税条例第14条の ２に規定する金額から同年の合計所得金額を控除して得た額

が10万円以下である場合

　　ウ�　令和 ７年中の給与等の収入金額が161万9,000円以上190万円未満であり、かつ、福

岡市市税条例第14条の ２に規定する金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、

65万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を別表第 5の給与

等の金額として、別表第 5により当該金額に応じて求めた別表第 5の給与所得控除後
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の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合

２ �　第 1号被保険者の令和 8年度における保険料率の算定についての第 9条第 1項の規定の

適用については、当該第 1号被保険者が前項第 1号に掲げる者に該当し、かつ、同項第 ２

号又は第 ３号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第 1号被保険者は、同年度分

の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

　（令和 8年度における普通徴収の特例）

第�1７条　令和 8年度の各納期において納付すべき保険料の納付額は、第1２条第 1項の規定に

かかわらず、市長が定める。

　（令和 8年度における保険料の減免に関する特例）

第�18条　附則第16条の規定により令和 8年度分の地方税法の規定による市町村民税が課され

ている者とみなされた者のうち令和 ７年度分の同法の規定による市町村民税が課されてい

ない者に係る第18条第 1項第 5号の規定による保険料の減免については、市長が特に認め

る場合は、同条第 ２項の規定は適用しない。

　　　附　則

　この条例は、令和 8年 4月 1日から施行する。
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　福岡市地方活力向上地域における本社機能の整備促進に関する条例の一部を改正する条例

をここに公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第25号

議案第69号

1

議案第69号

　　　�福岡市地方活力向上地域における本社機能の整備促進に関する条例の一部を改正する

条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 ８年 ２月２4日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、租税特別措置法の一部改正に係る国の動向に鑑み、本市にお

ける雇用機会の創出、事業機会の増大及び税源のかん養を図り、もって本市経済の活力の向

上及び豊かな市民生活の実現に寄与するため、認定事業者に対する市税の特例措置等の適用

期限を延長する必要があるによる。

　　　�福岡市地方活力向上地域における本社機能の整備促進に関する条例の一部を改正する

条例

　福岡市地方活力向上地域における本社機能の整備促進に関する条例（平成２８年福岡市条例

第61号）の一部を次のように改正する。

　附則第 ３項中「令和 ８年 ３月３1日」を「令和10年 ３ 月３1日」に改める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。
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　福岡市グリーンアジア国際戦略総合特区の推進に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第26号

議案第70号

1

議案第70号

　　　福岡市グリーンアジア国際戦略総合特区の推進に関する条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 ８年 ２月２4日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、租税特別措置法の一部改正に係る国の動向に鑑み、グリーン

アジア国際戦略総合特区の取組みを推進し、もって本市の経済社会の活力の向上及び持続的

発展に寄与するため、福岡市指定法人に対する市税の特例措置等の適用期限を延長する必要

があるによる。

　　　福岡市グリーンアジア国際戦略総合特区の推進に関する条例の一部を改正する条例

　福岡市グリーンアジア国際戦略総合特区の推進に関する条例（平成２4年福岡市条例第８5

号）の一部を次のように改正する。

　第 5条第 1項及び附則第 ２項中「令和 ８年 ３月３1日」を「令和10年 ３ 月３1日」に改める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。
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　福岡市グローバル創業・雇用創出特区の推進に関する条例の一部を改正する条例をここに

公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第27号

議案第71号

1

議案第71号

　　　福岡市グローバル創業・雇用創出特区の推進に関する条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 ８年 ２月２4日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、租税特別措置法の一部改正に係る国の動向に鑑み、福岡市グ

ローバル創業・雇用創出特区の取組みを推進し、もって本市の経済の活性化を図るため、福

岡市指定法人に対する市税の特例措置等の適用期限を延長する必要があるによる。

　　　福岡市グローバル創業・雇用創出特区の推進に関する条例の一部を改正する条例

　福岡市グローバル創業・雇用創出特区の推進に関する条例（平成２８年福岡市条例第60号）

の一部を次のように改正する。

　附則第 ２項中「令和 ８年 ３月３1日」を「令和10年 ３ 月３1日」に改める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。
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　福岡市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第28号

議案第72号

1

議案第72号

　　　福岡市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 ８年 2月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、卸売市場法の一部改正に伴い、中央卸売市場において取り扱

う指定飲食料品等の公表等について定める必要があるによる。

　　　福岡市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例

　福岡市中央卸売市場業務条例（昭和46年福岡市条例第59号）の一部を次のように改正する。

　第 6条に次の 1項を加える。

３ �　市長は、第 1項の取扱品目に食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者によ

る事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律（平成 ３年法律第59号。以下

「食品等持続的供給法」という。）第42条第 1項に規定する指定飲食料品等が含まれると

きは、当該指定飲食料品等（市場において取扱予定がないものを除く。）を公表するもの

とする。

　第51条に次の 1項を加える。

３　市長は、次に掲げる事項を公表するものとする。

　⑴�　第 6条第 ３項の規定により公表された指定飲食料品等に係る食品等持続的供給法第42

条第 1項第 1号に規定する指標

　⑵　食品等持続的供給法第３6条各号に掲げる措置の内容

　　　附　則

　この条例は、令和 ８年 4月 1日から施行する。
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　博多港港湾施設管理条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第29号

議案第73号

1

議案第73号

　　　博多港港湾施設管理条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 ８年 ２月２4日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、須崎ふ頭に港湾施設として陸上電力供給施設を設置すること

に伴い、その使用料の額を定める必要があるによる。

　　　博多港港湾施設管理条例の一部を改正する条例

　博多港港湾施設管理条例（昭和39年福岡市条例第7８号）の一部を次のように改正する。

　別表第 1　 ６　船舶役務用施設の表に次のように加える。

陸 上 電 力

供 給 施 設

須崎ふ頭

　専用利用 1月までごとに� 17６,000円

　　　附　則

　この条例は、令和 ８年 4月 1日から施行する。
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　福岡市都市景観条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第30号

議案第74号

1

議案第74号

　　　福岡市都市景観条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 ８年 ２月２4日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、市の施策の方向性を明確化するとともに、総合的かつ一体的

に施策の推進を図るため、福岡市都市景観形成基本計画及び福岡市景観計画を統合すること

に伴い、所要の改正を行う必要があるによる。

　　　福岡市都市景観条例の一部を改正する条例

　福岡市都市景観条例（昭和6２年福岡市条例第２８号）の一部を次のように改正する。

　第 4条を次のように改める。

第 4条　削除

​　第 ５条及び第1２条第 1項中「都市景観形成基本計画及び」を削る。

　　　附　則

　この条例は、令和 ８年 4月 1日から施行する。
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　福岡市屋外広告物条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第31号

議案第75号

1

議案第75号

　　　福岡市屋外広告物条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 ８年 ２月２4日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、良好な景観を形成するため、市内を走行する全ての広告宣伝

用自動車に係る広告物等を許可制度の対象とするとともに、自動車の外面を利用する広告物

等について面積に係る規格を定める必要があるによる。

　　　福岡市屋外広告物条例の一部を改正する条例

　福岡市屋外広告物条例（昭和47年福岡市条例第60号）の一部を次のように改正する。

　第 6条第 ２項第 5号中「及び」を「又は」に改め、同号を同項第 6号とし、同項第 4号の

次に次の 1号を加える。

　⑸�　道路運送車両法（昭和２6年法律第1８5号）に基づく登録を受けた自動車で、当該登録

に係る使用の本拠の位置が市域に存しないもの（広告宣伝用自動車（自動車検査証に車

体の形状（道路運送車両法施行規則（昭和２6年運輸省令第74号）第35条の 3第 1項第 7

号に規定する車体の形状をいう。）として放送宣伝と記載されている自動車をいう。）

を除く。）の外面を利用する広告物又はこれの掲出物件

　第 ９条第 3項中「前 ２項」を「前 3項」に改め、同項を同条第 4項とし、同条第 ２項中

「前項の」を「前 ２項の」に、「前項各号」を「第 1項各号」に改め、同項を同条第 3項と

し、同条第 1項の次に次の 1項を加える。

２ �　自動車の外面を利用する広告物又は掲出物件については、前項に規定する規格によるほ

か、一車両に表示し、又は設置する面積の合計は、２0平方メートル以内とする。ただし、

市の良好な景観の形成に資する者として市長が認める者が表示し、又は設置する広告物又

は掲出物件にあつては、この限りでない。

　第 ９条の ２第 1項中「又は第 ２項」を「から第 3項まで」に改める。
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議案第75号

２

　第２4条第 1号中「第 ９条第 ２項」を「第 ９条第 3項」に改め、同条第 ２号中「第 ２項」を

「第 3項」に改める。

　第4２条第 4号中「又は第 ２項」を「から第 3項まで」に改め、同条第 5号中「第 ９条第 ２

項」を「第 ９条第 3項」に改め、同条第 6号中「第 ９条第 3項」を「第 ９条第 4項」に改め

る。

　　　附　則

　（施行期日）

1　この条例は、令和 ８年10月 1 日から施行する。

　（経過措置）

２ �　この条例の公布の日前に表示又は設置の許可（許可の更新を含む。）の申請がされた広

告物又は掲出物件で、その表示又は設置の面積がこの条例による改正後の福岡市屋外広告

物条例第 ９条第 ２項の規定に適合しないものについては、当該許可の期間が満了するまで

の間は、なお従前の例による。
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　福岡市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布

する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第32号

議案第76号

1

議案第76号

　　　福岡市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 ８年 ２月２4日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、本市における自動車等の駐車需要の変化に対処するため、共

同住宅における荷さばきのための駐車施設の附置に係る規定及び既存建築物に附置された駐

車施設に収容すべき自動車の台数等の特例について定める等の必要があるによる。

　　　福岡市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例

　福岡市建築物における駐車施設の附置等に関する条例（昭和47年福岡市条例第55号）の一

部を次のように改正する。

　第 ３条第 1項の表駐車場整備地区等の部建築物の全部又は一部を特定用途に供するものの

項中「を特定用途」の次に「（法第２0条第 1項に規定する特定用途をいう。以下同じ。）

（共同住宅を除く。）」を、「「特定部分」という。）」の次に「（共同住宅の用途に供す

る部分を除く。）」を、「同じ。）と」の次に「共同住宅の用途及び」を加え、「（以下

「非特定部分」という。）」を削り、同部建築物の全部を非特定用途に供するものの項中

「全部を」の次に「共同住宅の用途及び」を加え、同表周辺地区又は自動車ふくそう地区の

項中「特定用途」の次に「（共同住宅を除く。）」を、「特定部分」の次に「（共同住宅の

用途に供する部分を除く。）」を加え、同表備考中「非特定部分」を「共同住宅の用途及び

非特定用途に供する部分」に改め、同条第 ２項中「特定部分」の次に「（共同住宅の用途に

供する部分を除く。）」を加える。

　第 ３条の ２第 1項の表（い）の欄中「特定用途」の次に「（共同住宅を除く。）」を加え、

同表（う）の欄中「店舗の用に供する部分の」を「店舗の用途に供する部分の」に、「店舗

の用に供する部分を」を「店舗及び共同住宅の用途に供する部分を」に改め、同条第 ２項中

「特定部分」の次に「（共同住宅の用途に供する部分を除く。）」を加える。
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議案第76号

２

　第 4条第 1項の表（あ）の欄中「特定用途」の次に「（共同住宅を除く。）」を加え、同

表（い）の欄及び（う）の欄中「特定部分」の次に「（共同住宅の用途に供する部分を除

く。）」を加え、同条第 ２項中「特定部分」の次に「（共同住宅の用途に供する部分を除

く。）」を加え、同条に次の 1項を加える。

３ �　商業地域内において、共同住宅の用途に供する部分の延べ面積が２,000平方メートルを

超え、かつ、共同住宅の戸数が50戸を超える建築物を新築しようとする者は、共同住宅の

戸数に対して100戸までごとに 1台以上の自動車を収容することができる荷さばきのため

の駐車施設を建築物又は建築物の敷地内に設けるよう努めなければならない。

　第 5条中「前条」を「前条第 1項若しくは第 ２項」に、「台数は」を「台数又は同条第 ３

項の規定により設けるよう努めなければならない荷さばきのための駐車施設に収容すべき自

動車の台数は」に改める。

　第 5条の ２中「自動二輪車の台数」の次に「を超える台数の自動二輪車を収容することが

できる駐車施設を設ける場合には、当該超える台数」を加える。

　第 7条第 ２項中「車いす利用者」を「車椅子利用者」に改め、同項第 1号中「場合　当

該」を「場合であつて、当該」に、「に100分の 1」を「が２00台以下のとき　当該収容すべ

き自動車の台数に100分の ２」に改め、同項中第 ２号を第 ３号とし、第 1号の次に次の 1号

を加える。

　⑵�　当該建築物を新築しようとする場合であつて、当該建築物の駐車施設に収容すべき自

動車の台数が２00台を超えるとき　当該収容すべき自動車の台数に100分の 1を乗じて得

た台数（当該台数に 1未満の端数があるときは、当該端数を切り上げて得た台数）に ２

を加えた台数

　第 7条第 4項中「第 4条」を「第 4条第 1項若しくは第 ２項」に改め、「駐車施設」の次

に「又は同条第 ３項の規定により設けるよう努めなければならない荷さばきのための駐車施

設」を加える。

　第 ８条第 ２項中「第 4条」を「第 4条第 1項若しくは第 ２項」に、「駐車施設の整備」を

「駐車施設又は同条第 ３項の規定により設けるよう努めなければならない荷さばきのための

駐車施設の整備」に改める。

　第10条の次に次の 1条を加える。

　（既存建築物における駐車施設等）
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議案第76号

３

第�10条の ２　第 ３条から第 4条まで又は第 ８条から第 ８条の ３までの規定により設けられた

駐車施設の所有者又は管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該駐車施設に

収容すべき自動車又は自動二輪車の台数について、必要とされる台数を確保した上で、当

該駐車施設に収容すべき自動車又は自動二輪車の台数を減じ、又は当該駐車施設の全部若

しくは一部の位置を変更することができる。

　⑴�　駐車施設の利用状況に応じて、設けた駐車施設と異なる規模の駐車施設（自転車の安

全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律（昭和55年法律第８7

号）第 ２条第 ２号に規定する自転車等の駐車のための施設を含む。）を設けるために、

市長が定める範囲で、駐車施設に収容すべき自動車又は自動二輪車の台数を減じる場合

　⑵�　前号に定めるもののほか、市長が当該駐車施設に収容すべき自動車又は自動二輪車の

台数を減じ、又は当該駐車施設の全部若しくは一部の位置を変更することに支障がない

と認める場合

２ �　前項の適用を受ける場合は、あらかじめ規則で定めるところにより市長に届け出なけれ

ばならない。

３ �　第 1項の適用を受けた駐車施設については、前条の規定を準用する。

　第1２条中「第 4条」の次に「（第 ３項を除く。）」を加える。

　　　附　則

　（施行期日）

1　この条例は、令和 ８年 4月 1日から施行する。

　（適用区分）

２ �　この条例による改正後の福岡市建築物における駐車施設の附置等に関する条例（以下

「改正後の条例」という。）第 5条の ２並びに第 7条第 ２項第 1号及び第 ２号の規定は、

この条例の施行の日から起算して 6月を経過した日以後に新築、増築又は特定部分（改正

後の条例第 ３条第 1項の表駐車場整備地区等の部建築物の全部又は一部を特定用途（法第

２0条第 1項に規定する特定用途をいう。以下同じ。）（共同住宅を除く。）に供するもの

の項に規定する特定部分をいう。以下同じ。）（共同住宅の用途に供する部分を除く。）

の延べ面積の増加を伴う用途変更（改正後の条例第 ３条第 ２項に規定する用途変更をい

う。以下同じ。）のための大規模の修繕等（同項に規定する大規模の修繕等をいう。以下

同じ。）の工事に着手した建築物について適用し、同日前に新築、増築又は特定部分の延
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議案第76号

4

べ面積の増加を伴う用途変更のための大規模の修繕等の工事に着手した建築物については、

なお従前の例による。
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　福岡市自転車等駐車場の附置及び建設奨励に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第33号

議案第77号

1

議案第77号

　　　福岡市自転車等駐車場の附置及び建設奨励に関する条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 ８年 ２月２4日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、本市における自転車等の駐車需要の変化に対処するため、複

数の施設に係る自転車等の駐車場の設置に関する特例の要件を緩和する等の必要があるによ

る。

　　　福岡市自転車等駐車場の附置及び建設奨励に関する条例の一部を改正する条例

　福岡市自転車等駐車場の附置及び建設奨励に関する条例（昭和57年福岡市条例第２5号）の

一部を次のように改正する。

　第 ９条の ２第 1項中「設置しなければならない」の次に「施設を含む」を加え、「（同一

の街区内に存するものに限る。以下この項において同じ。）」を削り、「及びその敷地の外

（当該 ２以上の施設が存する街区内に限る。次項及び第 ３項において同じ。）に」を「若し

くはその敷地内又はその敷地の外に一団として」に改める。

　第10条を同条第 ２項とし、同条に第 1項として次の 1項を加える。

　�　建築基準法第８5条に規定する仮設建築物を新築し、増築し、又は当該仮設建築物の用途

を変更しようとする者については、この条例の規定は適用しない。

　　　附　則

　この条例は、令和 ８年 4月 1日から施行する。
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　福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例等の一部を改正する条例をここ

に公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第34号

議案第78号

1

議案第78号

　　　福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例等の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 8年 ２月２4日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、市長事務部局の職員について、配偶者に係る扶養手当を廃止

するとともに、定年前再任用短時間勤務職員等に対して住居手当を支給することに鑑み、水

道局企業職員についても、これに準じた改正を行う必要があるによる。

　　　福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例等の一部を改正する条例

　（福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正）

第�1 条　福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和２8年福岡市条例第

17号）の一部を次のように改正する。

　�　第 4条第 1項ただし書中「次項第 1号及び第 ３号から第 7号まで」を「次項第 ２号から

第 ６号まで」に改め、同条第 ２項中第 1号を削り、第 ２号を第 1号とし、第 ３号から第 7

号までを 1号ずつ繰り上げる。

　�　第 4条の ３第 ２号中「配偶者」の次に「（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含む。同条において同じ。）」を加える。

　　第２0条第 1項中「、第 4条の ３」を削る。

　�（福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例の一部

改正）

第 ２条　福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例

　（令和 4年福岡市条例第4６号）の一部を次のように改正する。

　　附則第 ２項中「、第 4条の ３」を削る。

　　　附　則

　（施行期日）
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議案第78号

２

1 　この条例は、令和 8年 4月 1日から施行する。

　（令和 ９年 ３月３1日までの間における扶養手当に関する経過措置）

２ �　この条例の施行の日から令和 ９年 ３月３1日までの間における第 1条の規定による改正後

の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第 4条の規定の適用について

は、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句に読み替えるものとする。

第 4条第 1項ただし書 、支給しない 支給せず、次項第 7号に該当す
る扶養親族に係る扶養手当は、
同表 7級以上に相当する職務の
級にある職員に対しては支給し
ない

第 4条第 ２項 ⑹�　民法（明治２９年法律第8９
号）第877条第 ２項の規定に
より家庭裁判所の決定を受
けた者（２２歳に達した日以
後の最初の ３月３1日を超え
６0歳未満の者であつて重度
心身障がい者でないものを
除く。）

⑹�　民法（明治２９年法律第8９
号）第877条第 ２項の規定に
より家庭裁判所の決定を受け
た者（２２歳に達した日以後の
最初の ３月３1日を超え６0歳未
満の者であつて重度心身障が
い者でないものを除く。）
⑺�　配偶者（届出をしないが事
実上婚姻関係と同様の事情に
ある者を含む。）
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　福岡市水道給水条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第35号

議案第79号

1

議案第79号

　　　福岡市水道給水条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 ８年 ２月２4日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、災害その他非常の場合における給水装置工事の適正な実施を

図るため、当該工事を施工させることができる者の範囲を拡大する必要があるによる。

　　　福岡市水道給水条例の一部を改正する条例

　福岡市水道給水条例（平成1２年福岡市条例第２7号）の一部を次のように改正する。

　第２5条第 1項に次のただし書を加える。

　�　ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の水道事業者（法第 ３条第 5項に

規定する水道事業者をいう。以下この項において同じ。）又は他の水道事業者が法第16条

の ２第 1項の指定をした者に給水装置工事を施工させる必要があると認めるときは、この

限りでない。

　　　附　則

　この条例は、令和 ８年 4月 1日から施行する。
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　福岡市交通局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例等の一部を改正する条例をここ

に公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第36号

議案第80号

1

議案第80号

　　　福岡市交通局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例等の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 8年 ２月２4日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、市長事務部局の職員について、配偶者に係る扶養手当を廃止

するとともに、定年前再任用短時間勤務職員等に対して住居手当を支給することに鑑み、交

通局企業職員についても、これに準じた改正を行う必要があるによる。

　　　福岡市交通局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例等の一部を改正する条例

　（福岡市交通局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正）

第�1 条　福岡市交通局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和49年福岡市条例第

80号）の一部を次のように改正する。

　�　第 4条第 1項ただし書中「次項第 1号及び第 ３号から第 ７号まで」を「次項第 ２号から

第 ６号まで」に改め、同条第 ２項中第 1号を削り、第 ２号を第 1号とし、第 ３号から第 ７

号までを 1号ずつ繰り上げる。

　�　第 ６条第 ２号中「配偶者」の次に「（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。同条において同じ。）」を加える。

　　第19条第 1項中「、第 ６条」を削る。

　�（福岡市交通局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例の一部

改正）

第�２ 条　福岡市交通局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例

（令和 4年福岡市条例第4７号）の一部を次のように改正する。

　　附則第 ２項中「、第 ６条」を削る。

　　　附　則

　（施行期日）
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議案第80号

２

1 　この条例は、令和 8年 4月 1日から施行する。

　（令和 9年 ３月３1日までの間における扶養手当に関する経過措置）

２ �　この条例の施行の日から令和 9年 ３月３1日までの間における第 1条の規定による改正後

の福岡市交通局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第 4条の規定の適用について

は、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句に読み替えるものとする。

第 4条第 1項ただし書 、支給しない 支給せず、次項第 ７号に該当す
る扶養親族に係る扶養手当は、
同表 ７級以上に相当する職務の
級にある職員に対しては支給し
ない

第 4条第 ２項 ⑹�　民法（明治２9年法律第89
号）第8７７条第 ２項の規定に
より家庭裁判所の決定を受
けた者（２２歳に達した日以
後の最初の ３月３1日を超え
６0歳未満の者であつて重度
心身障がい者でないものを
除く。）

⑹�　民法（明治２9年法律第89
号）第8７７条第 ２項の規定に
より家庭裁判所の決定を受け
た者（２２歳に達した日以後の
最初の ３月３1日を超え６0歳未
満の者であつて重度心身障が
い者でないものを除く。）
⑺�　配偶者（届出をしないが事
実上婚姻関係と同様の事情に
ある者を含む。）
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　福岡市立高等学校条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第37号

議案第81号

1

議案第81号

　　　�福岡市立高等学校条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 8年 ２月２4日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、社会状況の変化を踏まえ、福岡女子高等学校の学科を改編し、

共学化することに伴い、その名称を改める必要があるによる。

　　　�福岡市立高等学校条例の一部を改正する条例

　福岡市立高等学校条例（昭和39年福岡市条例第89号）の一部を次のように改正する。

　別表第 1中「福岡市立福岡女子高等学校」を「福岡市立福岡共創高等学校」に改める。

　　　附　則

　この条例は、令和 9年 4月 1日から施行する。
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　福岡市立学校施設使用料条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第38号

議案第82号

1

議案第82号

　　　福岡市立学校施設使用料条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 8年 2月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、地域活動等における市立学校の講堂兼体育館の使用に際して

空調設備の利用を伴う場合の使用料の額を定める必要があるによる。

　　　福岡市立学校施設使用料条例の一部を改正する条例

　福岡市立学校施設使用料条例（昭和23年福岡市条例第 ９号）の一部を次のように改正する。

　別表中備考以外の部分を次のように改める。

別表

種　別 単　位
金　　額

一般 公共

講堂兼体育館

1時間につき

円
250　

円
150　

柔剣道場 150　 100　

教室 100　 50　

校庭 200　 100　

　別表備考中第 3項を第 4項とし、第 2項を第 3項とし、第 1項を第 2項とし、同項の前に

次の 1項を加える。

　　 1 �　空調設備の利用を伴う場合の講堂兼体育館の使用料の額は、当該利用の時間 1時間

につきこの表に掲げる使用料の額に350円を加算した額とする。

　　　附　則

　この条例は、令和 8年 4月 1日から施行する。
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　福岡市立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第39号

議案第83号

1

議案第83号

　　　福岡市立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 8年 ２月２4日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、人事委員会の勧告等に鑑み教育職員の給料月額の改定等を行

うとともに、教育職員の処遇の改善を図るため部活動の指導に係る特殊勤務手当の額の改定

を行う必要があるによる。

　　　福岡市立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

　福岡市立学校職員の給与に関する条例（昭和２9年福岡市条例第1２号）の一部を次のように

改正する。

　第 ７条第 ２項第 4号中「２,７00円」を「3,900円」に改める。

　別表第 1を次のように改める。
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議案第83号

２

別表第 1　給料表

　 1　教育職給料表⑴

職員の
区分 　

職務の級 1　　級 ２　　級 3　　級 4　　級 ５　　級

号　　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円　 円　 円　 円　 円　
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

1 ２1２,900 ２５9,800 33２,５00 389,400 464,７00
２ ２1５,300 ２61,２00 334,300 390,900 466,５00
3 ２1７,600 ２6２,600 336,100 39２,300 468,300
4 ２19,900 ２64,000 33７,800 393,７00 4７0,100

５ ２２２,100 ２6５,400 339,400 39５,100 4７1,800
6 ２２4,400 ２66,600 341,300 396,５00 4７3,５00
７ ２２6,600 ２6７,800 343,２00 398,000 4７５,400
8 ２２8,800 ２69,000 34５,000 399,400 4７７,２00

9 ２31,000 ２７0,300 346,800 400,７00 4７8,900
10 ２33,２00 ２７1,400 348,800 40２,100 480,５00
11 ２3５,400 ２７２,５00 3５0,600 403,600 48２,100
1２ ２3７,600 ２７3,７00 3５２,300 40５,100 483,600

13 ２39,800 ２７５,000 3５4,000 406,400 48５,100
14 ２41,900 ２７6,７00 3５５,７00 40７,900 486,400
1５ ２44,000 ２７8,400 3５７,２00 409,400 48７,800
16 ２46,100 ２80,100 3５8,800 410,900 489,100

1７ ２48,２00 ２81,800 360,400 41２,300 490,300
18 ２５0,000 ２83,800 361,７00 413,900 490,900
19 ２５1,７00 ２86,000 36２,900 41５,５00 491,５00
２0 ２５3,400 ２88,２00 364,000 41７,000 49２,２00

２1 ２５５,100 ２90,400 36５,300 418,２00 49２,800
２２ ２５6,400 ２9２,600 366,900 419,600 493,400
２3 ２５７,７00 ２94,800 368,５00 4２1,000 494,000
２4 ２５8,900 ２96,900 3７0,000 4２２,300 494,600

２５ ２60,100 ２98,900 3７1,400 4２3,900 49５,２00
２6 ２61,300 300,800 3７3,000 4２５,300 49５,800
２７ ２6２,５00 30２,７00 3７4,５00 4２6,600 496,300
２8 ２63,７00 304,５00 3７6,000 4２8,000 496,800

２9 ２64,800 306,300 3７７,５00 4２9,400 49７,300
30 ２6５,800 308,２00 3７9,100 430,７00 49７,800
31 ２66,900 310,000 380,７00 43２,２00 498,300
3２ ２6７,900 311,７00 38２,２00 433,７00 498,７00

33 ２69,000 313,400 383,７00 43５,300 499,100
34 ２７0,100 31５,２00 38５,300 436,７00
3５ ２７1,300 316,900 386,800 438,300
36 ２７２,600 318,５00 388,300 439,800

3７ ２７3,800 3２0,100 389,800 441,５00
38 ２７4,900 3２1,800 391,300 443,000
39 ２７6,100 3２3,600 39２,800 444,600
40 ２７７,２00 3２５,300 394,２00 446,２00

41 ２７8,５00 3２6,600 39５,５00 44７,７00
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4２ ２７9,５00 3２8,５00 39７,000 449,２00
43 ２80,５00 330,300 398,400 4５0,400
44 ２81,400 33２,000 399,800 4５1,600

4５ ２8２,000 333,600 401,300 4５２,800
46 ２8２,800 33５,５00 40２,900 4５4,100
4７ ２83,600 33７,２00 404,５00 4５５,300
48 ２84,400 338,900 40５,900 4５6,５00

49 ２8５,100 340,600 40７,100 4５７,600
５0 ２8５,900 34２,300 408,５00 4５8,800
５1 ２86,600 344,000 409,900 460,000
５２ ２8７,400 34５,７00 411,２00 461,２00

５3 ２88,２00 34７,400 41２,400 46２,400
５4 ２89,000 348,７00 413,600 463,600
５５ ２89,７00 3５0,000 414,900 464,800
５6 ２90,５00 3５1,300 416,２00 466,000

５７ ２91,２00 3５２,800 41７,５00 46７,100
５8 ２91,800 3５4,400 418,800 46７,７00
５9 ２9２,600 3５５,900 4２0,２00 468,２00
60 ２93,400 3５７,５00 4２1,400 468,７00

61 ２94,100 3５8,900 4２２,600 469,２00
6２ ２94,７00 360,５00 4２4,000 469,７00
63 ２9５,５00 36２,100 4２５,400 4７0,２00
64 ２96,100 363,５00 4２6,７00 4７0,７00

6５ ２9７,100 36５,000 4２７,900 4７1,100
66 ２9７,900 366,600 4２9,100 4７1,600
6７ ２98,600 368,２00 430,400 4７２,000
68 ２99,300 369,７00 431,800 4７２,400

69 ２99,900 3７1,２00 433,100 4７２,800
７0 300,600 3７２,800 434,300 4７3,２00
７1 301,300 3７4,300 43５,300 4７3,600
７２ 30２,000 3７５,800 436,５00 4７4,000

７3 30２,７00 3７７,300 43７,７00 4７4,300
７4 303,400 3７8,900 438,800
７５ 304,100 380,５00 440,000
７6 304,600 38２,000 441,000

７７ 30５,２00 383,400 44２,100
７8 30５,800 384,800 443,100
７9 306,５00 386,２00 444,100
80 30７,100 38７,５00 44５,100

81 30７,600 388,800 446,000
8２ 308,２00 390,２00 446,800
83 308,900 391,５00 44７,600
84 309,600 39２,800 448,400

8５ 310,２00 393,900 449,100
86 311,000 39５,300 449,５00
8７ 311,７00 396,600 449,900
88 31２,300 39７,900 4５0,300

89 313,000 399,100 4５0,７00
90 313,800 400,400 4５1,000
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91 314,600 401,５00 4５1,300
9２ 31５,400 40２,７00 4５1,５00

93 31５,900 403,900 4５1,800
94 316,７00 40５,000 4５２,100
9５ 31７,５00 406,２00 4５２,400
96 318,300 40７,400 4５２,600

9７ 318,900 408,800 4５２,800
98 319,600 409,800 4５3,100
99 3２0,400 410,800 4５3,400
100 3２1,100 411,800 4５3,600

101 3２1,900 41２,７00 4５3,800
10２ 3２２,７00 413,７00 4５4,100
103 3２3,600 414,800 4５4,400
104 3２4,400 41５,900 4５4,600

10５ 3２５,000 416,600 4５4,800
106 3２５,800 41７,５00 4５５,100
10７ 3２6,600 418,400 4５５,400
108 3２７,400 419,300 4５５,600

109 3２8,100 4２0,100 4５５,800
110 3２8,５00 4２0,900
111 3２8,800 4２1,７00
11２ 3２9,300 4２２,５00

113 3２9,800 4２3,100
114 330,２00 4２3,800
11５ 330,600 4２4,５00
116 331,000 4２５,２00

11７ 331,５00 4２５,800
118 33２,000 4２6,300
119 33２,400 4２6,600
1２0 33２,900 4２6,900

1２1 333,400 4２７,２00
1２２ 333,800 4２７,５00
1２3 334,２00 4２７,800
1２4 334,７00 4２8,000

1２５ 33５,２00 4２8,２00
1２6 33５,５00 4２8,５00
1２７ 33５,800 4２8,800
1２8 336,100 4２9,000

1２9 336,300 4２9,２00
130 336,600 4２9,５00
131 336,900 4２9,800
13２ 33７,100 430,000

133 33７,300 430,２00
134 33７,５00 430,５00
13５ 33７,７00 430,800
136 338,000 431,000

13７ 338,300 431,２00
138 338,５00 431,５00
139 338,800 431,800
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140 339,100 43２,000

141 339,300 43２,２00
14２ 339,５00 43２,５00
143 339,800 43２,800
144 340,000 433,000

14５ 340,300 433,２00
146 340,５00 433,５00
14７ 340,800 433,800
148 341,100 434,000

149 341,300 434,２00
1５0 341,５00 434,５00
1５1 341,800 434,800
1５２ 34２,100 43５,000

1５3 34２,300 43５,２00
1５4 34２,600
1５５ 34２,900
1５6 343,100

1５７ 343,300
1５8 343,600
1５9 343,900
160 344,100

161 344,300
16２ 344,600
163 344,900
164 34５,100

16５ 34５,300
166 34５,600
16７ 34５,900
168 346,100

169 346,300
1７0 346,600
1７1 346,900
1７２ 34７,100

1７3 34７,300
1７4 34７,600
1７５ 34７,900
1７6 348,100

1７７ 348,300
定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員　

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円
２4７,２00

円
２88,900

円
319,100

円
348,２00

円
436,000

備考　 1 �　この表は、高等学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、

教諭、養護教諭、講師、助教諭、養護助教諭及び実習助手並びに特別支援学校
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に勤務する実習助手並びに人事委員会規則で定める職員に適用する。

　　　 ２ �　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が 4級である職員の給料月

額はこの表の額に11,５00円を、 ５級である職員の給料月額はこの表の額に3,800

円をそれぞれ加算した額とする。

　 ２　削除

　 3　教育職給料表⑶

職員の
区分 　

職務の級 1　　級 ２　　級 3　　級 4　　級 ５　　級

号　　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円　 円　 円　 円　 円　
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

1 ２1２,900 ２５9,800 33２,５00 389,400 464,７00
２ ２1５,300 ２61,２00 334,300 390,900 466,５00
3 ２1７,600 ２6２,600 336,100 39２,300 468,300
4 ２19,900 ２64,000 33７,800 393,７00 4７0,100

５ ２２２,100 ２6５,400 339,400 39５,100 4７1,800
6 ２２4,400 ２66,600 341,300 396,５00 4７3,５00
７ ２２6,600 ２6７,800 343,２00 398,000 4７５,400
8 ２２8,800 ２69,000 34５,000 399,400 4７７,２00

9 ２31,000 ２７0,300 346,800 400,７00 4７8,900
10 ２33,２00 ２７1,400 348,800 40２,100 480,５00
11 ２3５,400 ２７２,５00 3５0,600 403,600 48２,100
1２ ２3７,600 ２７3,７00 3５２,300 40５,100 483,600

13 ２39,800 ２７５,000 3５4,000 406,400 48５,100
14 ２41,900 ２７6,７00 3５５,７00 40７,900 486,400
1５ ２44,000 ２７8,400 3５７,２00 409,400 48７,800
16 ２46,100 ２80,100 3５8,800 410,900 489,100

1７ ２48,２00 ２81,800 360,400 41２,300 490,300
18 ２５0,000 ２83,800 361,７00 413,900 490,900
19 ２５1,７00 ２86,000 36２,900 41５,５00 491,５00
２0 ２５3,400 ２88,２00 364,000 41７,000 49２,２00

２1 ２５５,100 ２90,400 36５,300 418,２00 49２,800
２２ ２５6,400 ２9２,600 366,900 419,600 493,400
２3 ２５７,７00 ２94,800 368,５00 4２1,000 494,000
２4 ２５8,900 ２96,900 3７0,000 4２２,300 494,600

２５ ２60,100 ２98,900 3７1,400 4２3,900 49５,２00
２6 ２61,300 300,800 3７3,000 4２５,300 49５,800
２７ ２6２,５00 30２,７00 3７4,５00 4２6,600 496,300
２8 ２63,７00 304,５00 3７6,000 4２8,000 496,800

２9 ２64,800 306,300 3７７,５00 4２9,400 49７,300
30 ２6５,800 308,２00 3７9,100 430,７00 49７,800
31 ２66,900 310,000 380,７00 43２,２00 498,300
3２ ２6７,900 311,７00 38２,２00 433,７00 498,７00

33 ２69,000 313,400 383,７00 43５,300 499,100
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34 ２７0,100 31５,２00 38５,300 436,７00
3５ ２７1,300 316,900 386,800 438,300
36 ２７２,600 318,５00 388,300 439,800

3７ ２７3,800 3２0,100 389,800 441,５00
38 ２７4,900 3２1,800 391,300 443,000
39 ２７6,100 3２3,600 39２,800 444,600
40 ２７７,２00 3２５,300 394,２00 446,２00

41 ２７8,５00 3２6,600 39５,５00 44７,７00
4２ ２７9,５00 3２8,５00 39７,000 449,２00
43 ２80,５00 330,300 398,400 4５0,400
44 ２81,400 33２,000 399,800 4５1,600

4５ ２8２,000 333,600 401,300 4５２,800
46 ２8２,800 33５,５00 40２,900 4５4,100
4７ ２83,600 33７,２00 404,５00 4５５,300
48 ２84,400 338,900 40５,900 4５6,５00

49 ２8５,100 340,600 40７,100 4５７,600
５0 ２8５,900 34２,300 408,５00 4５8,800
５1 ２86,600 344,000 409,900 460,000
５２ ２8７,400 34５,７00 411,２00 461,２00

５3 ２88,２00 34７,400 41２,400 46２,400
５4 ２89,000 348,７00 413,600 463,600
５５ ２89,７00 3５0,000 414,900 464,800
５6 ２90,５00 3５1,300 416,２00 466,000

５７ ２91,２00 3５２,800 41７,５00 46７,100
５8 ２91,800 3５4,400 418,800 46７,７00
５9 ２9２,600 3５５,900 4２0,２00 468,２00
60 ２93,400 3５７,５00 4２1,400 468,７00

61 ２94,100 3５8,900 4２２,600 469,２00
6２ ２94,７00 360,５00 4２4,000 469,７00
63 ２9５,５00 36２,100 4２５,400 4７0,２00
64 ２96,100 363,５00 4２6,７00 4７0,７00

6５ ２9７,100 36５,000 4２７,900 4７1,100
66 ２9７,900 366,600 4２9,100 4７1,600
6７ ２98,600 368,２00 430,400 4７２,000
68 ２99,300 369,７00 431,800 4７２,400

69 ２99,900 3７1,２00 433,100 4７２,800
７0 300,600 3７２,800 434,300 4７3,２00
７1 301,300 3７4,300 43５,300 4７3,600
７２ 30２,000 3７５,800 436,５00 4７4,000

７3 30２,７00 3７７,300 43７,７00 4７4,300
７4 303,400 3７8,900 438,800
７５ 304,100 380,５00 440,000
７6 304,600 38２,000 441,000

７７ 30５,２00 383,400 44２,100
７8 30５,800 384,800 443,100
７9 306,５00 386,２00 444,100
80 30７,100 38７,５00 44５,100

81 30７,600 388,800 446,000
8２ 308,２00 390,２00 446,800
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83 308,900 391,５00 44７,600
84 309,600 39２,800 448,400

8５ 310,２00 393,900 449,100
86 311,000 39５,300 449,５00
8７ 311,７00 396,600 449,900
88 31２,300 39７,900 4５0,300

89 313,000 399,100 4５0,７00
90 313,800 400,400 4５1,000
91 314,600 401,５00 4５1,300
9２ 31５,400 40２,７00 4５1,５00

93 31５,900 403,900 4５1,800
94 316,７00 40５,000 4５２,100
9５ 31７,５00 406,２00 4５２,400
96 318,300 40７,400 4５２,600

9７ 318,900 408,800 4５２,800
98 319,600 409,800 4５3,100
99 3２0,400 410,800 4５3,400
100 3２1,100 411,800 4５3,600

101 3２1,900 41２,７00 4５3,800
10２ 3２２,７00 413,７00 4５4,100
103 3２3,600 414,800 4５4,400
104 3２4,400 41５,900 4５4,600

10５ 3２５,000 416,600 4５4,800
106 3２５,800 41７,５00 4５５,100
10７ 3２6,600 418,400 4５５,400
108 3２７,400 419,300 4５５,600

109 3２8,100 4２0,100 4５５,800
110 3２8,５00 4２0,900
111 3２8,800 4２1,７00
11２ 3２9,300 4２２,５00

113 3２9,800 4２3,100
114 330,２00 4２3,800
11５ 330,600 4２4,５00
116 331,000 4２５,２00

11７ 331,５00 4２５,800
118 33２,000 4２6,300
119 33２,400 4２6,600
1２0 33２,900 4２6,900

1２1 333,400 4２７,２00
1２２ 333,800 4２７,５00
1２3 334,２00 4２７,800
1２4 334,７00 4２8,000

1２５ 33５,２00 4２8,２00
1２6 33５,５00 4２8,５00
1２７ 33５,800 4２8,800
1２8 336,100 4２9,000

1２9 336,300 4２9,２00
130 336,600 4２9,５00
131 336,900 4２9,800
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13２ 33７,100 430,000

133 33７,300 430,２00
134 33７,５00 430,５00
13５ 33７,７00 430,800
136 338,000 431,000

13７ 338,300 431,２00
138 338,５00 431,５00
139 338,800 431,800
140 339,100 43２,000

141 339,300 43２,２00
14２ 339,５00 43２,５00
143 339,800 43２,800
144 340,000 433,000

14５ 340,300 433,２00
146 340,５00 433,５00
14７ 340,800 433,800
148 341,100 434,000

149 341,300 434,２00
1５0 341,５00 434,５00
1５1 341,800 434,800
1５２ 34２,100 43５,000

1５3 34２,300 43５,２00
1５4 34２,600
1５５ 34２,900
1５6 343,100

1５７ 343,300
1５8 343,600
1５9 343,900
160 344,100

161 344,300
16２ 344,600
163 344,900
164 34５,100

16５ 34５,300
166 34５,600
16７ 34５,900
168 346,100

169 346,300
1７0 346,600
1７1 346,900
1７２ 34７,100

1７3 34７,300
1７4 34７,600
1７５ 34７,900
1７6 348,100

1７７ 348,300
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定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員　

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円
２4７,２00

円
２88,900

円
319,100

円
348,２00

円
436,000

備考　 1 �　この表は、特別支援学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教

諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭及び養護助教諭並びに人事委員

会規則で定める職員に適用する。

　　　 ２ �　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が 4級である職員の給料月

額はこの表の額に11,５00円を、 ５級である職員の給料月額はこの表の額に3,800

円をそれぞれ加算した額とする。

　 4　教育職給料表⑷

職員の
区分 　

職務の級 1　　級 ２　　級 3　　級 4　　級 ５　　級

号　　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円　 円　 円　 円　 円　
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

1 ２1２,900 ２34,000 33２,５00 361,900 448,100
２ ２1５,300 ２36,400 334,300 363,400 449,400
3 ２1７,600 ２38,800 336,100 364,900 4５0,600
4 ２19,900 ２41,300 33７,800 366,300 4５1,900

５ ２２２,100 ２43,７00 339,400 36７,７00 4５3,000
6 ２２4,400 ２46,100 341,300 369,000 4５4,100
７ ２２6,600 ２48,５00 343,２00 3７0,300 4５５,300
8 ２２8,800 ２５1,000 34５,000 3７1,７00 4５6,５00

9 ２31,000 ２５3,400 346,800 3７3,100 4５７,800
10 ２33,２00 ２５５,000 348,800 3７4,400 4５9,000
11 ２3５,400 ２５6,600 3５0,600 3７５,７00 460,100
1２ ２3７,600 ２５8,２00 3５２,300 3７6,900 461,２00

13 ２39,800 ２５9,800 3５4,000 3７8,100 46２,400
14 ２41,900 ２61,２00 3５５,７00 3７9,400 463,２00
1５ ２44,000 ２6２,600 3５７,２00 380,600 464,000
16 ２46,100 ２64,000 3５8,800 381,800 464,900

1７ ２48,２00 ２6５,400 360,400 38２,800 46５,800
18 ２５0,000 ２66,600 361,７00 384,000 466,２00
19 ２５1,７00 ２6７,800 36２,900 38５,２00 466,７00
２0 ２５3,400 ２69,000 364,000 386,300 46７,２00

２1 ２５５,100 ２７0,300 36５,300 38７,300 46７,７00
２２ ２５6,400 ２７1,400 366,７00 388,５00 468,２00
２3 ２５７,７00 ２７２,５00 368,100 389,７00 468,７00
２4 ２５8,900 ２７3,７00 369,400 390,800 469,100

２５ ２60,100 ２７５,000 3７0,600 391,800 469,５00
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２6 ２61,２00 ２７6,７00 3７２,000 393,000 469,900
２７ ２6２,300 ２７8,400 3７3,300 394,100 4７0,300
２8 ２63,400 ２80,100 3７4,600 39５,２00 4７0,７00

２9 ２64,600 ２81,800 3７５,800 396,300 4７1,100
30 ２6５,７00 ２83,800 3７７,２00 39７,５00 4７1,５00
31 ２66,800 ２86,000 3７8,５00 398,７00 4７1,900
3２ ２6７,800 ２88,２00 3７9,800 399,800 4７２,300

33 ２68,900 ２90,400 381,100 400,800 4７２,600
34 ２69,900 ２9２,600 38２,300 401,900
3５ ２７0,900 ２94,800 383,400 403,100
36 ２７２,000 ２96,900 384,600 404,300

3７ ２７3,２00 ２98,900 38５,800 40５,５00
38 ２７4,100 300,800 38７,000 406,800
39 ２７５,100 30２,７00 388,２00 40７,900
40 ２７6,２00 304,５00 389,300 409,100

41 ２７７,400 306,300 390,400 410,２00
4２ ２７8,５00 308,２00 391,600 411,５00
43 ２７9,600 310,000 39２,800 41２,５00
44 ２80,７00 311,７00 393,900 413,600

4５ ２81,600 313,400 39５,000 414,800
46 ２8２,400 31５,２00 396,300 416,000
4７ ２83,２00 316,900 39７,５00 41７,２00
48 ２84,000 318,５00 398,600 418,400

49 ２84,600 3２0,100 399,５00 419,５00
５0 ２8５,400 3２1,800 400,７00 4２0,５00
５1 ２86,100 3２3,600 401,７00 4２1,800
５２ ２86,800 3２５,300 40２,800 4２3,000

５3 ２8７,600 3２6,600 403,600 4２4,２00
５4 ２88,400 3２8,５00 404,７00 4２５,300
５５ ２89,000 330,300 40５,７00 4２6,400
５6 ２89,７00 33２,000 406,７00 4２７,５00

５７ ２90,400 333,600 40７,800 4２8,５00
５8 ２91,２00 33５,５00 408,800 4２9,７00
５9 ２9２,000 33７,２00 409,900 430,900
60 ２9２,600 338,900 411,000 43２,100

61 ２93,２00 340,600 41２,000 43２,７00
6２ ２93,900 34２,300 413,100 433,５00
63 ２94,600 344,000 414,２00 434,２00
64 ２9５,100 34５,７00 41５,２00 434,７00

6５ ２9５,800 34７,400 416,100 43５,000
66 ２96,５00 348,７00 41７,000 43５,300
6７ ２9７,100 3５0,000 418,000 43５,７00
68 ２9７,７00 3５1,300 419,000 436,100

69 ２98,400 3５２,800 419,800 436,400
７0 ２99,100 3５4,300 4２0,600 436,800
７1 ２99,７00 3５５,800 4２1,300 43７,100
７２ 300,400 3５７,300 4２２,100 43７,400

７3 300,900 3５8,600 4２２,800 43７,７00
７4 301,５00 360,100 4２3,400 438,000
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７５ 30２,２00 361,600 4２4,100 438,300
７6 30２,７00 363,000 4２4,800 438,600

７７ 303,300 364,400 4２５,400 438,800
７8 303,900 36５,900 4２6,100 439,100
７9 304,５00 36７,400 4２6,600 439,400
80 30５,100 368,900 4２７,２00 439,600

81 30５,600 3７0,２00 4２７,600 439,800
8２ 306,100 3７1,５00 4２8,000 440,100
83 306,７00 3７２,800 4２8,300 440,400
84 30７,300 3７4,000 4２8,５00 440,600

8５ 30７,７00 3７５,２00 4２8,７00 440,800
86 308,100 3７6,400 4２9,000 441,100
8７ 308,600 3７７,５00 4２9,300 441,400
88 309,100 3７8,600 4２9,５00 441,600

89 309,５00 3７9,600 4２9,７00 441,800
90 310,000 380,７00 430,000 44２,100
91 310,400 381,800 430,300 44２,400
9２ 310,900 38２,900 430,５00 44２,600

93 311,２00 384,000 430,７00 44２,800
94 311,７00 38５,100 431,000
9５ 31２,２00 386,100 431,300
96 31２,600 38７,２00 431,５00

9７ 31２,900 388,２00 431,７00
98 313,300 389,２00 43２,000
99 313,７00 390,100 43２,300
100 314,100 391,000 43２,５00

101 314,５00 391,800 43２,７00
10２ 314,800 39２,800 433,000
103 31５,100 393,600 433,300
104 31５,400 394,５00 433,５00

10５ 31５,600 39５,300 433,７00
106 31５,900 396,２00 434,000
10７ 316,２00 39７,100 434,300
108 316,400 398,000 434,５00

109 316,600 398,800 434,７00
110 316,800 399,800
111 31７,100 400,７00
11２ 31７,400 401,600

113 31７,600 40２,２00
114 31７,800 403,100
11５ 318,000 404,000
116 318,300 404,900

11７ 318,600 40５,７00
118 318,800 406,400
119 319,100 40７,２00
1２0 319,400 408,000

1２1 319,600 408,600
1２２ 319,800 409,300
1２3 3２0,000 410,000
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1２4 3２0,300 410,600

1２５ 3２0,600 411,２00
1２6 3２0,800 411,900
1２７ 3２1,100 41２,400
1２8 3２1,300 413,000

1２9 3２1,５00 413,600
130 3２1,800 414,２00
131 3２２,100 414,７00
13２ 3２２,300 41５,２00

133 3２２,５00 41５,５00
134 3２２,800 41５,800
13５ 3２3,100 416,000
136 3２3,300 416,300

13７ 3２3,５00 416,600
138 416,900
139 41７,２00
140 41７,５00

141 41７,800
14２ 418,100
143 418,400
144 418,７00

14５ 418,900
146 419,２00
14７ 419,５00
148 419,７00

149 419,900
1５0 4２0,２00
1５1 4２0,５00
1５２ 4２0,７00

1５3 4２0,900
1５4 4２1,２00
1５５ 4２1,５00
1５6 4２1,７00

1５７ 4２1,900
1５8 4２２,２00
1５9 4２２,５00
160 4２２,７00

161 4２２,900
16２ 4２3,２00
163 4２3,５00
164 4２3,７00

16５ 4２3,900
定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員　

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円
２38,400

円
２8５,800

円
314,300

円
341,600

円
4２５,600
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備考　 1 �　この表は、小学校及び中学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指

導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭及び養護助教諭並びに人事

委員会規則で定める職員に適用する。

　　　 ２ �　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が 4級である職員の給料月

額はこの表の額に11,５00円を、 ５級である職員の給料月額はこの表の額に4,000

円をそれぞれ加算した額とする。

　別表第 ５を次のように改める。

別表第 ５　義務教育等教員特別手当月額表

　 1　義務教育等教員特別手当月額表⑴

職員の区分
職務の級

号給
1級 ２級 3級 4級 ５級

定年前再任
用短時間勤
務職員以外
の職員　　

円 円 円 円 円
 　 1号給から 　 4号給まで 1,300 1,７00 ２,800 4,000 ５,100
 　 ５ 号給から 　 8号給まで 1,300 1,800 3,000 4,100 ５,２00
 　 9 号給から 　1２号給まで 1,400 1,900 3,２00 4,100 ５,300
 　13号給から 　16号給まで 1,５00 ２,000 3,300 4,２00 ５,400
 　1７号給から 　２0号給まで 1,600 ２,100 3,400 4,400 ５,５00
 　２1号給から 　２4号給まで 1,７00 ２,２00 3,５00 4,400 ５,600
 　２５号給から 　２8号給まで 1,800 ２,300 3,７00 4,600 ５,600
 　２9号給から 　3２号給まで 1,900 ２,400 3,800 4,７00 ５,600
 　33号給から 　36号給まで 1,900 ２,600 3,900 4,７00 ５,600
 　3７号給から 　40号給まで ２,000 ２,600 4,000 4,800
 　41号給から 　44号給まで ２,２00 ２,800 4,000 4,900
 　4５号給から 　48号給まで ２,２00 3,000 4,100 ５,000
 　49号給から 　５２号給まで ２,300 3,２00 4,２00 ５,100
 　５3号給から 　５6号給まで ２,400 3,300 4,400 ５,100
 　５７号給から 　60号給まで ２,400 3,400 4,400 ５,２00
61号給から 　64号給まで ２,５00 3,５00 4,５00 ５,２00
6５号給から 　68号給まで ２,600 3,７00 4,７00 ５,300

 　69号給から 　７２号給まで ２,600 3,800 4,７00 ５,300
 　７3号給から 　７6号給まで ２,７00 3,800 4,７00 ５,300
 　７７号給から 　80号給まで ２,800 3,900 4,７00
 　81号給から 　84号給まで ２,800 4,000 4,800
 　8５号給から 　88号給まで ２,800 4,100 ５,000
 　89号給から 　9２号給まで ２,900 4,２00 ５,000
 　93号給から 　96号給まで 3,000 4,300 ５,000
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 　9７号給から　100号給まで 3,100 4,400 ５,100
　101号給から　104号給まで 3,100 4,400 ５,100
10５号給から　108号給まで 3,２00 4,５00 ５,100
109号給から　11２号給まで 3,２00 4,600 ５,２00
　113号給から　116号給まで 3,２00 4,７00
　11７号給から　1２0号給まで 3,300 4,７00
　1２1号給から　1２4号給まで 3,300 4,７00
　1２５号給から　1２8号給まで 3,300 4,７00
　1２9号給から　13２号給まで 3,400 4,７00
　133号給から　136号給まで 3,400 4,800
　13７号給から　140号給まで 3,400 4,900
　141号給から　144号給まで 3,５00 4,900
　14５号給から　148号給まで 3,５00 4,900
　149号給から　1５２号給まで 3,５00 ５,000
　1５3号給から　1５6号給まで 3,５00 ５,000
　1５７号給から　160号給まで 3,600
　161号給から　164号給まで 3,７00
　16５号給から　168号給まで 3,７00
　169号給から　1７２号給まで 3,７00
　1７3号給から　1７6号給まで 3,800
�1７７号給　　　　　　 　　 3,800

定年前再任
用短時間勤
務職員　　

２,２00 ２,600 3,２00 3,５00 4,400

　 ２ 　削除

　 3　義務教育等教員特別手当月額表⑶

職員の区分
職務の級

号給
1級 ２級 3級 4級 ５級

定年前再任
用短時間勤
務職員以外
の職員　　

円 円 円 円 円
1号給から 　 4号給まで 1,300 1,７00 ２,800 4,000 ５,100
５ 号給から 　 8号給まで 1,300 1,800 3,000 4,100 ５,２00
9 号給から 　1２号給まで 1,400 1,900 3,２00 4,100 ５,300
13号給から 　16号給まで 1,５00 ２,000 3,300 4,２00 ５,400
1７号給から 　２0号給まで 1,600 ２,100 3,400 4,400 ５,５00
２1号給から 　２4号給まで 1,７00 ２,２00 3,５00 4,400 ５,600
２５号給から 　２8号給まで 1,800 ２,300 3,７00 4,600 ５,600
２9号給から 　3２号給まで 1,900 ２,400 3,800 4,７00 ５,600
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33号給から 　36号給まで 1,900 ２,600 3,900 4,７00 ５,600
3７号給から 　40号給まで ２,000 ２,600 4,000 4,800
41号給から 　44号給まで ２,２00 ２,800 4,000 4,900
4５号給から 　48号給まで ２,２00 3,000 4,100 ５,000
49号給から 　５２号給まで ２,300 3,２00 4,２00 ５,100
５3号給から 　５6号給まで ２,400 3,300 4,400 ５,100
５７号給から 　60号給まで ２,400 3,400 4,400 ５,２00
61号給から 　64号給まで ２,５00 3,５00 4,５00 ５,２00
6５号給から 　68号給まで ２,600 3,７00 4,７00 ５,300
69号給から 　７２号給まで ２,600 3,800 4,７00 ５,300
７3号給から 　７6号給まで ２,７00 3,800 4,７00 ５,300
７７号給から 　80号給まで ２,800 3,900 4,７00
81号給から 　84号給まで ２,800 4,000 4,800
8５号給から 　88号給まで ２,800 4,100 ５,000
89号給から 　9２号給まで ２,900 4,２00 ５,000
93号給から 　96号給まで 3,000 4,300 ５,000
9７号給から　100号給まで 3,100 4,400 ５,100
101号給から　104号給まで 3,100 4,400 ５,100
10５号給から　108号給まで 3,２00 4,５00 ５,100
109号給から　11２号給まで 3,２00 4,600 ５,２00
113号給から　116号給まで 3,２00 4,７00
11７号給から　1２0号給まで 3,300 4,７00
1２1号給から　1２4号給まで 3,300 4,７00
1２５号給から　1２8号給まで 3,300 4,７00
1２9号給から　13２号給まで 3,400 4,７00
133号給から　136号給まで 3,400 4,800
13７号給から　140号給まで 3,400 4,900
141号給から　144号給まで 3,５00 4,900
14５号給から　148号給まで 3,５00 4,900
149号給から　1５２号給まで 3,５00 ５,000
1５3号給から　1５6号給まで 3,５00 ５,000
1５７号給から　160号給まで 3,600
161号給から　164号給まで 3,７00
16５号給から　168号給まで 3,７00
169号給から　1７２号給まで 3,７00
1７3号給から　1７6号給まで 3,800
1７７号給　　　　　　　 　 3,800

定年前再任
用短時間勤
務職員　　

２,２00 ２,600 3,２00 3,５00 4,400
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　 4 　義務教育等教員特別手当月額表⑷

職員の区分
職務の級

号給
1級 ２級 3級 4級 ５級

定年前再任
用短時間勤
務職員以外
の職員　　

円 円 円 円 円
��� 1 号給から　  4 号給まで 1,300 1,400 ２,800 3,400 ５,100
��� ５ 号給から　  8 号給まで 1,300 1,600 3,000 3,５00 ５,２00
��� 9 号給から　 1２号給まで 1,400 1,７00 3,２00 3,600 ５,300
��13号給から　 16号給まで 1,５00 1,７00 3,300 3,800 ５,400
��1７号給から　 ２0号給まで 1,600 1,800 3,400 3,800 ５,５00
��２1号給から　 ２4号給まで 1,７00 1,900 3,５00 4,000 ５,600
��２５号給から　 ２8号給まで 1,800 ２,000 3,７00 4,100 ５,600
��２9号給から　 3２号給まで 1,900 ２,100 3,800 4,100 ５,600
��33号給から　 36号給まで 1,900 ２,２00 3,900 4,２00 ５,600
��3７号給から　 40号給まで ２,000 ２,300 4,000 4,400
��41号給から　 44号給まで ２,２00 ２,400 4,000 4,400
��4５号給から　 48号給まで ２,２00 ２,600 4,100 4,600
��49号給から　 ５２号給まで ２,300 ２,600 4,２00 4,７00
��５3号給から　 ５6号給まで ２,400 ２,800 4,400 4,７00
��５７号給から　 60号給まで ２,400 3,000 4,400 4,800
��61号給から　 64号給まで ２,５00 3,２00 4,５00 4,900
��6５号給から　 68号給まで ２,600 3,300 4,７00 ５,000
��69号給から　 ７２号給まで ２,600 3,400 4,７00 ５,100
��７3号給から　 ７6号給まで ２,７00 3,５00 4,７00 ５,100
��７７号給から　 80号給まで ２,800 3,７00 4,７00 ５,２00
��81号給から　 84号給まで ２,800 3,800 4,800 ５,２00
��8５号給から　 88号給まで ２,800 3,800 ５,000 ５,300
��89号給から　 9２号給まで ２,900 3,900 ５,000 ５,300
��93号給から　 96号給まで 3,000 4,000 ５,000 ５,300
��9７号給から　100号給まで 3,100 4,100 ５,100
�101号給から　104号給まで 3,100 4,２00 ５,100
�10５号給から　108号給まで 3,２00 4,300 ５,100
�109号給から　11２号給まで 3,２00 4,400 ５,２00
�113号給から　116号給まで 3,２00 4,400
�11７号給から　1２0号給まで 3,300 4,５00
�1２1号給から　1２4号給まで 3,300 4,600
�1２５号給から　1２8号給まで 3,300 4,７00
�1２9号給から　13２号給まで 3,400 4,７00
�133号給から　136号給まで 3,400 4,７00
�13７号給から　140号給まで 3,400 4,７00
�141号給から　144号給まで 4,７00
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�14５号給から　148号給まで 4,800
�149号給から　1５２号給まで 4,900
�1５3号給から　1５6号給まで 4,900
�1５７号給から　160号給まで 4,900
�161号給から　164号給まで ５,000�
�16５号給　　　　　　　 　 ５,000�

定年前再任
用短時間勤
務職員　　

２,２00 ２,600 3,２00 3,５00 4,400

　　　附　則

　（施行期日）

1　この条例は、令和 8年 4月 1日から施行する。

　（号給の切替え）

２ �　令和 8年 4月 1日（以下「切替日」という。）の前日においてこの条例による改正前の

福岡市立学校職員の給与に関する条例別表第 1の給料表の適用を受けていた教育職員の切

替日における号給（以下「新号給」という。）は、切替日の前日においてその者が受けて

いた号給（以下「旧号給」という。）に応じて附則別表に定める号給とする。

　（切替日前の異動者の号給の調整）

3 �　切替日前に職務の級を異にして異動した教育職員及び教育委員会の定めるこれに準じる

教育職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をした

ものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところに

より、必要な調整を行うことができる。

附則別表　

　号給の切替表

　ア　教育職給料表⑴の適用を受ける教育職員の新号給

旧号給 新号給

3級から ５級まで
（共通）

3級 4級 ５級

1 1 1 1

２ 1 1 1

3 1 1 1
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4 1 1 1

５ 1 1 1

6 1 1 1

７ 1 1 1

8 1 1 1

9 1 1 1

10� 1 1 1

11� 1 1 1

1２� 1 1 1

13� 1 1 1

14� ２ 1 1

1５� 3 1 1

16� 4 1 1

1７� ５ 1 1

18� 6 ２ ２

19� ７ 3 3

２0� 8 4 4

２1� 9 ５ ５

２２� 10 6 6

２3� 11 ７ ７

２4� 1２ 8 8

２５� 13 9 9

２6� 14 10 10

２７� 1５ 11 11

２8� 16 1２ 1２

２9� 1７ 13 13

30� 18 14 14

31� 19 1５ 1５

3２� ２0 16 16
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33� ２1 1７ 1７

34� ２２ 18 18

3５� ２3 19 19

36� ２4 ２0 ２0

3７� ２５ ２1 ２1

38� ２6 ２２ ２２

39� ２７ ２3 ２3

40� ２8 ２4 ２4

41� ２9 ２５ ２５

4２� 30 ２6 ２6

43� 31 ２７ ２７

44� 3２ ２8 ２8

4５� 33 ２9 ２9

46� 34 30 30

4７� 3５ 31 31

48� 36 3２ 3２

49� 3７ 33 33

５0� 38 34

５1� 39 3５

５２� 40 36

５3� 41 3７

５4� 4２ 38

５５� 43 39

５6� 44 40

５７� 4５ 41

５8� 46 4２

５9� 4７ 43

60� 48 44

61� 49 4５
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6２� ５0 46

63� ５1 4７

64� ５２ 48

6５� ５3 49

66� ５4 ５0

6７� ５５ ５1

68� ５6 ５２

69� ５７ ５3

７0� ５8 ５4

７1� ５9 ５５

７２� 60 ５6

７3� 61 ５７

７4� 6２ ５8

７５� 63 ５9

７6� 64 60

７７� 6５ 61

７8� 66 6２

７9� 6７ 63

80� 68 64

81� 69 6５

8２� ７0 66

83� ７1 6７

84� ７２ 68

8５� ７3 69

86� ７4 ７0

8７� ７５ ７1

88� ７6 ７２

89� ７７ ７3

90� ７8
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91� ７9

9２� 80

93� 81

94� 8２

9５� 83

96� 84

9７� 8５

98� 86

99� 8７

100� 88

101� 89

10２� 90

103� 91

104� 9２

10５� 93

106� 94

10７� 9５

108� 96

109� 9７

110� 98

111� 99

11２� 100

113� 101

114� 10２

11５� 103

116� 104

11７� 10５

118� 106

119� 10７
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1２0� 108

1２1� 109

　イ　教育職給料表⑶の適用を受ける教育職員の新号給

旧号給 新号給

3級から ５級まで
（共通）

3級 4級 ５級

1 1 1 1

２ 1 1 1

3 1 1 1

4 1 1 1

５ 1 1 1

6 1 1 1

７ 1 1 1

8 1 1 1

9 1 1 1

10 1 1 1

11 1 1 1

1２ 1 1 1

13 1 1 1

14 ２ 1 1

1５ 3 1 1

16 4 1 1

1７ ５ 1 1

18 6 ２ ２

19 ７ 3 3

２0 8 4 4

２1 9 ５ ５

２２ 10 6 6
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２3 11 ７ ７

２4 1２ 8 8

２５ 13 9 9

２6 14 10 10

２７ 1５ 11 11

２8 16 1２ 1２

２9 1７ 13 13

30 18 14 14

31 19 1５ 1５

3２ ２0 16 16

33 ２1 1７ 1７

34 ２２ 18 18

3５ ２3 19 19

36 ２4 ２0 ２0

3７ ２５ ２1 ２1

38 ２6 ２２ ２２

39 ２７ ２3 ２3

40 ２8 ２4 ２4

41 ２9 ２５ ２５

4２ 30 ２6 ２6

43 31 ２７ ２７

44 3２ ２8 ２8

4５ 33 ２9 ２9

46 34 30 30

4７ 3５ 31 31

48 36 3２ 3２

49 3７ 33 33

５0 38 34

５1 39 3５
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５２ 40 36

５3 41 3７

５4 4２ 38

５５ 43 39

５6 44 40

５７ 4５ 41

５8 46 4２

５9 4７ 43

60 48 44

61 49 4５

6２ ５0 46

63 ５1 4７

64 ５２ 48

6５ ５3 49

66 ５4 ５0

6７ ５５ ５1

68 ５6 ５２

69 ５７ ５3

７0 ５8 ５4

７1 ５9 ５５

７２ 60 ５6

７3 61 ５７

７4 6２ ５8

７５ 63 ５9

７6 64 60

７７ 6５ 61

７8 66 6２

７9 6７ 63

80 68 64
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81 69 6５

8２ ７0 66

83 ７1 6７

84 ７２ 68

8５ ７3 69

86 ７4 ７0

8７ ７５ ７1

88 ７6 ７２

89 ７７ ７3

90 ７8

91 ７9

9２ 80

93 81

94 8２

9５ 83

96 84

9７ 8５

98 86

99 8７

100 88

101 89

10２ 90

103 91

104 9２

10５ 93

106 94

10７ 9５

108 96

109 9７
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110 98

111 99

11２ 100

113 101

114 10２

11５ 103

116 104

11７ 10５

118 106

119 10７

1２0 108

1２1 109

　ウ　教育職給料表⑷の適用を受ける教育職員の新号給

旧号給 新号給

3級から ５級まで
（共通）

3級 4級 ５級

1 1 1 1

２ 1 1 1

3 1 1 1

4 1 1 1

５ 1 1 1

6 1 1 1

７ 1 1 1

8 1 1 1

9 1 1 1

10 1 1 1

11 1 1 1

1２ 1 1 1
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13 1 1 1

14 ２ ２ 1

1５ 3 3 1

16 4 4 1

1７ ５ ５ 1

18 6 6 ２

19 ７ ７ 3

２0 8 8 4

２1 9 9 ５

２２ 10 10 6

２3 11 11 ７

２4 1２ 1２ 8

２５ 13 13 9

２6 14 14 10

２７ 1５ 1５ 11

２8 16 16 1２

２9 1７ 1７ 13

30 18 18 14

31 19 19 1５

3２ ２0 ２0 16

33 ２1 ２1 1７

34 ２２ ２２ 18

3５ ２3 ２3 19

36 ２4 ２4 ２0

3７ ２５ ２５ ２1

38 ２6 ２6 ２２

39 ２７ ２７ ２3

40 ２8 ２8 ２4

41 ２9 ２9 ２５
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4２ 30 30 ２6

43 31 31 ２７

44 3２ 3２ ２8

4５ 33 33 ２9

46 34 34 30

4７ 3５ 3５ 31

48 36 36 3２

49 3７ 3７ 33

５0 38 38

５1 39 39

５２ 40 40

５3 41 41

５4 4２ 4２

５５ 43 43

５6 44 44

５７ 4５ 4５

５8 46 46

５9 4７ 4７

60 48 48

61 49 49

6２ ５0 ５0

63 ５1 ５1

64 ５２ ５２

6５ ５3 ５3

66 ５4 ５4

6７ ５５ ５５

68 ５6 ５6

69 ５７ ５７

７0 ５8 ５8
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７1 ５9 ５9

７２ 60 60

７3 61 61

７4 6２ 6２

７５ 63 63

７6 64 64

７７ 6５ 6５

７8 66 66

７9 6７ 6７

80 68 68

81 69 69

8２ ７0 ７0

83 ７1 ７1

84 ７２ ７２

8５ ７3 ７3

86 ７4 ７4

8７ ７５ ７５

88 ７6 ７6

89 ７７ ７７

90 ７8 ７8

91 ７9 ７9

9２ 80 80

93 81 81

94 8２ 8２

9５ 83 83

96 84 84

9７ 8５ 8５

98 86 86

99 8７ 8７
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100 88 88

101 89 89

10２ 90 90

103 91 91

104 9２ 9２

10５ 93 93

106 94

10７ 9５

108 96

109 9７

110 98

111 99

11２ 100

113 101

114 10２

11５ 103

116 104

11７ 10５

118 106

119 10７

1２0 108

1２1 109
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　福岡市公民館条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第40号

議案第84号

1

議案第84号

　　　福岡市公民館条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 8年 ２月２4日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、住民ニーズに対応した持続的かつ効率的な公民館の運営を図

るため、当該施設の休館日を改める必要があるによる。

　　　福岡市公民館条例の一部を改正する条例

　福岡市公民館条例（昭和39年福岡市条例第91号）の一部を次のように改正する。

　第 ２条の ２中「1２月２9日から翌年 1月 3日まで」を「次に掲げるとおり」に改め、同条に

次の各号を加える。

　⑴　毎月末日

　⑵　 ５月 3日から同月 ５日まで

　⑶　 8月13日から同月1５日まで

　⑷　1２月２9日から翌年 1月 3日まで

　　　附　則

　この条例は、令和 8年 ６月 1日から施行する。
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　法令の改正に伴う関係条例の規定の整備に関する条例をここに公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第41号

議案第85号

1

議案第85号

　　　法令の改正に伴う関係条例の規定の整備に関する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 8年 ２月２4日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、法令の改正に伴い、関係条例の規定の整備を行う必要がある

による。

　　　法令の改正に伴う関係条例の規定の整備に関する条例

　（福岡市宿泊税条例の一部改正）

第�1 条　福岡市宿泊税条例（令和元年福岡市条例第２8号）の一部を次のように改正する。

　　第15条第 1項第 1号中「同条第15項」を「同条第16項」に改める。

　（福岡市こども・子育て審議会条例の一部改正）

第�２ 条　福岡市こども・子育て審議会条例（平成２5年福岡市条例第45号）の一部を次のよう

に改正する。

　　第 1条第 ２項第 ３号中「第77条第 1項」を「第7２条第 1項」に改める。

　　第 ２条第 4号中「第77条第 1項各号」を「第7２条第 1項各号」に改める。

　（福岡市立小呂保育所条例の一部改正）

第�３ 条　福岡市立小呂保育所条例（平成 ２年福岡市条例第15号）の一部を次のように改正す

る。

　　第 ２条第 1号中「第19条第 1項第 ２号」を「第19条第 ２号」に改める。

　（福岡市立障がい者就労支援センター条例の一部改正）

第�4 条　福岡市立障がい者就労支援センター条例（令和 ３年福岡市条例第78号）の一部を次

のように改正する。

　　第 ２条第 ２号中「第 5条第1３項」を「第 5条第14項」に改める。

　（福岡市立障がい者生活・就労支援施設条例の一部改正）
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第�5 条　福岡市立障がい者生活・就労支援施設条例（平成２0年福岡市条例第49号）の一部を

次のように改正する。

　�　第 ２条第 1号中「第 5条第1３項」を「第 5条第14項」に改め、同条第 ２号中「第 5条第

14項」を「第 5条第15項」に改める。

　（福岡市立心身障がい福祉センター条例等の一部改正）

第 6条　次に掲げる条例の規定中「第 5条第18項」を「第 5条第19項」に改める。

　⑴　福岡市立心身障がい福祉センター条例（昭和54年福岡市条例第16号）第 ２条第 8号

　⑵　福岡市立療育センター条例（平成14年福岡市条例第1３号）第 ２条第 6号

　⑶�　福岡市立児童発達支援センター条例（昭和48年福岡市条例第16号）第 ２条第 1項第 ３

号及び第 ２項第 4号

　（公共交通空白地等及び移動制約者に係る生活交通の確保に関する条例の一部改正）

第�7 条　公共交通空白地等及び移動制約者に係る生活交通の確保に関する条例（平成２２年福

岡市条例第２5号）の一部を次のように改正する。

　　第 ２条第 4号中「第49条第 ３号」を「第49条第 ２号」に改める。

　（福岡市建築関係手数料条例の一部改正）

第�8 条　福岡市建築関係手数料条例（平成1２年福岡市条例第1３号）の一部を次のように改正

する。

　�　別表第 1　4２の 6 の項中「第1３7条の1２第 6 項又は第 7項」を「第1３7条の1２第11項又は

第1２項」に改める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。
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